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│
規
制
強
化
の
ジ
レ
ン
マ
な
ら
び
に
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
域
外

適
用
な
ど

│

藤　
　

川　
　

信　
　

夫

は
じ
め
に

金
融
危
機
後
の
米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
関
し
て
は
、
多
く
の
論
点
が
指
摘
さ
れ
る
。
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
Ｍ
＆
Ａ

し
か
り
で
あ
る
。
特
に
同
法
の
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
適
用
除
外
・
延
期
、
さ
ら
に
は
域
外
適
用
な
ど
が
問
題
と
な
っ
て
き

て
い
る
。
さ
ら
に
国
際
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
な
ど
の
国
際
取
引
の
新
分
野
に
お
い
て
、
域
外
適
用
の
問
題
は
拡
大
・
変
質
し
つ
つ
あ
り
、



一
〇

各
法
領
域
を
跨
い
だ
統
一
ル
ー
ル
鼎
立
な
ど
の
検
討
も
必
要
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
域
外
適
用
に
関
し
て
は
、
従
来
は
主
と
し
て
独
占
禁

止
法
な
ど
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
て
き
た
。
本
稿
は
、
従
前
の
こ
う
し
た
理
論
・
判
例
な
ど
の
蓄
積
を
も
と
に
、
我
が
国
な
ど
の
法
実
務

に
与
え
る
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
影
響
を
検
討
す
る
と
共
に
、
国
際
取
引
・
組
織
法
の
大
き
な
枠
組
み
の
下
で
、
域
外
適
用
と
併
せ
て
、

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
内
部
統
制
な
ど
の
多
面
的
な
考
察
を
図
ら
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
（
1
）

。

（
1
） 

本
稿
は
、
二
〇
一
三
年
一
〇
月
一
二
│
一
三
日
に
開
催
さ
れ
た
日
本
私
法
学
会
第
七
七
回
全
国
大
会
（
於　

京
都
産
業
大
学
）
に
お
け
る
筆
者

の
個
別
研
究
報
告
を
踏
ま
え
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

第
一
章　

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
と
法
実
務

一
．
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
と
法
実
務
の
影
響

米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
関
し
て
は
、
分
量
、
領
域
の
大
き
さ
故
に
及
ぼ
す
影
響
も
域
外
適
用
あ
る
い
は
実
質
的
国
内
法
化
の
み

な
ら
ず
、
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
な
ど
企
業
経
営
面
へ
も
広
範
囲
な
影
響
を
与
え
、
複
雑
な
様
相
を

呈
す
る
。
同
法
の
成
り
行
き
自
体
が
不
透
明
で
神
経
質
な
展
開
を
み
せ
る
中
、
各
国
規
制
当
局
な
ら
び
に
金
融
機
関
側
の
対
応
が
注
視
さ

れ
る
。

ま
た
域
外
適
用
に
関
し
て
は
、
従
来
は
主
と
し
て
独
占
禁
止
法
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
て
き
た
が
、
近
年
米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法

に
お
け
る
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
ほ
か
、
国
際
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
な
ど
新
し
い
領
域
に
お
い
て
、
域
外
適
用
の
問
題
が
再
燃
し
、
ま
た
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一
一

拡
大
し
つ
つ
あ
る
。
や
や
も
す
れ
ば
恣
意
的
な
運
用
が
な
さ
れ
て
い
る
と
の
批
判
も
あ
り
、
新
た
な
統
一
ル
ー
ル
鼎
立
な
ど
が
大
き
な
意

義
を
持
っ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
本
稿
は
従
前
の
理
論
・
判
例
な
ど
の
蓄
積
を
踏
ま
え
て
、
国
際
取
引
分
野
に
お
け
る
新
し
い
域
外
適
用

の
問
題
を
検
討
し
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
内
部
統
制
な
ど
も
含
め
た
大
き
な
枠
組
み
の
下
で
、
多
面

的
考
察
を
試
み
る
。

本
論
稿
に
お
い
て
は
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
問
題
点
を
指
摘
し
、
整
理
す
る
と
共
に
、
Ｍ
＆
Ａ
、
経
営
判
断
原
則
、
銀
証
分
離
な

ど
銀
行
経
営
面
の
大
き
な
観
点
を
交
え
、
揺
れ
動
く
同
法
の
帰
趨
と
展
開
を
中
心
に
検
討
す
る
。
長
期
・
多
角
的
視
野
か
ら
み
た
我
が
国

の
法
・
実
務
な
ど
に
与
え
る
影
響
を
考
察
す
る
と
共
に
、
関
連
し
て
域
外
適
用
ル
ー
ル
の
統
一
化
な
ど
の
展
望
に
つ
い
て
も
議
論
を
試
み

る
（
注
）。
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
Ｍ
＆
Ａ
、
国
際
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
な
ど
い
ず
れ
も
域
外
適
用
の
問
題
に
も
連
関
す
る
。
長
年
、
政
府
系
金

融
機
関
の
融
資
・
審
査
、
格
付
機
関
業
務
等
に
携
わ
っ
た
経
験
も
踏
ま
え
、
多
面
的
か
つ
総
合
的
な
検
討
を
加
え
た
い
。
①
我
が
国
の
金

融
規
制
全
般
、
上
場
会
社
へ
の
間
接
的
影
響
な
ど
の
ほ
か
銀
行
経
営
の
影
響
、
②
銀
証
分
離
と
域
外
適
用
の
交
錯
に
つ
き
Ｍ
＆
Ａ
、
通
常

監
督
と
ソ
フ
ト
ロ
ー
・
ミ
ッ
ク
ス
、
③
規
制
導
入
に
よ
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
・
ジ
レ
ン
マ
と
し
て
、
シ
テ
ィ
グ
ル
ー
プ
（
Ｎ
Ｙ
）
ヒ
ヤ
リ
ン

グ
を
基
に
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
等
の
域
外
適
用
と
差
別
的
跛
行
性
・
意
図
せ
ざ
る
帰
結
に
対
す
る
修
正
、
④
ソ
フ
ト
ロ
ー
等
に
よ
る
改
革

と
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
、
⑤
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
と
経
営
判
断
原
則
な
ら
び
に
取
締
役
の
責
任
等
、
⑥
米
銀
の
内
部
統
制
に
つ
き
、

会
社
法
の
要
求
と
実
務
で
展
開
し
た
内
部
統
制
の
整
合
性
・
射
程
範
囲
の
ズ
レ
（
吟
味
の
規
準
）、
⑦
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
と
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
（
Ｅ
Ｒ
Ｍ
）
な
ら
び
に
銀
行
持
株
会
社
経
営
、
⑧
金
融
危
機
後
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
な
ら
び
に
ロ
ー
カ
ル
・
ガ

バ
ナ
ン
ス
、
支
配
少
数
株
主
に
よ
る
非
公
開
化
・
株
主
間
差
別
化
、
⑨
国
際
不
正
に
対
す
る
グ
ル
ー
プ
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
体
制
構
築

と
域
外
適
用
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
交
錯
な
ら
び
に
我
が
国
ガ
バ
ナ
ン
ス
概
念
の
変
容
の
可



一
二

能
性
、
⑩
行
政
手
続
き
導
入
と
迅
速
化
に
向
け
て
破
綻
処
理
法
制
へ
の
影
響
、
⑪
国
際
取
引
に
お
け
る
域
外
適
用
ル
ー
ル
統
一
化
・
秩
序

形
成
と
メ
ル
ク
マ
ー
ル
鼎
立
な
ど
。
経
済
法
と
の
接
点
で
も
あ
り
、
国
際
的
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
と
し
て
執
行
管
轄
権
、
ソ
フ
ト
ロ
ー

な
ど
の
考
察
も
不
可
欠
と
な
る
。
域
外
適
用
と
法
領
域
の
交
錯
、
実
践
的
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
Ｅ
Ｒ
Ｍ
等
に
関
す
る
企
業
の
実
際
に
も

焦
点
を
当
て
、
検
討
し
た
（
2
）

。
議
論
が
活
発
化
し
つ
つ
あ
る
現
在
、
精
緻
化
・
進
展
を
図
り
、
残
さ
れ
た
課
題
の
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。

二
．
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
論
点
と
俯
瞰

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
関
し
て
は
、
Ｍ
＆
Ａ
、
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
と
域
外
適
用
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
お
よ
び
リ
ス
ク

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
格
付
機
関
規
制
な
ど
企
業
経
営
や
今
後
の
法
形
成
等
に
影
響
を
与
え
か
ね
な
い
多
様
な
論
点
が
あ
る
。

第
一
に
は
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
評
価
と
我
が
国
金
融
機
関
お
よ
び
企
業
へ
の
影
響
、
我
が
国
の
金
融
規
制
、
上
場
会
社
へ
の
間

接
的
影
響
な
ど
に
加
え
て
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
と
銀
行
経
営
へ
の
影
響
な
ら
び
に
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
バ
ン
キ
ン
グ
に
つ
い
て
も
論
及

し
て
い
き
た
い
。
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
は
、
規
制
緩
和
が
進
み
過
ぎ
、
ま
た
巨
大
化
し
た
金
融
機
関
が
、T

oo B
ig T
o F
ail

、
預
金

者
保
護
な
ど
の
暗
黙
の
信
用
補
完
に
慢
心
し
た
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
の
中
で
様
々
な
問
題
を
引
き
起
こ
し
た
反
省
か
ら
、
金
融
機
関
の
リ
ス

ク
管
理
強
化
、
金
融
監
督
体
制
の
強
化
を
図
る
も
の
で
あ
る
。
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
金
融
機
関
の
リ
ス
ク
管
理
の
強
化
を
促

す
こ
と
に
な
る
が
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
な
ど
の
影
響
を
限
定
的
に
と
ら
え
、
我
が
国
の
独
自
性
を
強
調
す
る
立
場
か
ら
は
、
必
ず
し

も
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
バ
ン
キ
ン
グ
の
方
向
性
は
全
面
的
に
は
否
定
さ
れ
な
い
面
も
あ
る
。

第
二
に
は
、
銀
証
分
離
の
議
論
と
域
外
適
用
の
交
錯
が
あ
る
。
銀
証
分
離
と
Ｍ
＆
Ａ
、
破
綻
処
理
と
債
権
者
負
担
、
通
常
監
督
と
ソ
フ

ト
ロ
ー
・
ミ
ッ
ク
ス
等
が
問
題
と
な
る
。
英
国
銀
行
独
立
委
員
会
に
よ
る
金
融
シ
ス
テ
ム
改
革
と
し
て
リ
ン
グ
フ
ェ
ン
ス
な
ら
び
に
銀
証

分
離
の
方
向
性
や
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
と
の
相
似
、
シ
ャ
ド
ー
バ
ン
キ
ン
グ
に
対
す
る
規
制
監
督
強
化
と
銀
証
分
離
の
結
合
、
Ｍ
＆
Ａ
と
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一
三

域
外
適
用
と
関
連
性
や
海
外
銀
行
に
対
す
る
影
響
な
ど
に
つ
い
て
、
銀
行
の
リ
ス
ク
管
理
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
国
際
不
正
取
引
で
あ
る

Ｌ
Ｉ
Ｂ
Ｏ
Ｒ
問
題
と
規
制
強
化
な
ど
も
含
め
て
検
討
す
る
。

第
三
に
、
関
連
し
て
規
制
導
入
に
よ
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
お
よ
び
ジ
レ
ン
マ
が
問
題
と
な
り
か
ね
な
い
。
シ
テ
ィ
グ
ル
ー
プ
（
Ｎ
Ｙ
）
に

対
し
て
行
っ
た
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
を
基
に
、
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
域
外
適
用
と
差
別
的
跛
行
性
・
意
図
せ
ざ
る
帰
結
に
対
す
る
修
正
な
ど
に

つ
い
て
検
討
し
た
い
。
膨
大
な
内
容
を
擁
す
る
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
ゆ
え
に
、
域
外
適
用
な
ど
の
影
響
と
反
発
、
ロ
ビ
ー
活
動
他
の
抵

抗
、
理
論
面
の
詰
め
の
甘
さ
・
曖
昧
さ
な
ど
か
ら
く
る
規
則
制
定
の
依
拠
お
よ
び
適
用
延
期
・
除
外
な
ど
の
措
置
が
多
い
な
ど
、
法
制
度

面
の
ジ
レ
ン
マ
が
あ
る
。
流
動
性
低
下
・
資
本
コ
ス
ト
上
昇
、
規
制
の
少
な
い
シ
ャ
ド
ー
・
バ
ン
キ
ン
グ
の
資
金
流
出
、
海
外
資
本
市
場

と
の
競
争
不
利
、
個
別
金
融
機
関
の
リ
ス
ク
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
制
約
か
ら
予
想
外
の
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
・
リ
ス
ク
が
熟
成
さ
れ
か
ね
な
い
な

ど
、
規
制
導
入
に
よ
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
更
な
る
現
出
も
懸
念
さ
れ
、
シ
ャ
ド
ー
・
バ
ン
キ
ン
グ
規
制
に
し
て
も
規
制
強
化
の
連
鎖
に
堕

し
か
ね
な
い
。
金
融
不
安
の
継
続
、
信
頼
の
回
復
に
は
時
間
を
要
し
、
細
目
の
策
定
作
業
、
バ
ー
ゼ
ル
新
規
制
の
遂
行
、
マ
ク
ロ
・
プ

ル
ー
デ
ン
ス
の
必
要
性
と
共
に
、
金
融
政
策
と
の
一
体
化
に
よ
る
監
督
・
運
営
、
国
際
通
貨
基
金
（
Ｉ
Ｍ
Ｆ
）
の
資
本
・
通
貨
フ
ロ
ー
管

理
な
ど
、
マ
ク
ロ
経
済
問
題
を
中
間
・
仲
介
項
と
し
て
、
実
効
性
あ
る
体
制
構
築
の
た
め
に
非
規
制
の
国
際
機
関
ま
で
包
括
せ
ざ
る
を
得

な
い
と
思
わ
れ
る
。

第
四
に
、
実
体
経
済
を
対
象
と
す
る
金
融
規
制
法
で
あ
る
限
り
、
ソ
フ
ト
ロ
ー
等
に
よ
る
改
革
を
進
め
る
こ
と
も
必
要
で
あ
り
、
エ
ン

フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
等
が
課
題
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
真
の
実
効
性
を
挙
げ
る
た
め
に
は
金
融
機
関
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
な

い
し
は
統
制
環
境
の
醸
成
を
合
わ
せ
て
図
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
実
質
的
域
外
適
用
等
の
関
連
か
ら
も
法
制

度
の
内
容
の
十
分
な
事
前
開
示
と
議
論
を
尽
く
し
、
各
国
独
自
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
等
も
尊
重
し
つ
つ
、
米
国
内
外
に
お
い
て
法
導
入
・



一
四

適
用
と
金
融
機
関
側
の
影
響
を
逐
一
、
実
証
分
析
や
経
済
状
況
等
も
踏
ま
え
て
、
十
分
な
開
示
と
着
実
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
よ
り
導
入
を

進
め
、
ソ
フ
ト
ロ
ー
と
の
ミ
ッ
ク
ス
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
実
効
性
を
持
っ
た
あ
り
得
べ
き
法
規
範
形
成
に
向
け
た
観
点
か
ら
求
め
ら
れ

て
い
こ
う
。

第
五
に
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
と
経
営
判
断
原
則
な
ら
び
に
取
締
役
の
責
任
が
検
討
さ
れ
る
。
シ
ス
テ
ミ
ッ
ッ
ク
・
リ
ス
ク
と
受
託

者
責
任
、
信
認
義
務
違
反
な
ど
が
議
論
さ
れ
る
。
戦
略
的
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
で
あ
る
Ｅ
Ｒ
Ｍ
構
築
な
ど
、
シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク
を
内
包

す
る
金
融
機
関
の
取
締
役
責
任
の
高
度
化
が
求
め
ら
れ
る
一
方
、
肝
心
の
企
業
統
治
に
関
す
る
根
本
の
議
論
が
後
退
し
て
い
る
と
の
指
摘

も
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
一
種
の
ジ
レ
ン
マ
で
あ
ろ
う
。

第
六
に
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
と
新
た
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
と
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
な
ら
び
に
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
と
銀
行
持

株
会
社
の
経
営
な
ど
が
検
討
さ
れ
る
。
リ
ス
ク
委
員
会
お
よ
び
Ｅ
Ｒ
Ｍ
な
ら
び
に
チ
ー
フ
・
リ
ス
ク
・
オ
フ
ィ
サ
ー
（
Ｃ
Ｒ
Ｏ
）
導
入
の

実
際
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
と
銀
行
取
締
役
の
融
資
責
任
な
ど
を
採
り
上
げ
る
。
金
融
危
機
後
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
に
つ
い
て
、
ゴ
ー

ル
ド
マ
ン
サ
ッ
ク
ス
の
実
践
事
例
を
み
て
み
た
い
。
ま
た
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
よ
り
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
バ
ン
ク
後
退
、
銀
行
持
株
会
社

化
の
傾
向
が
生
じ
、
業
務
の
多
様
化
が
縮
小
す
る
こ
と
、
経
営
判
断
に
お
け
る
シ
テ
ィ
基
準
な
ど
を
踏
ま
え
て
考
察
し
た
い
。
変
動
幅
の

大
き
い
金
融
市
場
に
お
い
て
、
平
時
の
経
営
判
断
原
則
の
適
用
に
批
判
的
な
見
解
も
出
さ
れ
る
。
米
国
に
お
け
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
停

滞
な
ら
び
に
不
透
明
さ
と
今
後
の
展
開
に
つ
い
て
も
俯
瞰
し
た
い
。

（
2
） 

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
Ｍ
＆
Ａ
、
国
際
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
な
ど
、
い
ず
れ
も
域
外
適
用
の
問
題
に
連
関
す
る
。
長
年
、
政
府
系
金

融
機
関
の
融
資
・
審
査
、
格
付
機
関
業
務
等
に
携
わ
っ
た
観
点
か
ら
、
金
融
機
関
経
営
を
含
め
、
我
が
国
法
実
務
に
関
す
る
多
面
的
か
つ
総
合
的
な



米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
を
中
心
と
す
る
国
際
金
融
法
制
の
展
開
と
影
響
に
関
わ
る
考
察
（
藤
川
）

一
五

検
討
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
拙
稿
「
国
際
取
引
に
お
け
る
域
外
適
用
ル
ー
ル
統
一
化
な
ら
び
に
秩
序
形
成
に
向
け
て
」
日
本
法
学
第
七
九
巻　
第

一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）、「
域
外
適
用
と
銀
証
分
離
の
交
錯
│
グ
ロ
ー
バ
ル
金
融
法
制
の
新
潮
流
│
」
政
経
研
究
『
奥
村
大
作
教
授
古
希
記
念
』

第
四
九
巻　
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）、「
銀
行
取
締
役
の
追
加
融
資
責
任
に
関
す
る
考
察
│
東
和
銀
行
損
害
賠
償
請
求
等
訴
訟
事
件
と
関
連
事

案
の
検
討
な
ら
び
に
米
国
の
比
較
法
的
研
究
を
通
じ
て
│
」
法
学
紀
要
第
五
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）。「
米
国
金
融
規
制
改
革
法
な
ど
国
際
金
融

法
制
に
お
け
る
新
た
な
リ
ス
ク
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
│
規
制
強
化
と
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
な
ら
び
に
忠
実
義
務
な
ど
を
通
じ
た
株
主
間
差
別
化
に
向
け
て

│
」
政
経
研
究
『
高
木
勝
一
教
授
古
希
記
念
』
第
四
九
巻　
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）、「
米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
銀
行
持
株
会

社
な
ら
び
に
Ｍ
＆
Ａ
取
引
規
制
等
に
か
か
る
考
察
」
日
本
法
学
第
七
八
巻　
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）。「
金
融
危
機
後
の
国
際
金
融
法
制
の
展

望
と
新
た
な
統
合
的
リ
ス
ク
管
理
な
ら
び
に
ガ
バ
ナ
ン
ス
体
制
構
築
に
向
け
て
」
奥
島
孝
康
先
生
古
希
記
念
論
文
集
第
一
巻
《
下
篇
》『
現
代
企
業

法
学
の
理
論
と
動
態
』
成
文
堂
（
二
〇
一
一
年
一
〇
月
）。

第
二
章　

米
国
金
融
改
革
法
を
中
心
と
す
る
国
際
金
融
法
制
の
展
開
と
日
本
へ
の
影
響
│
法
と
実
務
の
接
点
│

一
．
問
題
意
識

日
本
私
法
学
会
全
国
大
会
（
二
〇
一
三
年
一
〇
月
一
二
日
）
に
お
い
て
は
「
域
外
適
用
と
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
実
際
│
海
外
汚
職
行

為
防
止
法
と
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
抵
触
局
面
に
お
け
る
実
務
対
応
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
方
向
性
│
」
を
副
題
と
し
て
掲
げ
、
研
究
報
告

を
行
っ
て
い
る
。

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
が
我
が
国
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
、
主
要
な
論
点
を
①
同
法
に
内
在
す
る
ジ
レ
ン
マ
・
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
、
②

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
関
連
の
強
化
規
定
、
③
域
外
適
用
の
三
つ
に
絞
り
、
検
討
す
る
。
そ
の
上
で
、
こ
れ
ら
が
交
錯
し
、
先
鋭

化
し
た
企
業
実
務
の
喫
緊
の
課
題
と
し
て
、
海
外
汚
職
行
為
防
止
法
と
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
ジ
レ
ン
マ
に
関
わ
る
域
外
適
用
と
リ
ス



一
六

ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
実
際
に
つ
い
て
、
比
較
法
、
国
際
会
社
法
等
の
観
点
も
交
え
て
検
討
し
、
日
本
私
法
学
会
の
研
究
報
告
に
お
い
て
は

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ら
び
に
Ｅ
Ｒ
Ｍ
の
具
体
的
な
構
築
例
も
示
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
．
意
図
さ
れ
な
い
潜
在
的
な
帰
結
、
規
制
強
化
の
ジ
レ
ン
マ
な
ら
び
に
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

二
〇
一
〇
年
七
月
二
一
日
署
名
、
成
立
し
た
米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
（D

odd-F
rank W

all S
treet R

eform
 and C

onsum
er 

P
rotection A

ct

）
に
関
し
て
は
域
外
適
用
（extraterritorial application

）
と
一
律
規
制
・
外
国
銀
行
の
扱
い
が
大
き
な
焦
点
と
な
っ
て

い
る
。
米
国
に
お
け
る
包
括
的
な
金
融
制
度
改
革
を
目
的
と
す
る
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
主
旨
と
し
て
は
、
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
・
リ
ス

ク
・
レ
ギ
ュ
レ
ー
タ
ー
設
置
、T

oo B
ig T
o F
ail

問
題
の
対
応
、
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
市
場
改
革
、
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
規
制
導
入
、
銀

行
・
保
険
規
制
シ
ス
テ
ム
改
善
、
格
付
機
関
規
制
強
化
、
証
券
化
市
場
規
制
導
入
、
役
員
報
酬
な
ど
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
改

善
、
消
費
者
保
護
、
投
資
家
保
護
強
化
等
の
多
く
の
課
題
に
対
処
せ
ん
と
す
る
。

特
に
、
銀
行
の
業
務
範
囲
を
制
限
し
、
大
規
模
金
融
会
社
の
規
模
を
抑
制
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
（V

olcker 

R
ule

）
で
は
、
銀
行
持
株
会
社
等
な
ら
び
に
合
併
・
統
合
等
の
禁
止
が
図
ら
れ
る
。
預
金
保
険
制
度
で
保
護
さ
れ
た
銀
行
が
高
リ
ス
ク
業

務
を
行
い
、T

oo big to fail

と
な
ら
な
い
よ
う
に
規
模
拡
大
を
制
限
す
る
。
銀
行
と
持
株
会
社
・
グ
ル
ー
プ
会
社
に
対
し
、
自
己
勘
定

ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
、
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
な
ら
び
に
Ｐ
Ｅ
フ
ァ
ン
ド
の
出
資
等
に
つ
き
、
リ
ス
ク
ヘ
ッ
ジ
目
的
、
顧
客
依
頼
取
引
等
の
例
外

は
あ
る
が
、
原
則
禁
止
す
る
。
大
規
模
合
併
の
禁
止
を
図
り
、
合
併
後
の
負
債
合
計
が
金
融
機
関
全
体
の
負
債
合
計
の
一
〇
％
を
超
え
る

場
合
と
定
め
て
い
る
。

適
用
除
外
、
域
外
適
用
な
ら
び
に
そ
の
影
響
に
関
し
て
、
米
国
外
活
動
に
関
す
る
重
要
な
例
外
と
し
て
、「
米
国
国
外
の
み
」
行
為
の

適
用
除
外
要
件
が
厳
格
で
あ
る
こ
と
、
許
容
活
動
の
追
加
的
制
限
（
連
邦
準
備
法
第
二
三
Ａ
・
二
三
Ｂ
条
拡
大
適
用
）
な
ど
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。



米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
を
中
心
と
す
る
国
際
金
融
法
制
の
展
開
と
影
響
に
関
わ
る
考
察
（
藤
川
）

一
七

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
と
Ｍ
＆
Ａ
規
制
を
み
て
も
、
十
分
な
資
本
化
・
管
理
要
件
改
正
、
集
中
制
限
（concentration lim

its

）、
シ
ス

テ
ミ
ッ
ク
・
リ
ス
ク
・
フ
ァ
ク
タ
ー
、
ノ
ン
バ
ン
ク
の
合
併
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
、
資
本
制
約
が
定
め
ら
れ
る
一
方
、
基
本
に
戻
る
禁
止
令
、

T
oo sm

all to succeed

、
経
済
状
態
（E

conom
ic C
onditions

）
な
ど
の
面
で
Ｍ
＆
Ａ
の
促
進
と
な
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
現
出
も
指
摘
さ

れ
る
。

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
位
置
付
け
と
し
て
は
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
等
パ
ン
ド
ワ
ゴ
ン
（
便
乗
政
策
）
条
項
の
多
さ
、
未
達
事
項
な
ら
び
に

意
図
せ
ざ
る
内
容
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
筆
者
が
行
っ
た
シ
テ
ィ
グ
ル
ー
プ
に
対
す
る
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
①
規
制
強
化
の
ジ
レ
ン

マ
、
②
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
、
③
法
文
の
書
き
方
が
絞
ら
れ
て
お
ら
ず
、
他
業
界
、
一
般
事
業
法
人
へ
も
影
響
す
る
こ
と
、
④
規
制
強
化
・
緩

和
の
交
錯
時
期
で
あ
る
こ
と
、
⑤
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
予
算
・
人
員
削
減
な
ど
規
制
当
局
側
の
事
情
に
よ
る
実
現
延
期
、
⑥
新
た
な
ホ
ッ
ト
・
イ
ッ

シ
ュ
ー
出
現
、
⑦
金
融
緩
和
と
リ
ス
ク
テ
イ
ク
の
増
大
、
新
興
国
の
ア
セ
ッ
ト
バ
ブ
ル
化
、
⑧
各
国
の
規
制
強
化
の
反
発
等
が
指
摘
さ
れ

た
。三

．
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
法
な
ら
び
に
実
務
・
金
融
機
関
経
営
に
与
え
る
影
響

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
法
な
ら
び
に
実
務
・
金
融
機
関
経
営
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
、
同
法
の
評
価
で
は
、
米
国
金
融
シ
ス
テ
ム

の
伝
統
的
分
権
尊
重
を
維
持
し
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
強
化
策
な
ど
基
本
的
に
米
国
上
場
外
国
企
業
に
は
直
接
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
、
イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
報
酬
枠
組
み
開
示
義
務
、
過
大
な
報
酬
等
提
供
禁
止
は
外
国
ベ
ー
ス
の
銀
行
持
株
会
社
を
含
む
預
金
金
融
機
関
持
株
会
社
に
適
用

さ
れ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
次
に
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
変
更
に
関
し
て
は
、
コ
ア
業
務
集
中
は
資
本
コ
ス
ト
増
加
に
繋
が
り
、
高
付
加

価
・
高
収
益
業
務
に
特
化
す
る
方
向
と
な
ろ
う
。
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
邦
銀
等
に
与
え
る
影
響
で
は
、
①
邦
銀
の
米
国
事
業
に
対
す
る

直
接
的
影
響
、
②
競
争
関
係
に
あ
る
世
界
の
金
融
機
関
の
影
響
、
③
日
本
法
に
組
み
入
れ
る
こ
と
を
決
定
し
た
場
合
の
潜
在
的
影
響
が
検



一
八

討
さ
れ
る
。
米
国
規
制
当
局
が
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
実
施
を
促
し
、
米
国
先
例
に
従
う
こ
と
を
主
張
す
る
な
ど
、
競
争
政
策
上
の
観
点

か
ら
米
国
金
融
機
関
の
国
際
競
争
力
低
下
の
影
響
を
減
少
さ
せ
ん
と
す
る
こ
と
、
バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ
改
定
プ
ロ
セ
ス
に
規
制
数
値
が
参
考
と
さ

れ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

四
．
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
関
連
規
制
の
強
化
と
ジ
レ
ン
マ

①
第
九
五
一
条
（
一
九
三
四
年
証
券
取
引
所
法
一
四
Ａ
条
改
正
）
は
、
株
主
に
役
員
報
酬
お
よ
び
敵
対
的
買
収
防
衛
策
の
役
員
退
職
金
に
関

す
る
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
パ
ラ
シ
ュ
ー
ト
に
つ
い
て
、
拘
束
力
の
な
い
決
議
を
行
う
権
利
と
し
て
、
定
期
的
な
株
主
の
セ
イ
オ
ン
ペ
イ
（S

ay 

on P
ay

）
の
投
票
権
を
賦
与
し
て
い
る
。
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
委
任
状
勧
誘
規
則
に
よ
り
株
主
総
会
等
の
委
任
状
等
に
は
、
少
な
く
と
も
三
年
ご
と

に
開
示
が
義
務
付
け
ら
れ
る
役
員
報
酬
の
承
認
の
た
め
に
株
主
に
よ
る
決
議
、
お
よ
び
少
な
く
と
も
六
年
ご
と
に
前
記
決
議
の
頻
度
を
定

め
る
株
主
に
よ
る
決
議
が
含
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
②
第
九
五
二
条
等
は
、
報
酬
委
員
会
の
完
全
独
立
、
委
員
会
の
特
定
・
指
定
さ

れ
た
監
督
責
任
の
賦
与
を
規
定
す
る
。
独
立
性
基
準
と
独
立
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
お
よ
び
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
た
め
の
要
求
項
目
な
ど
強
化
を

要
求
し
て
い
る
。
③
第
九
五
三
条
で
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
企
業
に
役
員
報
酬
に
関
し
て
追
加
の
情
報
公
開
を
提
供
す
る
こ
と
を
規
定
す
る
。
④

第
九
五
四
条
は
、
役
員
報
酬
に
関
し
て
サ
ー
ベ
ン
ス
・
オ
ク
ス
レ
ー
法
（
Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
）
の
規
則
を
拡
大
す
る
。
⑤
第
九
七
一
条
は
、

Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
プ
ロ
ク
シ
・
ア
ク
セ
ス
（proxy access

）
ル
ー
ル
採
用
の
認
可
権
限
を
賦
与
す
る
。
株
主
が
自
ら
の
候
補
者
の
取
締
役
指
名
に

総
会
招
集
通
知
の
使
用
を
許
さ
れ
る
ル
ー
ル
を
広
め
る
権
限
を
規
定
す
る
。
⑥
第
九
七
二
条
は
、
同
一
人
の
Ｃ
Ｅ
Ｏ
と
取
締
役
会
長
の
併

有
、
理
由
に
つ
い
て
の
公
表
を
求
め
る
。
⑦
第
九
二
二
条
で
は
、
公
益
通
報
保
護
が
規
定
さ
れ
る
。

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
と
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
設
定
の
方
針
・
手
続
に
関
し
て
、
銀
行
事
業
体
が
ボ
ル
カ
ー･

ル
ー
ル
活

動
を
行
う
場
合
、
設
定
、
追
加
・
予
防
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
規
定
さ
れ
る
。



米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
を
中
心
と
す
る
国
際
金
融
法
制
の
展
開
と
影
響
に
関
わ
る
考
察
（
藤
川
）

一
九

米
国
企
業
改
革
法
（
Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
）
と
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
規
制
強
化
の
関
連
で
は
、
二
〇
〇
二
年
Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
は
三
委
員
会
の
う
ち
、

監
査
委
員
会
の
機
能
強
化
、
事
後
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
さ
れ
る
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
実
効
性
を
高
め
、
米
上
場
企
業
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ

バ
ナ
ン
ス
を
強
化
す
る
が
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
は
報
酬
委
員
会
の
機
能
強
化
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
に
よ
る
高
額
報
酬
目
当
て
の
経
営
を
未
然
に

防
止
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
質
を
高
め
る
。
ま
た
、
公
開
会
社
の
内
部
統
制
報
告
に
関
す
る
監
査
証
明
義
務
の
適
用
除
外

（
Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
緩
和
）
が
図
ら
れ
る
一
方
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
第
九
五
四
条
と
Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
第
三
〇
四
条
の
比
較
（
報
酬
ク
ロ
ー
バ
ッ
ク
と
海

外
発
行
体
の
影
響
）
に
お
い
て
は
、
第
三
〇
四
条
要
件
に
比
し
厳
格
と
な
り
、
機
関
投
資
家
な
ど
株
主
圧
力
対
応
下
規
程
が
整
備
さ
れ
て

い
る
（
Ｆ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
ガ
イ
ド
）。
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
報
酬
規
制
と
我
が
国
法
制
を
み
る
と
、
株
主
総
会
権
限
を
定
め
る
会
社
法

相
当
の
法
律
は
米
国
は
州
法
管
轄
、
一
九
三
四
年
証
券
取
引
所
法
は
連
邦
法
、
金
融
商
品
取
引
法
に
相
当
す
る
市
場
法
の
存
在
な
ど
、
会

社
法
制
の
関
係
で
制
度
設
計
の
相
違
が
指
摘
さ
れ
る
。
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
と
新
た
な
リ
ス
ク
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
体
制
の
構
築
と
し
て
、

統
合
的
リ
ス
ク
管
理
（
Ｅ
Ｒ
Ｍ
）
に
向
け
、
取
締
役
会
の
リ
ス
ク
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
リ
ス
ク
委
員
会
・
Ｃ
Ｒ
Ｏ
な
ど
の
規
定
を
置
き
、
ガ
バ

ナ
ン
ス
強
化
を
図
る
が
、
他
方
で
、
米
国
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
不
透
明
さ
、
経
営
判
断
原
則
と
裁
判
所
の
謙
抑
性
が
指
摘
が
さ
れ
、
新
た

な
ジ
レ
ン
マ
と
な
っ
て
い
る
。

五
．
域
外
適
用
の
考
察

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
域
外
適
用
と
一
律
規
制
に
関
し
て
、
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
米
銀
は
自
己
勘
定
取
引
の

場
所
に
関
わ
ら
ず
適
用
さ
れ
る
。
非
米
銀
は
米
国
内
、
あ
る
い
は
米
国
外
取
引
の
米
国
居
住
者
を
相
手
と
す
る
取
引
に
は
適
用
が
さ
れ
る
。

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
、
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
規
定
の
域
外
適
用
と
差
別
的
跛
行
性
に
関
し
て
、
第
一
に
、
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
で
は
、「
米
国

国
外
の
み
」
行
為
の
適
用
除
外
要
件
が
厳
格
で
あ
る
。
第
二
に
、
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
規
定
の
域
外
適
用
に
つ
い
て
、
非
証
券
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ



二
〇

（sw
aps

）
関
連
規
定
は
原
則
と
し
て
米
国
国
外
の
活
動
に
は
適
用
さ
れ
な
い
が
、
米
国
通
商
に
お
け
る
活
動
に
直
接
的
か
つ
重
要
な
関
連

を
有
し
、
も
し
く
は
当
該
活
動
に
直
接
的
か
つ
重
要
な
効
果
（eff ect

）
を
有
す
る
場
合
な
ど
（
七
二
二
条
⒟
）、
例
外
が
あ
る
（
修
正
効
果

主
義
）。
第
三
に
、
ス
ワ
ッ
プ
・
プ
ッ
シ
ュ
ア
ウ
ト
条
項
の
影
響
が
あ
り
、
第
七
一
六
条
に
お
い
て
銀
行
が
連
邦
支
援
（federal 

assistance

）
を
受
け
る
場
合
、
ス
ワ
ッ
プ
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
分
離
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
邦
銀
ま
た
は
外
国
銀
行
米
国
支
店
が
例
外
措

置
を
利
用
で
き
る
か
不
明
と
な
る
。
第
四
に
、
不
利
益
な
影
響
と
し
て
、
外
国
銀
行
お
よ
び
ノ
ン
バ
ン
ク
と
内
国
民
待
遇
原
則
が
あ
る
。

域
外
適
用
に
対
す
る
修
正
要
求
な
ど
が
、
我
が
国
当
局
、
全
銀
協
、
学
界
な
ど
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
所
以
で
あ
る
。

域
外
適
用
統
一
化
に
関
し
て
、
独
占
禁
止
法
と
米
国
証
券
取
引
所
法
の
域
外
適
用
関
連
の
蓄
積
が
検
討
さ
れ
る
。
属
地
主
義
の
拡
張
、

主
観
的
属
地
主
義
（
行
為
理
論
）
お
よ
び
客
観
的
属
地
主
義
（
効
果
理
論
）、
域
外
適
用
の
拡
張
に
対
す
る
国
家
主
権
に
関
す
る
国
際
法
三

原
則
の
制
限
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
①
管
轄
権
対
象
と
管
轄
権
渕
源
の
間
に
実
質
的
か
つ
真
正
の
結
合
の
あ
る
こ
と
、
②
他
国
の
国
内
管

轄
権
に
属
す
る
事
項
に
干
渉
し
な
い
こ
と
、
③
適
合
性
、
相
互
性
お
よ
び
比
例
性
の
原
則
に
従
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
、
独
禁
法

の
効
果
主
義
と
証
券
法
領
域
の
効
果
理
論
（
客
観
的
属
地
主
義
）
の
ズ
レ
の
問
題
も
、
今
後
の
検
討
課
題
と
な
ろ
う
。

域
外
適
用
に
お
け
る
証
券
取
引
法
と
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
交
錯
に
つ
い
て
は
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
九
二
九
Ｐ
条
⒝
⑵
B
に
よ

るM
orrison

判
決
修
正
と
私
人
間
訴
訟
の
検
討
が
さ
れ
て
お
り
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
お
よ
び
司
法
省
（D

epartm
ent of Justice

）
の
行
為
に
関
す
る

限
り
で
行
為
・
効
果
基
準
を
採
用
し
、M

orrison

判
決
の
内
容
は
実
質
的
に
一
部
修
正
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
（
3
）

。
米
国
金
融
改
革
法
の
域

外
適
用
に
つ
い
て
は
、
主
観
的
属
地
主
義
と
客
観
的
属
地
主
義
を
組
み
合
わ
せ
たB

ersch

判
決
（
一
九
七
五
年
）
の
考
え
方
が
参
考
さ
れ
、

在
外
米
国
人
の
と
き
は
予
備
行
為
以
上
、
在
外
外
国
人
の
と
き
は
損
害
の
直
接
原
因
と
な
る
行
為
が
必
要
と
さ
れ
る
が
、
管
轄
権
対
象
の

関
係
で
必
要
な
行
為
の
種
類
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。



米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
を
中
心
と
す
る
国
際
金
融
法
制
の
展
開
と
影
響
に
関
わ
る
考
察
（
藤
川
）

二
一

国
際
不
正
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
域
外
適
用
に
関
し
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
内
部
統
制
の
整
備
が
急
務
と
な
る
。

英
国
賄
賂
防
止
法
（
Ｕ
Ｋ
Ｂ
Ａ
）
と
米
国
海
外
汚
職
行
為
防
止
法
（
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
）
の
域
外
適
用
に
つ
い
て
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
は
刑
事
法
的
色
彩
が

強
く
、
主
観
的
属
地
主
義
の
要
因
が
強
ま
り
、
反
面
で
市
場
の
利
害
要
因
は
薄
ま
ろ
う
。
マ
ネ
ー
・
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
で
は
刑
法
的
色
彩
が

強
ま
り
、
全
世
界
統
一
的
な
規
範
形
成
も
必
要
と
な
る
。
域
外
適
用
の
ル
ー
ル
統
一
化
と
秩
序
形
成
に
お
い
て
は
、
恣
意
性
と
予
測
可
能

性
等
の
点
で
、
独
禁
法
制
と
の
整
合
性
な
ら
び
に
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
考
察
、
国
際
的
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
と
国
際
礼
譲
の
導
入
が
検
討
さ

れ
よ
う
。

六 

．
域
外
適
用
と
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
実
際
│
海
外
汚
職
行
為
防
止
法
と
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
抵
触
局
面
に
お
け
る
実
務
対

応
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
方
向
性
│

1
．
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
九
二
二
条
と
米
国
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
域
外
適
用
と
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
こ
う
し
た
基
本
的
な
検
討
を
踏
ま
え
て
、
三
つ
の
論
点
が
重
な
る
論
点
と
し
て
、
域
外
適
用
と
リ
ス

ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
実
際
を
採
り
上
げ
、
考
察
す
る
。

リ
ー
マ
ン
金
融
危
機
で
、
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
の
高
リ
ス
ク
債
務
担
保
証
券
（
Ｃ
Ｄ
Ｏ
）
の
組
成
・
販
売
な
ど
、
金
融
機
関
取
締
役
の
経
営

判
断
を
図
る
基
準
と
し
て
、
注
意
義
務
・
誠
実
義
務
違
反
に
お
い
て
甘
いC

itigroup

事
件
の
規
準
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
法
令
遵
守

（
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
）
が
ク
リ
ア
ー
さ
れ
た
上
で
の
経
営
陣
の
裁
量
と
し
て
責
任
を
問
わ
な
い
平
時
の
事
後
的
な
経
営
判
断
原
則

（
Ｂ
Ｊ
Ｒ
）
の
適
用
に
対
し
て
は
経
営
者
天
国
と
批
判
が
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
克
服
が
課
題
と
な
る
。
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ

共
に
域
外
適
用
が
問
題
と
な
り
、
実
務
・
経
営
的
な
影
響
を
通
じ
、
金
融
の
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
な
特
性
上
、
我
が
国
の
法
実
務
に
も
直
接
・

間
接
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
。
内
部
統
制
・
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は
、
危
機
の
事
前
防
止
か
ら
当
然
に
整
備
さ
れ
る
が
、
加
え



二
二

て
、
域
外
適
用
に
対
す
る
法
制
度
上
の
防
波
堤
の
必
要
性
が
背
景
に
あ
る
。

2
．
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
九
二
二
条
と
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
ジ
レ
ン
マ
・
相
克

問
題
意
識
の
発
端
（
ジ
レ
ン
マ
の
懸
念
）
に
つ
い
て
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
九
二
二
条
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
対
す
る
証
券
法
違
反
の
報
告
に

関
し
て
高
額
報
奨
金
と
内
部
通
報
者
保
護
を
強
化
、
内
部
告
発
を
奨
励
す
る
が
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
執
行
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
報
告

さ
れ
て
い
る
（
米
国
証
券
取
引
委
員
会
倫
理
リ
ソ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
（
二
〇
一
〇
年
一
二
月
）、
不
正
行
為
の
内
部
通
報
に
関
す
る
討
論
会
（
二
〇
一
〇
年

一
二
月
）。
近
年
、
数
百
万
ド
ル
に
及
ぶ
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
上
の
和
解
が
多
数
み
ら
れ
、
内
部
告
発
者
条
項
に
よ
り
、
さ
ら
に
多
く
の
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ

に
関
す
る
調
査
、
執
行
措
置
が
行
わ
れ
る
可
能
性
が
出
て
く
る
。
従
業
員
が
社
内
報
告
や
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
体
制
を
回
避
し
、
直
接
政

府
に
社
外
通
報
を
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
企
業
の
内
部
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
体
制
が
弱
体
化
す
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。
即
ち
、
九
二
二

条
は
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
あ
る
い
は
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
機
能
を
弱
体
化
さ
せ
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
面
に
お
け
る
ド
ッ

ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
新
た
な
ジ
レ
ン
マ
・
相
克
の
顕
現
と
も
い
え
よ
う
。

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
機
能
の
十
全
を
図
る
た
め
、
内
部
告
発
条
項
と
の
機
能
調
整
が
必
要
と
な
り
、R

ed F
lag

の
活
用
が
想
定
さ
れ

る
。C

itigroup

判
決
で
は
、
従
業
員
のR

ed F
lag

（
内
部
告
発
・
危
険
な
徴
候
）
に
耳
を
傾
け
な
か
っ
た
経
営
陣
の
注
意
義
務
違
反
が
問

わ
れ
た
が
、R

ed F
lag

が
裁
判
規
範
と
し
て
確
立
し
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
を
採
り
入
れ
た
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム

に
お
い
て
自
主
的
リ
ス
ク
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
機
能
を
果
た
し
う
る
こ
と
に
な
る
。

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
九
二
二
条
の
公
益
通
報
保
護
（
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
に
お
け
る
通
報
者
保
護
拡
大
）
に
つ
い
て
は
、
米
国
一
九
八
八

年
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
お
よ
び
証
券
詐
欺
執
行
法
に
よ
り
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
報
奨
金
支
払
い
を
規
定
し
、
Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
に
よ
り
上
場
企
業
に
お
け

る
通
報
者
保
護
が
図
ら
れ
、
金
融
危
機
を
受
け
保
護
を
証
券
法
違
反
に
拡
大
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
第
九
二
二
条
に
お
い
て
、
自
社
の
証



米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
を
中
心
と
す
る
国
際
金
融
法
制
の
展
開
と
影
響
に
関
わ
る
考
察
（
藤
川
）

二
三

券
法
違
反
に
関
す
る
独
自
に
知
り
得
た
情
報
を
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
任
意
で
通
報
し
、
一
〇
〇
万
ド
ル
以
上
の
民
事
制
裁
金
賦
課
に
至
っ
た
場
合
、

Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
通
報
者
に
民
事
制
裁
金
の
一
〇
│
三
〇
％
を
報
奨
金
と
し
て
支
払
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
る
。
企
業
側
が
公
益
通
報
者
に
対
し
て

告
発
を
理
由
と
す
る
不
利
益
を
与
え
る
こ
と
を
禁
止
さ
れ
る
（
Ｓ
Ｅ
Ｃ
二
〇
一
一
年
一
一
月
規
則
案
）。
利
害
調
整
と
し
て
、
公
益
通
報
者
が

自
社
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
部
門
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
な
い
が
し
ろ
に
し
な
い
た
め
の
措
置
も
規
定
さ
れ
、
自
社
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
部
門

へ
の
通
報
後
、
九
〇
日
以
内
に
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
通
報
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
遡
及
的
に
当
初
の
日
に
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
通
報
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
、
最

初
の
告
発
者
の
利
益
を
保
護
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
目
的
達
成
の
疑
問
も
出
さ
れ
、
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
弱
体
化
の
懸
念
が
残
る
。

費
用
負
担
増
加
で
消
費
者
・
投
資
家
保
護
に
支
障
が
生
じ
、
透
明
性
確
保
に
も
問
題
が
出
さ
れ
る
。
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
費
用
対
効
果
の
分
析
が
恣

意
的
と
す
る
プ
ロ
ク
シ
・
ア
ク
セ
ス
に
関
し
た
訴
訟
提
起
が
さ
れ
、
連
邦
控
訴
裁
判
所
か
ら
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
ル
ー
ル
作
り
の
不
備
も
指
摘
さ
れ

て
い
る
。

3
．
米
国
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
・
英
国
贈
収
賄
禁
止
法
の
域
外
適
用
の
実
例
│
競
争
政
策
上
の
対
応
│

米
国
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
に
お
け
る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
、
企
業
は
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
会
計
記
録
・
内
部
統
制
条
項
を
遵
守

し
、
社
内
の
内
部
告
発
者
方
針
を
見
直
し
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
問
題
に
積
極
的
に
対
応
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
企
業
側
の
リ

ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
内
部
統
制
の
整
備
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
内
蔵
化
が
求
め
ら
れ
る
が
、
九
二
二
条
は
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
が
求
め
る
コ
ン
プ
ラ
イ

ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
機
能
を
弱
体
化
さ
せ
か
ね
な
い
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
（
4
）

。

英
国
贈
収
賄
禁
止
法
（U

K
 B
ribary A

ct 2010

）
の
域
外
適
用
と
内
部
統
制
に
つ
い
て
、
不
祥
事
防
止
の
た
め
の
内
部
統
制
を
構
築
し

な
か
っ
た
こ
と
が
罪
に
問
わ
れ
る
（
第
七
条
）。
ガ
イ
ダ
ン
ス
で
は
域
外
適
用
を
記
載
し
て
お
り
、
英
国
裁
判
所
は
英
国
国
民
か
居
住
者
か
、

犯
罪
場
所
に
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
管
轄
を
有
し
、
外
国
企
業
に
よ
る
英
国
以
外
の
行
為
も
適
用
対
象
と
な
る
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
に
比
し
適
用
範



二
四

囲
が
広
い
こ
と
が
留
意
さ
れ
て
お
り
、
民
間
人
へ
の
商
業
賄
賂
も
禁
止
（
第
一
条
）、
目
的
が
幅
広
い
こ
と
、
営
業
活
動
に
関
す
る
抗
弁

（A
ffi  rm
ative defense

）
が
な
い
こ
と
、
業
務
円
滑
化
の
支
払
（facilitation paym
ent

）
の
例
外
が
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

外
国
企
業
お
よ
び
従
業
員
が
関
与
し
た
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
事
案
の
増
加
が
み
ら
れ
、
①
証
券
発
行
者
に
対
す
る
管
轄
、
②
米
国
領
土
内
で
行
わ

れ
た
行
為
に
基
づ
く
管
轄
に
分
か
れ
る
が
、
後
者
で
は
、
⒜
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
政
府
高
官
の
贈
賄
事
件
が
あ
る
（
二
〇
一
一
年
日
揮
）。
適
用

対
象
の
主
体
に
は
非
該
当
で
あ
る
が
、
共
謀
罪
、
な
ら
び
に
Ｎ
Ｙ
コ
レ
ス
ポ
ン
デ
ン
ト
銀
行
経
由
の
送
金
に
つ
い
て
の
幇
助
・
教
唆
罪
と

し
て
摘
発
し
て
い
る
。
⒝
同
事
件
の
仲
介
と
し
て
代
理
人
（
丸
紅
）
も
摘
発
を
受
け
、
や
は
り
共
謀
罪
を
問
わ
れ
た
。
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム

の
銀
行
経
由
の
送
金
で
あ
っ
た
が
、
米
国
企
業
と
の
共
謀
が
あ
る
た
め
、
や
は
り
幇
助
・
教
唆
罪
を
問
わ
れ
た
。
発
行
者
以
外
の
人
ま
た

は
国
内
企
業
等
に
関
す
る
条
項
に
直
接
違
反
し
た
罪
で
起
訴
す
る
余
地
も
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
⒞
現
地
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
を
経
由
し

た
現
地
政
府
高
官
へ
の
贈
賄
事
件
（
ブ
リ
ヂ
ス
ト
ン
）
で
は
、
邦
人
初
の
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
違
反
の
刑
事
責
任
が
問
わ
れ
た
国
際
カ
ル
テ
ル
疑
惑

事
案
で
あ
る
（
マ
リ
ン
ホ
ー
ス
事
件
（
5
）

）。
日
本
企
業
お
よ
び
米
国
子
会
社
が
中
南
米
の
国
有
石
油
企
業
職
員
に
対
す
る
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
違
反
の
共

謀
罪
を
問
わ
れ
、
日
本
国
民
、
居
住
・
勤
務
の
被
告
は
米
国
内
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
出
席
直
後
、
米
国
で
逮
捕
さ
れ
、
二
年
間
拘
禁
刑
、
八
万

ド
ル
罰
金
の
実
刑
を
受
け
て
い
る
。
二
〇
一
一
年
九
月
二
八
〇
〇
万
ド
ル
で
和
解
し
た
が
、
賄
賂
供
与
手
続
を
実
際
に
進
め
た
の
は
米
国

子
会
社
で
あ
り
、
海
外
部
部
長
は
賄
賂
供
与
の
交
渉
、
承
認
を
行
っ
た
と
し
て
共
謀
罪
に
問
わ
れ
て
い
る
。

4
．
経
営
判
断
原
則
に
お
け
るR

ed Flag

対
処
義
務

経
営
判
断
基
準
の
強
化
と
し
て
、
危
機
前
に
現
れ
たR

ed F
lag

は
指
針
と
し
て
経
営
陣
は
認
識
す
べ
き
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
隠
蔽
し

て
は
な
ら
な
い
こ
と
の
責
任
がC

itigroup

判
決
（F

ebruary 24, 2009

）
で
争
わ
れ
た
。
Ａ
Ｒ
Ｍ
委
員
会
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
い
た
こ
と

か
ら
、
経
営
陣
は
責
任
追
及
を
免
れ
て
い
る
。
具
体
的
なF

lag

と
し
て
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
タ
イ
ム
ス
の
米
国
住
宅
市
場
の
バ
ブ
ル
の



米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
を
中
心
と
す
る
国
際
金
融
法
制
の
展
開
と
影
響
に
関
わ
る
考
察
（
藤
川
）

二
五

終
焉
の
記
載
（M

ay 27, 2005

）、
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
業
界
有
力
企
業
倒
産
に
つ
い
て
のB

loom
berg

の
コ
メ
ン
ト
（F

ebruary 12, 

2007
）、S

tandard &
 P
oor`s

とM
oody`s

の
格
付
け
低
下
（July 10, 2007

）
な
ど
で
あ
る
（
6
）

。

B
ear S

tearns

判
決
（N

.Y
. D
ecem

ber 23, 2009 （7
）

）
で
は
、
原
告
はB
ear S

tearns

の
株
主
でJP

 M
organt

と
の
合
併
に
よ
り
受
け

た
損
失
を
取
締
役
の
信
認
義
務
違
反
と
し
て
損
害
賠
償
を
求
め
、
合
併
に
お
け
る
不
法
行
為
を
主
張
し
た
。
被
告
行
為
は
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州

の
従
来
の
判
例
に
則
る
と
経
営
判
断
の
射
程
内
で
あ
り
、
信
認
義
務
違
反
に
な
ら
ず
原
告
は
敗
訴
し
て
い
る
。
原
告
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州

法
に
則
る
と
違
反
で
あ
る
と
し
、
過
去
の
勝
訴
判
例
（In re C

ablevision S
ys. C

orp. S
｀holders L

itig., 2008

）
の
法
的
類
似
性
を
主
張
し

た
が
、
裁
判
所
は
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
法
を
適
用
し
、
経
営
判
断
原
則
適
用
に
よ
り
原
告
は
敗
訴
し
た
。
州
際
の
域
外
適
用
の
関
連
事
例
と
い

え
よ
う
。

続
い
て
、D

ow
 C
hem
ical

判
決
（D
ecem

ber 31, 2009 （8
）

）
で
は
、R

ohm
 &
 H
aas C

om
pany

と
取
引
が
も
つ
れ
、
損
害
回
復
を
求
め

た
株
主
代
表
訴
訟
で
あ
る
が
、
原
告
は
被
告
の
信
認
義
務
（their fi duciary duties

）
違
反
を
主
張
し
た
。
合
弁
会
社
に
関
し
、
ク
ウ
ェ
ー

ト
政
府
の
間
で
賄
賂
供
与
が
さ
れ
た
事
案
で
あ
る
が
、D

ow
 C
hem
ical

経
営
者
が
賄
賂
拡
張
を
図
っ
た
事
実
は
認
定
さ
れ
た
も
の
の
、

し
か
し
業
務
円
滑
化
の
た
め
の
常
識
的
支
払
（F

acilitaion P
aym
ents

）
と
し
て
賄
賂
原
因
をD

ow
 C
hem
ical

に
帰
す
る
は
合
理
的
と
は

い
え
な
い
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
域
外
適
用
と
の
交
錯
事
案
で
あ
ろ
う
。R

ed F
lag

の
内
容
は
抽
象
化
し
、
争
点
と
な
る
こ

と
を
裁
判
所
は
認
め
る
が
、
請
求
認
容
に
至
っ
て
い
な
い
。
事
前
予
防
機
能
と
し
て
のR

ed F
lag

の
精
緻
・
具
体
化
、
定
式
化
・
規
範

性
形
成
な
ど
が
課
題
と
な
る
。
事
後
的
な
経
営
判
断
原
則
適
用
に
よ
る
経
営
者
天
国
か
ら
、
事
前
予
防
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
整
備
が

課
題
と
な
る
。「
事
業
機
会
に
関
連
す
る
リ
ス
ク
」（
経
営
陣
の
戦
略
的
意
思
決
定
、
経
産
省
報
告
書
）
は
、
内
部
統
制
で
な
く
、
経
営
判
断
原

則
適
用
対
象
で
あ
り
、
他
方
、「
事
業
活
動
の
遂
行
に
関
連
す
る
リ
ス
ク
」
は
内
部
統
制
の
対
象
で
あ
る
。
プ
ロ
セ
ス
で
な
く
内
容
に
か



二
六

か
る
吟
味
の
規
準
が
適
用
さ
れ
る
部
分
で
あ
り
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
融
合
し
た
局
面
で
あ
ろ
う
。
会
社
法

の
要
求
と
実
務
で
展
開
し
た
内
部
統
制
の
整
合
性
・
射
程
範
囲
の
ズ
レ
と
し
て
、
指
摘
さ
れ
る
部
分
で
も
あ
る
。
受
託
者
責
任
の
中
で
、

注
意
義
務
で
な
く
、
厳
格
な
無
過
失
責
任
た
る
忠
実
義
務
の
部
分
と
し
て
扱
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
内
部
統
制
・
Ｅ
Ｒ
Ｍ
の
中
で
も
、

別
戦
略
を
採
る
選
択
肢
が
あ
っ
た
場
合
は
対
応
し
に
く
く
、
経
営
戦
略
の
マ
イ
ナ
ス
評
価
を
下
す
べ
き
消
極
的
妥
当
性
に
限
定
し
て
法
規

範
性
を
伴
っ
たR

ed F
lag

が
有
用
な
機
能
を
発
揮
す
る
。
戦
略
部
分
と
し
て
盲
点
と
さ
れ
る
平
時
の
経
営
判
断
原
則
適
用
に
お
け
る
帰

責
性
を
分
け
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
も
な
る
。
事
後
的
な
経
営
判
断
原
則
適
用
か
ら
、
事
前
予
防
的
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
し
て
、
金
融

危
機
再
発
防
止
を
図
る
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
主
旨
に
も
適
う
と
い
え
る
。
法
規
範
の
形
成
・
賦
与
が
課
題
と
な
る
。

か
か
る
内
部
告
発
・R

ed F
lag

規
準
を
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
内
蔵
し
、
内
部
告
発
者
に
対
し
て
、
直
接
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に

駆
け
込
む
前
に
自
社
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
部
門
に
事
前
報
告
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
企
業
の
実
際
と
し
て
は
、
内
部
告
発
す
べ
き

具
体
的
な
規
準
を
従
業
員
に
示
し
、
ま
た
認
識
さ
せ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
企
業
と
し
て
はR

ed F
lag

の
判
例
蓄
積
を
調
べ
る
な
ど
、

社
内
に
お
け
る
内
部
告
発
規
準
を
定
め
る
こ
と
に
な
る
。
従
業
員
が
内
部
告
発
し
た
場
合
の
社
内
的
リ
ニ
エ
ン
シ
ー
制
度
や
長
期
的
観
点

か
ら
の
報
酬
・
昇
進
な
ど
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
導
入
を
図
り
、
内
部
通
報
に
伴
う
不
利
益
処
分
排
除
と
も
併
せ
て
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

体
制
整
備
を
図
る
。
ま
たF

lag

と
し
て
告
発
す
べ
き
事
案
が
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
段
階
に
留
ま
る
か
、
進
ん
で
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

段
階
に
あ
る
か
に
つ
き
、
従
業
員
自
身
が
自
主
的
に
判
断
で
き
る
よ
う
な
意
識
・
規
範
の
形
成
あ
る
い
は
教
育
も
重
要
と
な
ろ
う
。

域
外
適
用
を
背
景
に
し
た
海
外
不
正
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
交
錯
局
面
に
お
け
る
内
部
告
発
の
ジ
レ
ン
マ
に
お
け
る
微
妙
な
利
害
調
整

機
能
を
果
た
し
う
る
。
経
営
判
断
適
用
局
面
と
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
導
入
の
両
局
面
に
お
い
て
、R

ed F
lag

は
企
業
の

経
営
判
断
と
し
て
同
質
で
あ
ろ
う
が
、
一
方
で
は
事
後
的
な
裁
判
規
範
形
成
と
し
て
厳
格
・
一
般
化
さ
れ
、
他
方
は
域
外
適
用
に
対
す
る



米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
を
中
心
と
す
る
国
際
金
融
法
制
の
展
開
と
影
響
に
関
わ
る
考
察
（
藤
川
）

二
七

事
前
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
で
あ
り
、
業
界
や
各
企
業
の
有
す
る
独
自
特
性
と
い
っ
た
点
で
相
違
が
あ
る
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
導
入
す
べ
き

ミ
ニ
マ
ム
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
し
て
検
討
さ
れ
よ
う
。
米
国
は
、
高
額
報
奨
金
が
標
準
化
さ
れ
、
内
部
告
発
が
常
態
化
す
る
な
ど
ジ
レ
ン
マ

は
先
鋭
化
し
て
い
る
。
我
が
国
で
は
こ
う
し
た
内
部
告
発
に
関
す
る
企
業
風
土
は
醸
成
さ
れ
て
い
な
い
が
、
海
外
不
正
に
関
す
る
域
外
適

用
は
既
に
国
際
展
開
を
図
る
企
業
に
及
び
つ
つ
あ
り
、
本
邦
企
業
と
し
て
は
経
営
ト
ッ
プ
が
危
機
意
識
を
持
っ
て
実
務
対
応
を
図
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
。
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
が
求
め
る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
内
部
統
制
と
し
て
、
経
営
者
独
裁
に
繋
が
り
か
ね
な
い
と

い
う
点
で
、
上
か
ら
の
限
界
と
し
て
の
性
質
を
有
す
る
。
他
方
で
、
内
部
告
発
は
こ
う
し
た
経
営
者
に
対
す
る
自
己
規
律
を
促
す
点
で
、

内
部
統
制
に
内
在
す
る
弱
点
を
補
う
機
能
を
持
つ
と
い
え
る
。
時
間
を
か
け
て
不
正
逓
減
に
向
け
た
循
環
体
制
の
整
備
が
求
め
ら
れ
る
。

我
が
国
で
は
、
不
正
競
争
防
止
法
、
公
益
通
報
者
保
護
法
に
お
け
る
従
業
員
保
護
が
米
国
に
比
し
て
整
備
が
遅
れ
、
直
ち
に
はR

ed 

F
lag

規
準
導
入
の
対
応
が
採
り
に
く
い
面
も
あ
ろ
う
。

5
．
組
織
的
考
察
と
我
が
国
企
業
実
務
へ
の
示
唆
・
方
向
性

消
極
的
妥
当
性
チ
ェ
ッ
ク
に
か
か
る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
体
制
と
し
て
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
や
営
業
部
長
に
抑
え
が
利
く
代
表
取
締
役
副
社
長
を

ヘ
ッ
ド
と
し
て
、
監
査
役
あ
る
い
は
監
査
委
員
会
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
牽
制
の
内
部
監
査
部
な
ど
と
内
部
統
制
の
機
能
分
担
を
図
る
い
く
つ
か
の
シ

ス
テ
ム
設
計
パ
タ
ー
ン
が
想
定
さ
れ
る
。
監
督
責
任
者
と
し
て
の
Ｃ
Ｒ
Ｏ
の
明
確
化
と
責
任
の
十
分
性
を
図
る
必
要
が
あ
る
。
ド
ッ
ド
・

フ
ラ
ン
ク
法
が
求
め
る
リ
ス
ク
委
員
会
、
Ｅ
Ｒ
Ｍ
体
制
の
構
築
に
繋
が
る
。
内
部
監
査
部
門
、
監
査
役
に
よ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
実
施
状
況
の

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
の
指
摘
・
対
応
・
改
善
が
鍵
と
な
る
。

R
ed F

lag

を
織
り
込
ん
だ
プ
ロ
グ
ラ
ム
整
備
に
よ
り
、
本
来
的
に
は
裁
量
た
る
経
営
判
断
部
分
ま
で
、
経
営
陣
と
し
て
は
法
令
と
も

い
え
る
経
営
面
へ
の
制
約
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
消
極
的
妥
当
性
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
化
で
あ
り
、
経
営
陣
の
自
己
規
律
の
規
範



二
八

と
な
ろ
う
。
ス
テ
イ
ク
ホ
ー
ル
ダ
ー
型
経
営
に
繋
が
り
、
長
期
的
な
企
業
価
値
向
上
を
目
指
す
こ
と
に
な
る
。
一
方
で
、
経
営
陣
は
株
主

と
従
業
員
の
二
重
の
萎
縮
効
果
に
呻
吟
す
る
こ
と
も
懸
念
さ
れ
よ
う
。
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
な
株
主
権
限
強
化
規
定
を
置
く
が
、
従
業

員
に
も
配
慮
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
ハ
イ
リ
ス
ク
・
ハ
イ
リ
タ
ー
ン
経
営
の
回
避
、
業
績
低
迷
、
配
当
減
、
内
部
留
保
に
注
力
す
る
と

い
っ
た
消
極
的
な
経
営
に
繋
が
り
か
ね
な
い
。R

ed F
lag

導
入
は
、
適
用
局
面
が
限
ら
れ
る
ほ
か
、
こ
う
し
た
制
約
・
限
定
要
因
が
あ

る
こ
と
は
留
意
さ
れ
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
体
制
整
備
に
お
い
て
も
、R

ed F
lag

導
入
で
全
て
が
解
決
す
る
と
い
っ
た
万
能
性
を
有
す

る
者
で
も
な
い
。
米
国
Ｃ
Ｏ
Ｓ
Ｏ
報
告
書
の
戦
略
的
内
部
統
制
Ｅ
Ｒ
Ｍ
（E

nterprise R
isk M

anagem
ent

統
合
的
リ
ス
ク
管
理
態
勢
）
の
十

全
な
検
討
を
図
り
、
そ
の
要
因
の
一
つ
で
あ
る
企
業
風
土
な
ど
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
類
似
し
た
統
制
環
境
を
重
視
し
て
内
部
統
制
の
弱
点
を
克

服
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

七
．
域
外
適
用
に
対
す
る
実
務
の
対
応
と
影
響

1
．
域
外
適
用
に
対
す
る
実
務
対
応
│
善
管
注
意
義
務
と
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
実
際
│

業
務
円
滑
化
の
た
め
の
常
識
的
な
支
払
（F

acilitaion P
aym
ents

）
を
例
に
し
て
、
取
締
役
の
経
営
判
断
の
留
意
点
を
掲
げ
る
と
、
判

例
実
務
は
事
実
認
識
お
よ
び
判
断
推
論
プ
ロ
セ
ス
の
み
な
ら
ず
、
プ
ロ
セ
ス
に
基
づ
く
判
断
の
内
容
自
体
の
合
理
性
を
追
求
し
、
判
断
過

程
も
詳
細
に
検
討
す
る
傾
向
に
あ
る
。

⒜
経
済
環
境
、
⒝
一
般
的
期
待
水
準
、
⒞
前
提
事
実
の
認
識
過
程
の
不
当
な
誤
り
・
合
理
性
欠
如
、
⒟
事
実
認
識
に
基
づ
く
判
断
の
推

論
過
程
お
よ
び
最
終
判
断
自
体
の
内
容
の
明
ら
か
な
不
合
理
な
ど
の
各
観
点
か
ら
、
具
体
的
に
取
締
役
の
判
断
の
留
意
点
は
以
下
の
通
り

と
な
る
。
⒜
外
国
の
腐
敗
度
、
利
益
供
与
の
外
国
法
令
の
許
容
度
、
業
務
遂
行
の
関
連
性
な
ど
、
⒝
業
界
相
違
や
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
信
頼
確
保
、

⒞
第
三
者
・
専
門
家
資
料
、
稟
議
書
収
集
・
検
討
、
リ
サ
ー
チ
懈
怠
（
拓
銀
カ
ブ
ト
デ
コ
ム
事
件
な
ど
）、
信
頼
の
原
則
（
拓
銀
ソ
フ
ィ
ア
事
件



米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
を
中
心
と
す
る
国
際
金
融
法
制
の
展
開
と
影
響
に
関
わ
る
考
察
（
藤
川
）

二
九

な
ど
）、
⒟
取
引
を
獲
得
で
き
な
い
企
業
損
失
と
外
国
公
務
員
の
継
続
的
関
係
・
接
待
の
必
要
性
、
取
締
役
会
の
議
論
の
十
分
性
な
ど
が

具
体
的
な
実
務
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

経
営
者
が
主
体
的
に
行
う
べ
き
具
体
的
な
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
事
前
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
強
化
、
不
祥
事
発
覚
時
の
対
応
、
事

後
的
責
任
処
理
の
観
点
か
ら
Ｅ
Ｒ
Ｍ
の
要
素
毎
に
掲
げ
る
。
⒜
統
制
環
境
で
は
、
担
当
セ
ク
シ
ョ
ン
の
組
織
的
連
携
と
独
立
性
維
持
。
⒝

リ
ス
ク
の
評
価
・
対
応
で
は
、
外
国
の
賄
賂
法
制
の
事
前
評
価
。
外
国
法
令
に
お
け
る
賄
賂
の
許
容
度
が
不
正
競
争
防
止
法
第
一
八
条
一

項
の
嫌
疑
に
影
響
す
る
。
Ｕ
Ｋ
Ｂ
Ａ
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
適
用
可
能
性
、
管
轄
権
の
確
認
が
あ
る
。
⒞
統
制
活
動
で
は
、
個
別
リ
ス
ク
審
査
の

客
観
的
基
準
、
代
理
人
委
託
契
約
に
お
け
る
法
的
帰
責
の
切
断
。
⒟
情
報
・
伝
達
で
は
、
社
内
倫
理
規
定
策
定
、
内
部
周
知
活
動
、
各
国

の
情
報
蓄
積
・
共
有
化
。
⒠
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
で
は
、
プ
ロ
セ
ス
監
査
の
独
立
セ
ク
シ
ョ
ン
設
置
・
運
用
。
内
部
通
報
制
度
導
入
・
不
利
益

処
分
排
除
、
会
計
報
告
の
信
頼
性
審
査
、
第
三
者
委
員
会
設
置
な
ど
。

Ｅ
Ｒ
Ｍ
は
株
価
下
落
、
信
頼
失
墜
、
海
外
事
業
撤
退
な
ど
事
前
防
止
の
観
点
か
ら
の
備
え
と
な
ろ
う
。
両
罰
規
定
か
ら
法
人
責
任
が
問

わ
れ
た
場
合
、
従
業
員
の
選
任
監
督
上
の
過
失
が
な
か
っ
た
こ
と
の
事
後
の
主
張
の
た
め
に
は
内
部
統
制
・
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制

策
定
が
重
要
な
事
実
と
な
る
。
経
営
判
断
原
則
に
関
す
る
抗
弁
の
前
提
と
な
る
。
贈
賄
防
止
策
懈
怠
罪
適
用
に
お
い
て
適
正
手
続
の
抗
弁
、

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
司
法
取
引
に
お
け
る
考
慮
要
素
と
も
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
行
政
指
針
と
法
律
の
錯
誤
に
つ
い
て
、
経
産
省
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
に
対
す
る
信
頼
も
責
任
故
意
は
阻
却
さ
れ
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

2
．
望
ま
し
い
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
例
示

従
業
員
参
加
に
関
す
る
補
完
的
目
的
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
方
針
の
遵
守
を
監
視
し
、
従
業
員
に
対
し
て
懸
念
を
早
期
に
報
告
さ
せ
、

指
揮
命
令
系
統
に
上
げ
る
こ
と
を
奨
励
す
る
。
⒜
海
外
腐
敗
行
為
防
止
シ
ス
テ
ム
整
備
・
無
策
は
善
管
注
意
義
務
違
反
の
根
拠
と
な
る
。



三
〇

⒝
単
な
る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
言
及
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
実
質
的
に
機
能
す
る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム

（
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
）
の
必
要
性
の
周
知
が
求
め
ら
れ
る
。
⒞
先
行
事
例
の
存
在
な
ど
か
ら
、
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
整
備
義
務
の
一
般
水
準
の
上
昇

が
認
識
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
⒟
グ
ル
ー
プ
リ
ス
ク
管
理
、
リ
ス
ク
ベ
ー
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ
、
リ
ス
ク
・
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
必
要
性
が
唱

え
ら
れ
る
。
形
式
的O

ne size fi ts all

で
は
不
可
で
あ
り
、
柔
軟
性
を
持
っ
て
制
度
設
計
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
重
要
性
の
原

則
の
観
点
か
ら
、
低
リ
ス
ク
の
領
域
か
ら
不
正
の
結
果
が
生
じ
た
場
合
も
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
ガ
イ
ド
は
責
任
を
不
問
な
い
し
は
軽
減
す
る
旨
を
述

べ
て
い
る
。
⒠
予
算
と
人
員
を
割
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
（
二
〇
〇
八
年
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
に
対
す
る
支
払
額
八
億
ド
ル
に
及
ん
だS

iem
ens

は
六
〇
〇

人
規
模
で
体
制
整
備
を
図
る
）。
細
か
い
解
釈
論
よ
り
も
、
ト
ッ
プ
の
経
営
姿
勢
が
重
要
で
あ
る
。
社
外
役
員
か
ら
ト
ッ
プ
に
吹
き
込
む
な

ど
し
て
、
経
営
陣
の
意
識
改
革
を
醸
成
す
る
。
そ
の
意
味
で
は
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
本
質
を
有
す
る
問
題
と
い
え
る
。
⒡
基
本
施
策
と
し
て
は
、

基
本
ス
タ
ン
ス
の
明
確
化
、
手
続
き
の
明
確
化
（
原
則
と
例
外
、
承
認
手
続
き
の
明
示
）、
記
録
化
の
重
要
性
（
不
正
行
為
の
抑
止
、
摘
発
の
防

御
、
善
管
注
意
義
務
の
証
明
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
独
禁
法
の
事
例
を
想
起
し
た
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
の
原
則
禁
止
と
全
案
件
の
事
前
承
認
化
が
必

要
と
な
る
。
⒢
内
部
通
報
制
度
の
世
界
標
準
化
の
動
向
へ
の
対
処
な
ら
び
に
実
質
的
に
機
能
す
る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
策

定
が
重
要
で
あ
る
。
海
外
グ
ル
ー
プ
企
業
も
対
象
に
内
部
通
報
制
度
の
存
在
と
制
度
の
周
知
、
利
用
可
能
と
な
る
体
制
、
海
外
通
報
案
件

の
調
査
体
制
の
整
備
が
求
め
ら
れ
る
。
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
前
に
従
業
員
に
社
内
通
報
さ
せ
る
べ
く
、
社
内
リ
ニ
エ
ン
シ
ー
制
度
導
入
も
考
え
ら
れ

る
。F

lag

と
し
て
リ
ス
ク
ベ
ー
ス
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
段
階
に
留
ま
る
か
、
進
ん
で
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
段
階
に
達
し
た
案
件
か
、

の
振
り
分
け
に
関
す
る
従
業
員
な
ら
び
に
告
発
を
受
領
す
る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
部
門
双
方
の
認
識
と
判
断
能
力
の
醸
成
・
研
修
な
ど
が
前

提
と
な
ろ
う
。
ま
た
経
営
ト
ッ
プ
が
、
社
内
リ
ニ
エ
ン
シ
ー
制
度
に
よ
っ
て
自
己
申
告
し
て
き
た
従
業
員
の
過
去
の
責
任
を
不
問
と
す
る

姿
勢
も
必
要
で
あ
る
。
経
営
ト
ッ
プ
の
意
識
改
革
の
問
題
で
も
あ
ろ
う
。



米
国
ド
ッ
ド
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フ
ラ
ン
ク
法
を
中
心
と
す
る
国
際
金
融
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開
と
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に
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る
考
察
（
藤
川
）

三
一

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
と
Ｕ
Ｋ
Ｂ
Ａ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
関
し
て
み
る
と
、
①
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
ガ
イ
ド
で
は
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
優
先
の
ト
ッ
プ
・
コ

ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
と
方
針
の
文
書
化
、
実
践
手
続
き
の
明
記
、
責
任
者
の
任
命
・
自
立
・
経
営
資
源
提
供
、
リ
ス
ク
ベ
ー
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ
、

継
続
的
研
修
、
違
反
行
為
の
制
裁
と
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
推
進
行
為
へ
の
人
事
評
価
・
昇
進
・
報
奨
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
、
内
部
通
報
制
度

と
内
部
調
査
の
存
在
が
示
さ
れ
る
。
②
Ｕ
Ｋ
Ｂ
Ａ
ガ
イ
ダ
ン
ス
に
お
い
て
も
ほ
ぼ
同
様
の
内
容
と
し
て
、
罰
則
・
強
制
力
、
企
業
風
土
の

経
営
ト
ッ
プ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
、
リ
ス
ク
ベ
ー
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ
（
定
期
的
、
内
部
・
外
部
リ
ス
ク
評
価
）
と
文
書
化
、
教
育
・
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
手
続
き
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と
レ
ビ
ュ
ー
、
デ
ュ
ー
・
デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス
が
記
載
さ
れ
る
。
違
反
行
為
の
制
裁
と
コ
ン
プ

ラ
イ
ア
ン
ス
推
進
行
為
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
示
さ
れ
る
こ
と
が
注
視
さ
れ
よ
う
。

3
．
セ
イ
オ
ン
ペ
イ
、
プ
ロ
ク
シ
・
ア
ク
セ
ス
、
報
酬
規
制
な
ど
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
実
務

セ
イ
オ
ン
ペ
イ
、
プ
ロ
ク
シ
・
ア
ク
セ
ス
を
導
入
し
た
場
合
の
影
響
を
み
る
と
、
我
が
国
で
は
役
員
報
酬
は
監
査
役
設
置
会
社
は
総
会

決
定
し
、
米
国
企
業
よ
り
も
厳
格
で
あ
る
。
米
国
は
報
酬
委
員
会
と
個
別
開
示
を
前
提
と
す
る
。
取
締
役
で
な
く
役
員
報
酬
を
対
象
と
す

る
点
で
も
相
違
が
あ
る
。
我
が
国
は
、
分
配
は
代
表
取
締
役
社
長
が
行
う
が
、
透
明
性
に
課
題
が
残
り
、
透
明
性
の
向
上
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
と
取

締
役
会
議
長
の
分
離
（
非
分
離
の
説
明
）
な
ど
が
議
論
と
な
る
。

①
報
酬
委
員
会
の
設
置
お
よ
び
要
件
加
重
は
可
能
で
あ
る
。
委
員
会
設
置
会
社
は
報
酬
委
員
会
委
員
を
全
員
社
外
取
締
役
と
す
る
こ
と
は

要
件
の
加
重
と
し
て
有
効
で
あ
る
。
東
証
等
が
求
め
る
独
立
役
員
基
準
が
参
照
さ
れ
る
。
監
査
役
設
置
会
社
で
は
任
意
機
関
と
し
て
設

置
は
可
能
で
あ
る
。

②
拘
束
力
を
有
し
な
い
株
主
投
票
で
あ
る
勧
告
的
決
議
（
セ
イ
オ
ン
ペ
イ
）
導
入
は
可
能
で
あ
り
、
買
収
防
衛
策
同
様
に
定
款
自
治
の
問

題
で
あ
る
。
但
し
、
個
別
報
酬
の
開
示
、
米
国
で
は
経
営
機
構
の
相
違
か
ら
役
員
（
オ
フ
ィ
サ
ー
）
に
対
す
る
制
度
で
あ
る
点
で
、
我



三
二

が
国
の
法
制
度
に
は
馴
染
み
に
く
い
面
が
あ
る
。
ま
た
一
般
株
主
の
報
酬
額
の
適
正
性
の
判
断
能
力
も
疑
問
視
さ
れ
る
。
実
務
と
し
て

報
酬
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
や
報
酬
委
員
会
の
諮
問
結
果
な
ど
を
取
り
入
れ
る
こ
と
が
検
討
さ
れ
る
。

③
経
営
陣
が
独
立
性
の
高
い
報
酬
委
員
会
・
外
部
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
、
勧
告
的
決
議
導
入
を
見
合
わ
せ
る
場
合
に
な
さ
れ
る
株
主
提
案

（
プ
ロ
ク
シ
・
ア
ク
セ
ス
類
似
）
に
つ
い
て
は
、
監
査
役
設
置
会
社
は
定
款
変
更
で
任
意
の
導
入
は
可
能
で
あ
る
。
委
員
会
設
置
会
社
で

は
定
款
の
要
件
加
重
な
ど
追
加
提
案
は
可
能
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
総
会
の
特
別
決
議
を
得
る
こ
と
は
困
難
と
み
ら
れ
る
。

セ
イ
オ
ン
ペ
イ
、
プ
ロ
ク
シ
・
ア
ク
セ
ス
とR

ed F
lag

の
相
関
に
関
し
て
は
、
従
来
は
株
主
よ
り
取
締
役
の
方
が
裁
判
に
お
い
て
は

経
営
判
断
原
則
適
用
な
ど
に
よ
り
有
利
で
、D

ow
 C
hem
ical

事
件
、B

earsterns

事
件
で
株
主
の
主
張
で
あ
るR

ed F
lag

は
影
響
力

を
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
。
経
営
判
断
に
お
い
て
取
締
役
会
が
圧
倒
的
に
優
利
な
立
場
に
あ
り
、
株
主
の
主
張
す
るR

ed F
lag

や
過
失
責
任

の
要
求
、
損
害
賠
償
請
求
は
認
め
ら
れ
に
く
い
状
況
が
続
い
て
き
た
。
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
成
立
に
よ
り
そ
の
溝
が
狭
ま
っ
て
い
く
傾

向
が
あ
り
、
株
主
の
地
位
が
上
が
りR
ed F

lag
の
主
張
が
通
る
よ
う
に
な
る
と
取
締
役
は
経
営
判
断
の
責
任
を
問
わ
れ
、
解
任
さ
れ
て

新
取
締
役
を
プ
ロ
ク
シ
・
ア
ク
セ
ス
に
よ
り
選
任
す
る
過
程
に
お
い
て
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
セ
イ
オ
ン
ペ
イ
に
よ
り
選

任
さ
れ
た
取
締
役
の
報
酬
を
株
主
が
決
定
す
る
こ
と
が
自
然
な
流
れ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
プ
ロ
ク
シ
・
ア
ク
セ
ス
、
セ
イ
オ
ン
ペ
イ
は

取
締
役
に
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
か
け
、
不
祥
事
の
発
生
後
に
事
後
的
に
経
営
判
断
原
則
適
用
で
取
締
役
責
任
を
免
責
す
る
よ
り
も
、
事
前
防

止
の
点
で
慎
重
な
経
営
判
断
を
間
接
的
に
促
す
シ
ス
テ
ム
と
把
握
で
き
る
。
セ
イ
オ
ン
ペ
イ
自
体
は
取
締
役
の
報
酬
の
事
後
評
価
を
図
る

も
の
で
あ
る
が
、
事
前
防
止
の
側
面
も
内
包
し
て
い
よ
う
。
そ
の
意
味
で
はR

ed F
lag

と
も
接
点
が
あ
る
。

R
ed F

lag

規
準
を
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
内
蔵
し
て
ジ
レ
ン
マ
の
解
消
に
努
め
た
後
も
、
上
か
ら
の
内
部
統
制
と
し

て
の
限
界
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
九
二
二
条
に
よ
る
相
克
は
残
る
が
、
こ
う
し
た
解
消
の
過
程
に
お
い
て
経
営
陣
が
自
主
的
改
革
に
向



米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
を
中
心
と
す
る
国
際
金
融
法
制
の
展
開
と
影
響
に
関
わ
る
考
察
（
藤
川
）

三
三

け
た
好
循
環
体
制
構
築
の
努
力
を
図
る
こ
と
で
、
不
正
自
体
の
減
少
が
進
ん
で
行
く
こ
と
が
期
待
で
き
よ
う
。

4 
．
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
は
内
部
告
発
を
金
融
危
機
の
事
前
防
止
手
法
と
し
て
位
置
付
け
、
国
内
法
な
が
ら
域
外
適
用
の
性
格
を
持

ち
、
法
規
範
性
の
点
で
も
我
が
国
も
影
響
を
受
け
ざ
る
を
得
な
い
。

各
国
は
強
制
力
の
意
味
合
い
か
ら
も
域
外
適
用
を
強
め
、
国
際
的
企
業
は
進
出
国
に
お
け
る
不
正
防
止
法
制
に
精
通
し
て
グ
ロ
ー
バ
ル

内
部
統
制
を
整
え
る
必
要
が
生
じ
て
い
る
。R

ed F
lag

を
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
あ
る
い
は
長
期
的
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

報
酬
制
度
に
反
映
さ
せ
、
実
効
性
を
備
え
た
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
・
内
部
統
制
整
備
に
よ
り
、
域
外
適
用
に
対
す
る
事
前

の
予
防
、
事
後
の
抗
弁
と
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
企
業
努
力
に
よ
り
、
Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
社
会
的
評
価
あ
る
い
は
ス
テ
イ
ク
ホ
ー

ル
ダ
ー
型
の
長
期
的
企
業
価
値
の
向
上
の
嚆
矢
と
な
ろ
う
。

（
3
） M

orrison v. N
ational A

ustralia B
ank, L

td. N
o.07-0583-cv 

（2d C
ir. 2008

）.

「
米
国
連
邦
第
二
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
、
外
国
発
行
会

社
の
証
券
訴
訟
に
つ
い
て
判
断
」
モ
リ
ソ
ン
・
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
Ｌ
Ｌ
Ｐ
（
二
〇
〇
八
年
一
一
月
一
一
日
）。
樋
口
航
「
一
九
三
四
年
米
国
証
券
取
引

所
法
の
域
外
適
用
に
関
す
る
米
国
連
邦
最
高
裁
判
決
〜
米
国
預
託
証
券
（
Ａ
Ｄ
Ｒ
）
を
発
行
し
て
い
る
企
業
に
対
す
る
影
響
〜
」
国
際
商
事
法
務
第

三
九
巻
第
九
号
（
二
〇
一
一
年
）
一
二
四
七
│
一
二
五
六
頁
。
松
尾
直
彦
「
証
券
取
引
法
の
域
外
適
用
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
『
ア
メ
リ
カ
法
判
例
百
選
』

（
二
〇
一
二
年
一
二
月
）
二
五
〇
│
二
五
一
頁
。

（
4
） 

経
済
産
業
省
知
的
財
産
政
策
室
「
平
成
二
三
年
度　
中
小
企
業
の
海
外
展
開
に
係
る
不
正
競
争
等
の
リ
ス
ク
へ
の
対
応
状
況
に
関
す
る
調
査 

（
外
国
公
務
員
贈
賄
規
制
法
制
に
関
す
る
海
外
動
向
調
査
）」
日
本
能
率
協
会
総
合
研
究
所
（
二
〇
一
二
年
三
月
）。

（
5
） 

米
国
司
法
省　
事
件N

o.11-C
R
-651

。
長
縄
友
明
「
マ
リ
ン
ホ
ー
ス
の
入
札
談
合
ケ
ー
ス　
日
米
欧
＋
英
の
競
争
法
当
局
が
同
時
調
査
」
大
阪

経
大
論
集
第
六
〇
巻
第
一
号
（
二
〇
〇
九
年
五
月
）
一
七
九
│
一
八
八
頁
、
梅
田
徹
『
外
国
公
務
員
贈
賄
防
止
体
制
の
研
究
』
麗
澤
大
学
出
版
会



三
四

（
二
〇
一
一
年
）
一
一
四
│
一
七
〇
頁
。

（
6
） 

南
健
悟
「
企
業
不
祥
事
と
取
締
役
の
民
事
責
任
（
五
・
完
）
│
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
を
中
心
に
│
」
北
大
法
学
論
集
六
二
⑷
（
二
〇
一
一

年
）
七
四
七
│
八
一
一
頁
、
同
「
リ
ス
ク
管
理
と
取
締
役
の
責
任
：
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
Ａ
Ｉ
Ｇ
事
件
とC

itigroup

事
件
の
比
較
」
商
学
討
究

六
一
（
2
／
3
）（
二
〇
一
〇
年
）
二
〇
九
│
二
三
七
頁
。
松
浦
肇
「
足
踏
み
す
る
ア
メ
リ
カ
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
「
経
営
判
断
原

則
」
は
盤
石
、
取
締
役
天
国
は
変
わ
ら
ず
」（
二
〇
一
〇
年
一
一
月
八
日
）
金
融
財
政
事
情
。

（
7
） S

U
P
R
E
M
E
 C
O
U
R
T
 O
F
 T
H
E
 S
T
A
T
E
 O
F
 N
E
W
 Y
O
R
K
 C
O
U
N
T
Y
 O
F
 N
E
W
 Y
O
R
K
: P
A
R
T
 54, IN

 R
E
 B
E
A
R
 

S
T
E
A
R
N
S
 L
IT
IG
A
T
IO
N
, idex N

o.:600780/08.

（
8
） IN

 T
H
E
 C
O
U
R
T
 O
F
 C
H
A
N
C
E
R
Y
 O
F
 T
H
E
 S
T
A
T
E
 O
F
 D
E
L
A
W
A
R
E
, IN
 R
E
 T
H
E
 D
O
W
 C
H
E
M
IC
A
L
 C
O
M
P
A
N
Y
 

D
E
R
IV
A
T
IV
E
 L
IT
IG
A
T
IO
N
, C
O
N
S
O
L
ID
A
T
E
D
 C
ivil A

ction N
0.4349-C

C
.

第
三
章 　

米
国
銀
行
か
ら
み
た
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
実
現
の
見
通
し
と
課
題
│
シ
テ
ィ
グ
ル
ー
プ
ヒ
ヤ
リ
ン

グ
を
通
じ
た
規
制
強
化
の
ジ
レ
ン
マ
な
ら
び
に
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
│

一
．
シ
テ
ィ
グ
ル
ー
プ
と
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
実
践
の
見
通
し

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
つ
い
て
、
新
た
な
論
点
を
含
め
検
討
し
て
き
た
。
第
三
章
以
下
で
は
、
規
制
強
化
の
ジ
レ
ン
マ
な
ら
び
に
パ

ラ
ド
ッ
ク
ス
、
域
外
適
用
と
一
律
規
制
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
制
の
強
化
、
さ
ら
に
域
外
適
用
と
Ｅ
Ｒ
Ｍ
（E

nterprise 

R
isk M

anagem
ent

統
合
的
リ
ス
ク
管
理
態
勢
）
な
ら
び
に
経
営
判
断
原
則
とR

ed F
lag

遵
守
義
務
な
ど
の
新
し
い
課
題
に
関
し
、
論
点
を

絞
っ
て
更
な
る
考
察
を
深
め
た
い
（
9
）

。
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
内
在
す
る
ジ
レ
ン
マ
・
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
な
ど
に
関
し
て
は
、
シ
テ
ィ
グ

ル
ー
プ
に
対
し
て
行
っ
た
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
が
参
考
と
な
る
。
私
見
も
掲
げ
つ
つ
、
述
べ
て
い
き
た
い
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
あ
ま
り
類



米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
を
中
心
と
す
る
国
際
金
融
法
制
の
展
開
と
影
響
に
関
わ
る
考
察
（
藤
川
）

三
五

似
の
国
内
文
献
を
見
か
け
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
域
外
適
用
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
関
連
の
研
究
と
共
に
、
本
論
文
の
独
創
性
を
構
成
す
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

米
国
証
券
業
金
融
市
場
協
会
（S

ecurities Industry A
ssociation and T

he B
ond M

arket A
ssociation （10

）
）
に
よ
る
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法

に
関
連
し
たR

ulem
aking P

riorities

を
み
る
と
、S

ystem
ic R
isk R

egulation

、R
esolution A

uthority

、V
olcker R

ule

、O
T
C
 

D
erivatives

、F
iduciary S

tandard

、H
ousing F

inance and S
ecuritization

の
六
つ
で
あ
り
（
11
）

、
シ
テ
ィ
グ
ル
ー
プ
と
し
て
は
こ
の

う
ちS

ystem
ic R
isk R

egulation

、V
olcker R

ule

、O
T
C
 D
erivatives

、H
ousing F

inance and S
ecuritization

の
四
つ
が
大
き

な
影
響
を
受
け
て
い
る
。The R

egulatory A
gencies

と
し
て
は
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
、
Ｆ
Ｓ
Ｏ
Ｃ
な
ど
一
七
が
あ
る
（
12
）

。
シ
テ
ィ
グ
ル
ー

プ
本
部
（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
）
へ
の
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
実
践
の
見
通
し
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
（
13
）

。

①
規
制
強
化
の
ジ
レ
ン
マ

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
制
定
に
よ
る
規
制
強
化
は
、
当
初
の
大
き
な
意
図
の
一
つ
で
あ
る
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
を
引
き
起
こ
し
た
関
係

者
の
厳
重
な
る
処
罰
の
目
論
見
を
離
れ
て
、
法
文
の
曖
昧
さ
な
ど
も
あ
り
、
周
辺
業
界
・
業
務
へ
の
影
響
が
出
る
こ
と
と
な
り
、
他
方
で

当
該
部
分
に
関
す
る
副
作
用
が
及
ば
な
い
よ
う
に
す
る
と
今
度
は
本
来
の
規
制
効
果
が
薄
ま
っ
て
し
ま
う
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
を
抱
え
て
い
る
（
14
）

。

②
規
制
強
化
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

銀
行
に
対
す
る
規
制
を
強
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
規
制
の
か
か
ら
な
い
分
野
で
あ
る
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
、
規
制
の
緩
い
他
国
（
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
、
リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
）
へ
資
金
が
逃
避
し
、
ま
す
ま
す
規
制
を
か
け
に
く
く
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
し
難
い
状
況
に
な
る
と
い
う
パ

ラ
ド
ッ
ク
ス
を
抱
え
る
。
ま
た
米
国
は
日
欧
と
異
な
り
銀
行
へ
の
依
存
度
が
低
い
た
め
規
制
を
か
け
や
す
い
と
い
う
事
情
も
あ
る
。
金
融

市
場
の
グ
ロ
ー
バ
ル
マ
ー
ケ
ッ
ト
と
し
て
の
特
質
か
ら
、
国
内
法
で
あ
る
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
も
海
外
へ
影
響
を
及
ぼ
さ
ざ
る
を
得
ず
、



三
六

日
欧
で
は
米
国
と
違
っ
て
金
融
市
場
に
お
け
る
銀
行
機
能
の
比
重
が
大
き
い
こ
と
か
ら
こ
う
し
た
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
に
よ
る
経
済
停
滞
の
リ

ス
ク
は
少
な
く
な
い
。
我
が
国
に
お
い
て
も
金
融
危
機
の
発
祥
地
で
あ
る
米
国
発
の
規
制
強
化
の
流
れ
に
対
す
る
異
論
が
唱
え
ら
れ
る
所

以
で
も
あ
ろ
う
。

③
法
文
の
書
き
方
が
絞
ら
れ
て
お
ら
ず
他
業
界
、
一
般
事
業
法
人
へ
も
影
響
を
与
え
か
ね
な
い
こ
と
が
事
前
に
考
慮
さ
れ
ず
市
場
の
反
応

も
織
り
込
ま
れ
て
い
な
い
。
新
規
制
だ
と
格
付
け
機
関
が
目
論
見
書
を
見
て
か
ら
格
付
け
を
付
け
る
こ
と
に
な
る
が
、
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム

問
題
の
み
な
ら
ず
過
去
の
オ
ー
ト
・
ロ
ー
ン
証
券
に
ま
で
影
響
が
出
る
。
低
金
利
の
オ
ー
ト
・
ロ
ー
ン
は
出
せ
ず
、
消
費
者
は
自
動
車

購
入
を
手
控
え
る
た
め
米
国
経
済
が
停
滞
し
て
し
ま
う
怖
れ
が
あ
る
。
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
に
し
て
も
、
相
対
取
引
が
多
い
た
め
、

counter party risk

を
減
小
す
る
形
でclearing house

に
全
部
回
付
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
と
一
般
企
業
と
し
て
は
困
る
事
態
と

な
る
。
こ
う
し
た
事
情
か
ら
規
制
は
緩
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
る
（
15
）

。

④
邦
銀
へ
の
影
響
に
つ
い
て
、
自
己
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
、
米
国
債
券
の
売
買
に
影
響
し
て
く
る
が
、
自
己
ポ
ジ
シ
ョ
ン
か

顧
客
向
け
か
の
区
別
は
つ
け
に
く
い
面
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
米
国
に
お
け
る
金
融
規
制
の
骨
抜
き
へ
向
け
た
動
き
と
い
え
よ
う
。

⑤
規
制
強
化
へ
の
動
き
と
規
制
強
化
・
緩
和
の
交
錯

一
方
で
、
米
国
経
済
の
回
復
基
調
を
背
景
に
、
こ
れ
ま
た
銀
行
へ
の
依
存
度
の
低
さ
を
一
つ
の
誘
因
と
し
て
（
16
）

、
銀
行
へ
の
規
制
を
か
け

や
す
い
環
境
も
整
い
つ
つ
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
（
17
）

。
金
融
規
制
に
関
す
る
強
化
と
緩
和
の
動
き
の
交
錯
の
時
期
と
い
え
よ
う
。

⑥
規
制
当
局
側
の
事
情
に
よ
る
規
制
実
現
の
延
期

Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
人
員
削
減
並
び
に
予
算
削
減
の
方
向
の
中
で
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
相
当
部
分
は
Ｓ
Ｅ
Ｃ
な
ど
の
今
後
の
規
則
制
定
に

委
ね
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
ま
ま
で
は
規
則
策
定
・
実
現
が
進
ま
な
く
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
や
む
な
く
、
規
制
実
現
の
延
期
の
方
向
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三
七

性
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
こ
れ
は
規
制
を
受
け
る
側
の
銀
行
サ
イ
ド
か
ら
の
ロ
ビ
イ
ス
ト
活
動
な
ど
に
よ
る
延
期
・
適

用
除
外
の
動
き
と
は
別
に
、
規
制
当
局
側
の
事
情
と
し
て
の
要
因
で
あ
る
。

⑦
新
た
な
ホ
ッ
ト
・
イ
ッ
シ
ュ
ー
の
出
現

米
国
経
済
の
回
復
な
ど
を
背
景
に
、
金
融
・
経
済
分
野
の
主
要
な
関
心
事
は
債
務
上
限
並
び
に
米
国
債
格
付
け
・
ド
ル
安
問
題
な
ど
予

算
関
連
に
移
行
し
つ
つ
あ
る
。

⑧
金
融
緩
和
と
リ
ス
ク
テ
イ
ク
増
大
並
び
に
新
興
国
の
ア
セ
ッ
ト
バ
ブ
ル

上
記
の
事
情
と
景
気
回
復
を
目
指
し
た
金
融
緩
和
策
に
よ
り
、
結
果
と
し
て
リ
ス
ク
テ
イ
ク
へ
の
回
帰
、
規
制
の
か
か
り
に
く
い
ヘ
ッ

ジ
フ
ァ
ン
ド
等
を
通
じ
た
海
外
新
興
国
向
投
資
に
よ
る
規
制
の
抜
け
穴
探
し
等
の
動
き
に
ま
た
も
繋
が
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
資
金
循

環
・
資
本
移
動
、
新
興
国
の
ア
セ
ッ
ト
バ
ブ
ル
発
生
等
の
観
点
か
ら
Ｉ
Ｍ
Ｆ
な
ど
非
規
制
機
関
も
包
含
し
た
大
き
な
枠
組
み
で
対
応
す
る

必
要
が
あ
る
。

⑨
グ
ロ
ー
バ
ル
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
と
し
て
の
米
国
金
融
市
場
│
規
制
強
化
へ
の
反
発
な
ど
│

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
自
体
は
あ
く
ま
で
国
内
法
で
あ
る
が
、
他
方
で
グ
ロ
ー
バ
ル
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
と
し
て
の
米
国
金
融
市
場
に
対
す

る
規
制
の
実
効
性
確
保
に
向
け
た
仕
組
み
の
確
保
・
構
築
の
困
難
さ
が
窺
え
る
。
我
が
国
等
他
国
に
お
い
て
は
市
場
に
お
け
る
銀
行
の
比

重
が
大
き
く
、
同
法
に
よ
り
グ
ロ
ー
バ
ル
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
中
で
規
制
強
化
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が
か
か
り
、
市
場
活
動
が
停
滞
す
る
懸
念

が
出
て
く
る
た
め
米
国
の
規
制
強
化
を
海
外
へ
押
し
つ
け
に
く
い
状
況
が
現
出
す
る
。
規
制
を
強
化
す
る
こ
と
で
米
国
経
済
の
停
滞
、
証

券
取
引
所
間
の
競
争
（
18
）

に
負
け
る
こ
と
に
な
っ
て
も
好
ま
し
く
な
（
19
）

い
（
20
）

。
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（
9
） 

前
掲
の
全
国
私
法
学
会
個
別
研
究
報
告
（
二
〇
一
三
年
一
〇
月
一
二
日
）
に
お
け
る
質
疑
応
答
な
ど
を
踏
ま
え
て
、
研
究
を
深
め
た
も
の
で
あ
る
。

（
10
） B

ureau of C
onsum

er F
inancial P

rotection 

（C
F
P
B

）, C
om
m
odity F

utures T
rading C

om
m
ission 

（C
F
T
C

）, D
epartm

ent of 

E
ducation, F

ederal D
eposit Insurance C

orporation 

（F
D
IC

）, F
ederal E

nergy R
esources C

om
m
ission 

（F
E
R
C

）, F
ederal 

H
ousing F

inance A
gency 

（F
H
F
A

）, F
ederal R

eserve B
oard 

（F
R
B

）, F
inancial S

tability O
versight C

ouncil 

（F
S
O
C

）, 

G
overnm

ent A
ccountability O

ffice 

（G
A
O

）, M
unicipal S

ecurities R
ulem

aking B
oard 

（M
S
R
B

）, N
ational C

redit U
nion 

A
dm
inistration B

oard 

（N
C
U
A
B

）, O
ffi  ce of the C

om
ptroller of the C

urrency 

（O
C
C

）, O
ffi  ce of F

inancial R
esearch 

（O
F
R
, part 

of F
S
O
C

）, O
ffi  ce of T

hrift S
upervision 

（O
T
S
, part of O

C
C
 as of July 21, 2011

）, S
tate G

overnm
ents, U

.S
. S
ecurities and 

E
xchange C

om
m
ission 

（S
E
C

）, U
.S
. D
epartm

ent of the T
reasury.

（
11
） 

米
国
証
券
業
金
融
市
場
協
会
。
二
〇
〇
六
年
米
国
証
券
業
協
会
（
Ｓ
Ｉ
Ａ
）
と
世
界
的
な
債
券
取
引
業
者
の
団
体
で
あ
る
債
券
市
場
協
会

（
Ｂ
Ｍ
Ａ
）
が
合
併
し
て
設
立
さ
れ
た
業
界
専
門
家
団
体
で
あ
り
、
大
き
な
発
言
力
を
有
す
る
（
本
部　
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
）。

（
12
） O

verview
/D
odd-F

rank R
ulem

aking/Issues/S
IF
M
A
,http://w

w
w
.sifm

a.org/

（
13
） 

シ
テ
ィ
グ
ル
ー
プ
本
部
（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
）
の
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
を
中
心
に
と
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
日
本
政
策
投
資
銀
行
Ｎ
Ｙ
代
表
事
務
所

長
同
行
。
先
方
は
シ
テ
ィ
グ
ル
ー
プ
債
券
営
業
部D

irector

（
二
〇
一
一
年
五
月
二
日
）。

（
14
） 

必
ず
し
も
金
融
・
法
務
に
精
通
し
た
人
員
が
作
成
し
て
い
な
い
こ
と
も
指
摘
さ
れ
る
。

（
15
） 

ワ
シ
ン
ト
ン
に
は
当
該
分
野
の
専
門
家
が
お
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
実
情
が
見
え
て
い
な
か
っ
た
。

（
16
） 

銀
行
の
依
存
度
の
低
さ
が
両
面
に
現
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

（
17
） 

二
〇
一
一
年
五
月
現
在
。
バ
ー
ナ
ン
キ
議
長
が
資
金
緩
和
か
ら
の
転
換
を
示
唆
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
そ
の
後
、
債
務
上
限
問
題
、
Ｑ
Ｅ
3
へ

の
模
索
な
ど
の
動
き
も
あ
り
、
米
国
景
気
回
復
の
先
行
き
は
不
透
明
と
な
っ
て
き
て
い
る
。

（
18
） 

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
証
券
取
引
所
（
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
）
等
を
運
営
す
る
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ユ
ー
ロ
ネ
ク
ス
ト
と
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
証
券
取
引
所
な
ど
を
運
営
す
る

ド
イ
ツ
取
引
所
は
二
〇
一
一
年
二
月
一
五
日
合
併
す
る
こ
と
で
合
意
し
た
。
上
場
株
式
の
時
価
総
額
は
一
七
兆
八
千
億
ド
ル
（
約
一
四
九
〇
兆
円
）

に
上
り
、
世
界
全
体
の
三
割
を
占
め
る
巨
大
取
引
所
が
誕
生
す
る
。
オ
ラ
ン
ダ
に
本
社
を
置
き
、
出
資
比
率
は
ド
イ
ツ
側
の
株
主
が
六
〇
％
、
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三
九

Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
側
が
四
〇
％
。
ド
イ
ツ
証
取
株
一
株
と
新
会
社
株
一
株
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
株
一
株
と
同
〇
・
四
七
株
を
交
換
す
る
。
取
締
役
は
ド
イ
ツ
側
一
〇

人
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
側
が
七
人
と
ド
イ
ツ
優
位
の
合
併
と
な
る
。
最
高
経
営
責
任
者
（
Ｃ
Ｅ
Ｏ
）
に
は
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
側
の
ニ
ー
ダ
ラ
ウ
ア
ー
Ｃ
Ｅ
Ｏ
、
会
長

に
は
ド
イ
ツ
側
の
フ
ラ
ン
チ
オ
ー
ニ
Ｃ
Ｅ
Ｏ
が
就
く
。
シ
ス
テ
ム
投
資
の
負
担
軽
減
な
ど
で
年
三
億
ユ
ー
ロ
（
約
三
四
〇
億
円
）
の
コ
ス
ト
削
減
効

果
を
見
込
む
。
新
興
国
な
ど
と
の
市
場
間
競
争
が
激
化
す
る
中
、
規
模
拡
大
に
加
え
、
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
（
金
融
派
生
商
品
）
部
門
を
強
化
し
勝
ち
残

り
を
図
る
。
二
〇
一
一
年
二
月
一
五
日
産
経
新
聞
。

（
19
） 

シ
テ
ィ
バ
ン
ク
へ
の
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
の
内
容
を
以
下
に
掲
げ
る
。
①T

he R
egulatory A

gencies

に
関
し
て
は
、
今
後
二
│
五
年
を
か
け
て
数

多
く
の
規
制
を
策
定
す
る
予
定
で
あ
る
が
、
オ
バ
マ
大
統
領
は
国
会
のbudget package

の
中
で
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
人
員
削
減
を
図
り
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ

ン
ク
法
の
実
現
に
は
ス
ト
ッ
プ
が
か
か
り
、
前
に
進
め
な
い
形
に
な
っ
て
い
る
。
②
ベ
ア
ス
タ
ー
ン
ズ
、
リ
ー
マ
ン
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
の
経
営
が
破
綻
し

た
結
果
、
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
証
券
会
社
は
リ
ス
ク
を
と
ら
な
い
形
に
な
っ
た
た
め
、
一
番
大
き
な
投
資
家
と
し
て
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド

（
Ｈ
Ｆ
）
と
い
う
規
制
を
か
け
づ
ら
い
組
織
に
シ
フ
ト
し
た
。
中
央
銀
行
、
ソ
ブ
リ
ン
・
ウ
エ
ル
ス
・
フ
ァ
ン
ド
と
並
ん
で
Ｈ
Ｆ
は
そ
の
時
期
に
は

一
番
大
き
な
投
資
家
で
あ
っ
た
が
、
Ｈ
Ｆ
が
勝
手
に
新
興
国
に
資
金
を
投
資
す
る
こ
と
は
政
府
に
は
止
め
ら
れ
な
い
。
グ
ロ
ー
バ
ル
取
引
で
あ
り
、

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
困
難
で
あ
る
。
一
時
期
ジ
ョ
ー
ジ
・
ソ
ロ
ス
が
ポ
ン
ド
操
作
に
よ
り
英
国
財
務
省
を
危
機
に
追
い
込
ん
だ
こ
と
も
あ
る
。
金
融
緩

和
に
よ
り
流
動
性
を
増
大
す
る
こ
と
は
、
逆
に
投
資
家
に
手
段
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
Ｈ
Ｆ
とspeculator

と
の
バ
ラ
ン
ス
と
な
る
。

証
券
会
社
の
自
己
取
引
へ
の
規
制
が
さ
れ
て
も
、
Ｈ
Ｆ
に
は
規
制
が
か
か
ら
ず
、
リ
ス
ク
テ
イ
ク
の
方
向
に
進
ん
で
い
く
こ
と
に
な
り
、
市
場
の
ボ

ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
が
増
加
す
る
。
Ｇ
20
の
規
制
も
、
Ｈ
Ｆ
のactivity

は
抜
け
穴
と
な
り
、
経
済
が
停
滞
す
る
こ
と
も
困
る
と
い
う
背
景
も
あ
る
。
③

Ｅ
Ｕ
も
各
国
バ
ラ
バ
ラ
の
中
で
同
一
の
規
制
で
処
し
て
よ
い
の
か
、
あ
る
い
は
日
本
が
米
国
初
の
危
機
の
つ
け
を
押
し
付
け
ら
れ
て
よ
い
の
か
、
と

い
う
議
論
も
あ
る
。
④
米
国
議
員
か
ら
は
リ
ー
マ
ン
の
Ｃ
Ｅ
Ｏ
な
ど
の
経
営
者
の
誰
か
に
責
任
を
と
っ
て
も
ら
う
、
と
い
う
の
が
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン

ク
法
制
定
の
発
端
で
あ
る
が
、
理
念
が
先
行
し
て
、
現
実
の
市
場
の
影
響
な
ど
読
め
て
お
ら
ず
、
上
手
く
進
ん
で
い
な
い
。
当
初
は
予
想
も
し
て
い

な
い
経
過
と
な
っ
て
い
る
。
⑤
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
規
制
を
緩
め
る
方
向
性
が
出
て
き
た
の
も
経
済
的
理
由
か
ら
で
あ
る
。
市
場
の
反
応
が
よ

く
読
め
ず
、
今
に
な
っ
て
ど
う
し
て
よ
い
の
か
分
か
ら
ず
、
方
向
性
が
お
か
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
例
え
ば
金
融
業
界
以
外
に
も
航
空
機
、
カ
ー

ド
ロ
ー
ン
な
ど
様
々
な
業
界
に
入
り
込
ん
で
し
ま
い
、
対
処
の
仕
方
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。
フ
ォ
ー
ド
な
ど



四
〇

カ
ー
メ
ー
カ
ー
は
自
動
車
ロ
ー
ン
を
組
ま
せ
て
証
券
化
し
、
売
却
し
て
資
金
調
達
す
る
と
い
う
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
で
あ
っ
た
が
、
経
営
破
綻
し
て
格

付
け
の
投
資
適
格
外
と
な
り
、
現
在
新
た
な
資
金
調
達
を
す
る
と
な
る
と
高
い
コ
ス
ト
を
は
ら
う
こ
と
に
な
る
。
新
し
い
規
制
だ
と
、
格
付
け
機
関

が
目
論
見
書
を
見
て
か
ら
格
付
け
を
付
け
る
こ
と
に
な
る
が
、
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
問
題
の
み
な
ら
ず
、
過
去
の
全
て
の
オ
ー
ト
・
ロ
ー
ン
の
証
券
に
ま

で
影
響
が
出
る
。
新
規
発
行
は
取
り
や
め
る
こ
と
に
な
り
、
低
金
利
の
オ
ー
ト
・
ロ
ー
ン
は
出
せ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
消
費
者
は
こ
の
た

め
自
動
車
購
入
が
困
難
と
な
り
経
済
が
停
滞
し
て
し
ま
う
怖
れ
が
あ
る
。
こ
の
た
め
政
府
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
法
案
・
規
制
の
実
践
に
ス
ト
ッ
プ
を
か
け
て

い
る
。
証
券
化
商
品
と
し
て
ど
こ
ま
で
範
囲
に
含
め
る
の
か
、
ワ
シ
ン
ト
ン
に
は
専
門
家
が
お
ら
ず
こ
の
よ
う
な
実
情
が
見
え
て
い
な
か
っ
た
。
か

か
る
事
情
か
ら
規
制
は
緩
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
る
。
⑥
一
般
事
業
法
人
へ
の
影
響
を
考
慮
し
て
い
な
い
。
Ｏ
Ｔ
Ｃ
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
に
つ
い
て

為
替
ス
ワ
ッ
プ
、
先
物
ヘ
ッ
ジ
を
図
っ
て
い
る
が
、
清
算
機
関
のclearing house

創
設
と
な
る
と
金
融
機
関
側
に
は
意
欲
が
な
い
。
リ
ー
マ
ン
ブ

ラ
ザ
ー
ズ
が
破
綻
す
れ
ば
ド
ミ
ノ
現
象
で
伝
播
す
る
よ
う
に
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
は
相
対
取
引
が
多
い
。counter party risk

を
減
小
す
る
形
で

clearing house

に
全
部
回
付
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
と
一
般
企
業
と
し
て
は
困
っ
て
し
ま
う
。
全
般
的
に
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
案
の
書
き
方
が

リ
ー
マ
ン
の
破
綻
や
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
・
ロ
ー
ン
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
が
、
絞
っ
た
も
の
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
他
の
業
界
へ
の
影
響
も
包
含
す
る
よ

う
に
法
案
が
読
め
て
し
ま
う
。clearing house

創
設
に
し
て
も
、
法
案
の
書
き
方
が
絞
っ
た
も
の
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
オ
ー
ト
ロ
ー
ン
な
ど
他
分

野
へ
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
考
え
て
い
な
い
。
⑦
邦
銀
へ
の
影
響
に
つ
い
て
、
自
己
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
、
米
国
債
券
の
売
買
に
影
響

し
て
く
る
。
自
己
ポ
ジ
シ
ョ
ン
か
否
か
の
区
別
が
つ
け
に
く
い
。
自
己
勘
定
は
不
可
だ
が
顧
客
向
け
は
許
さ
れ
る
と
し
て
も
、
流
動
性
を
顧
客
に
提

供
す
る
に
当
た
り
、
流
動
性
は
相
対
で
や
っ
て
お
り
、
自
己
勘
定
は
当
然
の
処
理
と
な
る
。
例
え
ば
中
国
か
ら
の
買
い
注
文
に
対
し
て
先
物
取
引
で

取
っ
て
い
く
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
証
明
は
容
易
で
は
な
く
分
か
り
づ
ら
い
。
政
府
も
こ
う
し
た
事
態
ま
で
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
⑧
こ
の
た
め

今
は
適
用
の
延
長
と
い
っ
た
形
で
や
む
を
得
ず
に
逃
げ
て
い
る
。
今
後
の
細
則
作
り
も
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
組
織
縮
小
の
た
め
進
め
に
く
い
。
ま
た
規
制
当
局

の
数
も
多
く
混
乱
し
て
し
ま
い
、
実
施
に
移
し
に
く
い
状
況
で
あ
る
。
⑨
資
金
の
流
れ
、
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
のresearch

やfollow

を
図
る
こ
と

が
重
要
に
な
る
。asset babble

の
傾
向
に
な
り
か
ね
な
い
。
証
券
会
社
へ
の
規
制
で
あ
れ
ば
パ
イ
も
小
さ
い
が
、
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
に
こ
う
し
た

機
能
が
移
っ
て
い
く
と
な
る
と
市
場
が
よ
り
危
険
な
も
の
に
な
る
（
一
種
のprocyclicality

で
あ
りparadox

と
も
い
え
よ
う
）。
⑩
一
方
で
米
国

経
済
が
景
気
回
復
す
る
と
規
制
を
か
け
て
も
よ
い
と
い
う
規
制
強
化
の
方
向
に
な
る
。
先
週
バ
ー
ナ
ン
キ
議
長
が
記
者
会
見
し
、
金
融
緩
和
も
終
わ



米
国
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融
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に
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わ
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考
察
（
藤
川
）

四
一

り
に
近
づ
い
て
い
る
と
い
っ
た
ハ
ト
派
的
発
言
を
し
て
い
る
。
Ｑ
Ｅ
2
も
二
〇
一
一
年
六
月
で
終
了
す
る
。
連
銀
は
金
融
引
締
め
に
向
か
っ
て
軟
着

陸
さ
せ
る
方
向
に
向
か
っ
て
く
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
そ
の
後
低
迷
す
る
失
業
率
な
ど
の
回
復
の
た
め
、
オ
バ
マ
政
権
の
再
選
戦
略
も

睨
み
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
三
％
成
長
を
目
指
し
た
Ｑ
Ｅ
3
（
金
融
規
制
緩
和
）
に
向
け
た
動
き
も
出
始
め
て
い
る
。
米
国
は
資
本
市
場
が
成
立
し
て
お
り
銀
行

機
能
の
部
分
は
大
き
く
な
い
た
め
、
規
制
を
か
け
て
も
他
に
も
調
達
手
段
は
い
ろ
い
ろ
揃
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
海
外
の
他
国
に
お
い
て
は
市

場
に
お
け
る
銀
行
の
比
重
が
大
き
く
、
米
国
で
規
制
が
強
化
さ
れ
る
と
グ
ロ
ー
バ
ル
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
中
で
他
国
に
も
規
制
強
化
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー

が
か
か
り
銀
行
ひ
い
て
は
市
場
の
活
動
が
停
滞
す
る
懸
念
が
あ
る
。
こ
れ
で
は
反
発
を
招
き
、
米
国
の
規
制
強
化
を
海
外
へ
押
し
つ
け
に
く
い
状
況

と
な
る
。
資
金
が
リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
な
ど
の
規
制
の
少
な
い
市
場
に
逃
避
す
る
動
き
も
出
て
く
る
。
現
時
点
で
は
、
こ
う
し

た
規
制
強
化
と
強
化
を
た
め
ら
う
二
つ
の
方
向
性
が
交
錯
し
た
神
経
質
な
状
況
下
に
あ
る
。
⑪
バ
ー
ナ
ン
キ
は
Ｑ
Ｅ
2
を
止
め
て
銀
行
へ
の
規
制
を

タ
イ
ト
に
持
っ
て
い
き
た
い
が
、
銀
行
規
制
に
よ
る
影
響
に
つ
い
て
十
分
理
解
し
て
い
な
い
面
が
あ
る
。
ま
た
そ
も
そ
も
経
済
全
体
の
中
で
ド
ッ

ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
か
ら
ホ
ッ
ト
イ
ッ
シ
ュ
ー
と
し
て
の
ウ
エ
イ
ト
が
他
の
債
務
削
減
問
題
な
ど
に
移
行
し
つ
つ
あ
る
。

（
20
） T

ony Jackson `R
egulators and banks caught in gam

e of cat and m
ouse` F

nancial T
im
es 31 January 2011, A

nat A
dm
ati and 

M
artin H

ellw
ig `T

he battle has only just begun to regulate the banks` F
nancial T

im
es 9 June 2011.

銀
行
と
規
制
当
局
の
攻
防
、
リ

ス
ク
増
加
等
に
よ
る
新
興
国
の
ア
セ
ッ
ト
バ
ブ
ル
な
ど
に
も
言
及
す
る
。
金
融
規
制
強
化
を
図
る
べ
き
で
、distortion

を
な
く
し
、talentd 

people

の
最
善
の
活
用
を
図
る
。
規
制
が
あ
れ
ば
、shadow

 banking

の
弊
害
の
防
止
も
図
れ
る
。
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
に
つ
い
て
、E

dw
ard 

K
uceand T

om
 B
raithw

aite `Invocation of `V
olcker rule` is surprise for everyone` F

nancial T
im
es 22 January 2011.

第
四
章　

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
域
外
適
用
な
ら
び
に
一
律
規
制
に
関
す
る
考
察

一
．
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
域
外
適
用

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
域
外
適
用
に
つ
い
て
、
多
く
の
事
項
が
想
定
さ
れ
、
概
要
に
つ
い
て
示
し
て
き
た
。
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法



四
二

の
影
響
の
中
で
も
議
論
の
大
き
な
部
分
で
あ
り
、
以
下
で
検
討
を
深
め
た
い
（
21
）

。
域
外
適
用
に
関
し
て
主
要
な
論
点
を
ま
と
め
る
と
、
第
一

に
、
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
で
は
、
外
国
金
融
機
関
の
主
要
論
点
と
し
て
、
①
外
国
金
融
機
関
の
米
国
国
外
業
務
へ
の
域
外
適
用
に
よ
る
影

響
、
②
外
国
金
融
機
関
に
よ
る
米
国
市
場
イ
ン
フ
ラ
（
清
算
・
決
済
等
）
の
利
用
へ
の
影
響
、
③
外
国
フ
ァ
ン
ド
が
対
象
フ
ァ
ン
ド
に
含

ま
れ
得
る
こ
と
、
④
外
国
金
融
機
関
本
体
へ
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
策
定
・
維
持
・
実
施
義
務
の
適
用
な
ど
が
あ
げ
ら
れ

て
い
る
。「
米
国
国
外
の
み
」
で
行
わ
れ
る
行
為
に
か
か
る
適
用
除
外
の
要
件
が
厳
格
で
あ
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
、
自
己
勘
定
取
引
に
つ

い
て
、
①
売
買
を
行
う
銀
行
組
織
が
米
国
法
・
州
法
で
組
織
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
い
こ
と
、
②
売
買
当
事
者
が
い
ず
れ
も
米
国
居
住
者

で
な
い
こ
と
、
③
銀
行
組
織
に
お
け
る
売
買
へ
の
直
接
関
与
者
が
米
国
に
物
理
的
に
所
在
し
な
い
こ
と
、
④
売
買
が
す
べ
て
米
国
国
外
で

執
行
さ
れ
る
こ
と
が
要
件
と
さ
れ
る
。
対
象
フ
ァ
ン
ド
に
つ
い
て
は
、
①
銀
行
組
織
が
米
国
法
・
州
法
で
組
織
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
い

こ
と
、
②
対
象
フ
ァ
ン
ド
持
分
の
売
付
け
勧
誘
・
売
付
け
関
与
者
が
米
国
法
人
で
な
く
、
か
つ
米
国
に
物
理
的
に
所
在
し
な
い
こ
と
、
③

持
分
が
米
国
居
住
者
に
対
し
て
売
付
け
勧
誘
・
売
付
け
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

第
二
に
、
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
規
定
の
域
外
適
用
に
つ
い
て
は
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
非
証
券
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
（sw

aps

）
関
連
規
定

は
原
則
と
し
て
米
国
国
外
の
活
動
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
例
外
と
し
て
、
第
一
に
米
国
通
商
（com

m
erce

）
に
お
け
る
活
動
に
直
接
的
か

つ
重
要
な
関
連
（direct and signifi cant connection

）
を
有
し
、
も
し
く
は
当
該
活
動
に
直
接
的
か
つ
重
要
な
効
果
（eff ect

）
を
有
す
る

場
合
、
第
二
に
Ｃ
Ｆ
Ｔ
Ｃ
（
商
品
先
物
取
引
委
員
会
）
が
当
該
規
定
の
脱
法
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
若
し
く
は
適
切
な
も
の
と
し
て
定
め

る
こ
と
の
で
き
る
規
則
・
規
制
に
違
反
す
る
場
合
に
は
適
用
さ
れ
る
（
七
二
二
条
⒟
）。
修
正
効
果
主
義
の
考
え
方
を
と
る
も
の
と
思
わ
れ
る
（
22
）

。

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
よ
り
追
加
さ
れ
た
諸
規
定
、
同
規
則
・
規
制
も
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
よ
り
追
加
さ
れ
た
い

か
な
る
規
定
の
脱
法
防
止
の
た
め
に
必
要
又
は
適
切
な
も
の
と
し
て
定
め
る
こ
と
の
で
き
る
規
則
・
規
制
に
違
反
し
て
取
引
を
し
な
い
限



米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
を
中
心
と
す
る
国
際
金
融
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四
三

り
、
米
国
管
轄
外
で
証
券
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
（security-based sw

aps

）
取
引
を
す
る
者
に
適
用
さ
れ
な
い
（
七
七
二
条
⒝
に
よ
る
一
九
三
四
年

証
券
取
引
所
法
三
〇
条
⒞
追
加
）。
一
九
三
四
年
証
券
取
引
所
法
三
〇
条
⒝
と
同
旨
の
解
釈
規
定
（rule of construction

）
で
あ
る
。

第
三
に
、
ス
ワ
ッ
プ
・
プ
ッ
シ
ュ
ア
ウ
ト
条
項
の
影
響
が
あ
る
。
第
七
一
六
条
に
お
い
て
、
銀
行
か
ら
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
部
門
の
分
離
を

求
め
る
ス
ワ
ッ
プ
・
プ
ッ
シ
ュ
ア
ウ
ト
条
項
（sw

ap pushout provision

）
が
設
け
ら
れ
（
23
）

る
（
24
）

。
ス
ワ
ッ
プ
・
プ
ッ
シ
ュ
ア
ウ
ト
条
項
に
お
い

て
は
、
銀
行
が
連
邦
支
援
（fbderal assistance

）
を
受
け
る
場
合
、
ス
ワ
ッ
プ
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
分
離
す
る
こ
と
を
求
め
る
規
定
で
あ

る
。
連
邦
支
援
と
し
て
、
Ｐ
Ｒ
Ｂ
の
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
・
ウ
イ
ン
ド
ウ
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
（
連
邦
準
備
法
一
三
条
⑶
項
に
基

づ
く
も
の
を
除
く
）、
Ｆ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
提
供
の
預
金
保
険
、
債
務
保
証
等
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ス
ワ
ッ
プ
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
（sw

aps entities

）

の
定
義
に
お
い
て
は
、
ス
ワ
ッ
プ
・
デ
ィ
ー
ラ
ー
、
主
要
ス
ワ
ッ
プ
参
加
者
が
含
ま
れ
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
・
ウ
イ
ン
ド
ウ
を

利
用
し
て
Ｆ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
の
預
金
保
険
の
対
象
と
な
る
銀
行
は
、
ス
ワ
ッ
プ
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
切
り
離
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
可
能
性
が
あ

る
が
、
結
果
的
に
多
く
の
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
が
ス
ワ
ッ
プ
・
プ
ッ
シ
ュ
ア
ウ
ト
条
項
の
対
象
外
と
な
る
と
み
ら
れ
る
（
25
）

。

我
が
国
の
金
融
機
関
は
、
プ
ッ
シ
ュ
ア
ウ
ト
・
ル
ー
ル
に
よ
る
影
響
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
。
他
方
で
、
外
国
銀
行
の
米
国
外
の
活

動
は
、
一
般
的
に
プ
ッ
シ
ュ
ア
ウ
ト
・
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
プ
ッ
シ
ュ
ア
ウ
ト
・
ル
ー
ル
は
、
預

金
保
険
対
象
機
関
が
、F
ed

の
監
督
下
に
あ
る
銀
行
持
株
会
社
又
は
貯
蓄
貸
付
機
関
の
持
株
会
社
の
一
部
で
あ
る
場
合
に
は
、
一
定
の
条

件
下
で
、
ス
ワ
ッ
プ
事
業
体
関
連
会
社
を
保
有
し
、
か
つ
連
邦
政
府
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
す
る
。
連
邦
準
備
銀

行
の
特
別
融
資
枠
を
利
用
で
き
る
邦
銀
ま
た
は
外
国
銀
行
の
米
国
支
店
に
関
し
て
は
、
例
外
措
置
を
利
用
で
き
る
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

我
が
国
の
事
業
を
有
し
て
い
る
米
国
の
銀
行
に
関
し
て
は
、
プ
ッ
シ
ュ
ア
ウ
ト
・
ル
ー
ル
の
影
響
は
若
干
異
な
る
。
プ
ッ
シ
ュ
ア
ウ
ト
・

ル
ー
ル
は
、
米
国
に
お
い
て
認
可
さ
れ
た
銀
行
の
日
本
の
支
店
を
含
む
全
て
の
支
店
に
適
用
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
（
26
）

。
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こ
の
よ
う
に
保
険
加
入
預
金
金
融
機
関
に
つ
い
て
適
用
除
外
を
み
る
と
、
①
そ
の
業
務
に
直
接
関
連
す
る
ヘ
ッ
ジ
そ
の
他
類
似
の
リ
ス

ク
軽
減
業
務
又
は
国
法
断
が
投
資
可
能
な
利
率
・
参
照
資
産
に
か
か
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
の
適
用
除
外
、
②

Ｆ
Ｒ
Ｂ
監
督
銀
行
持
株
会
杜
の
一
部
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
保
険
加
入
預
金
金
融
機
関
の
関
係
会
社
で
あ
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
業
者
に

は
連
邦
支
援
禁
止
が
適
用
さ
れ
な
い
と
の
適
用
除
外
に
つ
い
て
、
外
国
金
融
機
関
の
保
険
加
入
し
て
い
な
い
米
国
支
店
・
代
理
店
が
当
該

適
用
除
外
の
恩
恵
を
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
と
い
う
問
題
が
指
摘
さ
れ
、
リ
ン
カ
ー
ン
上
院
議
員
（
当
時
）
は
保
険
非
加
入
の
外
国
銀
行
支

店
・
代
理
店
に
対
す
る
適
用
除
外
の
否
定
を
意
図
し
て
は
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
明
示
的
な
適
用
除
外
規
定
が
な
い
た
め
懸
念
さ
れ
て

い
る
（
27
）

。
外
国
金
融
機
関
の
米
国
拠
点
の
組
織
構
造
に
影
響
し
得
る
問
題
で
あ
る
。

第
四
に
、
不
利
益
な
影
響
と
し
て
、
外
国
銀
行
及
び
ノ
ン
バ
ン
ク
と
内
国
民
待
遇
原
則
の
関
連
が
あ
る
。
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
は
、

基
本
的
に
外
国
金
融
機
関
に
対
し
て
内
国
民
待
遇
の
原
則
を
適
用
し
て
い
る
。
銀
行
持
株
会
社
の
外
国
銀
行
、
即
ち
米
国
銀
行
を
保
有
か

つ
連
結
資
産
五
〇
〇
億
ド
ル
以
上
を
有
す
る
外
国
銀
行
はS

IF
Is

と
定
義
さ
れ
、
ま
た
リ
ビ
ン
グ
ウ
ィ
ル
規
制
案
で
は
全
世
界
で
連
結

資
産
五
〇
〇
億
ド
ル
以
上
か
つ
米
国
内
に
支
店
又
は
代
理
店
を
有
す
る
外
国
銀
行
もS

IF
Is

と
み
な
さ
れ
る
。
後
者
に
対
し
て
は
、
米

国
内
資
産
で
は
な
く
全
世
界
の
資
産
を
ベ
ー
ス
と
す
る
こ
と
に
つ
き
、
米
国
議
会
の
意
図
に
反
し
不
必
要
と
し
て
各
国
の
銀
行
業
界
か
ら

反
対
の
声
が
上
が
っ
て
い
る
（
28
）

。
外
国
ノ
ン
バ
ン
ク
金
融
機
関
は
米
国
内
事
業
の
シ
ス
テ
ム
上
の
重
要
性
に
応
じ
てS

IF
Is

指
定
の
有
無

が
決
定
さ
れ
る
。

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
は
、
米
国
内
事
業
を
営
む
外
国
銀
行
の
米
国
外
事
業
に
対
し
、
当
該
規
則
が
定
め
る
禁
止
事
項
が
適
用
さ
れ
な
い

よ
う
な
免
除
規
定
を
設
け
て
お
り
、
国
際
銀
行
法
（International B

anking A
ct

）
原
則
と
も
整
合
す
る
。
外
国
銀
行
及
び
外
国
金
融
機
関

は
、
適
用
過
程
に
お
け
る
法
律
上
・
事
実
上
の
取
扱
い
を
評
価
す
る
場
合
、
米
国
金
融
機
関
以
上
に
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
・
関
連
規
則
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に
注
意
を
払
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
（
29
）

。

二
．
域
外
適
用
の
可
否
と
実
質
的
な
域
外
適
用

1
．
域
外
適
用
の
可
否

米
国
外
金
融
機
関
へ
の
影
響
と
し
て
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
な
ど
の
新
規
制
に
よ
る
負
担
は
一
般
的
に
米
国
事
業
に
限
定
さ
れ
、
そ

の
意
味
で
は
国
内
法
で
あ
り
、
Ｍ
＆
Ａ
取
引
な
ど
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
従
っ
て
、
米
国
企
業
が
世
界
的
競
争
に
お
い
て
不
利
益
を

受
け
る
可
能
性
が
あ
り
、
他
方
で
米
国
外
政
府
が
米
国
基
準
の
一
部
を
採
用
す
る
可
能
性
も
あ
る
。

2
．
実
質
的
な
域
外
適
用

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
域
外
適
用
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
同
ル
ー
ル
は
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
成
立
か
ら
二
年
後
ま
た
は
Ｆ
Ｓ
Ｏ
Ｃ

が
定
め
る
最
終
規
則
公
表
か
ら
一
二
カ
月
後
の
い
ず
れ
か
早
い
時
期
に
施
行
さ
れ
る
。
同
ル
ー
ル
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
、
米
銀
は
自
己

勘
定
取
引
が
行
わ
れ
た
場
所
に
関
わ
ら
ず
適
用
さ
れ
る
が
、
非
米
銀
（
外
国
銀
行
）
に
つ
い
て
は
、
米
国
内
で
実
施
さ
れ
た
取
引
、
あ
る

い
は
米
国
外
の
取
引
で
も
そ
れ
が
米
国
の
居
住
者
を
相
手
と
す
る
取
引
で
あ
れ
ば
適
用
さ
れ
る
。

米
国
以
外
の
市
場
参
加
者
の
懸
念
と
し
て
は
米
国
法
の
域
外
適
用
の
問
題
が
あ
り
、
米
国
の
裁
判
所
及
び
証
券
取
引
委
員
会
が
証
券
諸

法
の
規
定
を
域
外
適
用
し
た
例
は
多
く
存
在
す
る
。
二
〇
〇
二
年
サ
ー
ベ
ン
ス
・
オ
ク
ス
リ
ー
法
（
上
場
企
業
会
計
改
革
及
び
投
資
家
保
護

法　
Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
）
が
実
質
的
に
域
外
適
用
と
な
っ
て
い
る
事
例
も
あ
り
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
も
本
邦
金
融
機
関
に
実
質
的
に
域
外
適
用

さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
の
見
方
も
出
さ
れ
る
（
30
）

。

金
融
規
制
強
化
の
潮
流
は
今
後
も
後
戻
り
は
せ
ず
、
金
融
規
制
が
市
場
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
、
全
体
が
同
一
の
方
向
性
を
向
く
こ

と
に
よ
る
リ
ス
ク
増
幅
、
政
治
・
経
済
環
境
に
よ
る
適
用
の
さ
じ
加
減
の
変
化
の
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
、
運
用
の
厳
格
さ
な
ど
の
面
の
影
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響
が
注
視
さ
れ
よ
う
。

三
．
重
要
な
銀
行
持
株
会
社
の
定
義

米
連
邦
準
備
制
度
理
事
会
（
Ｆ
Ｒ
Ｂ
）
か
ら
二
〇
一
一
年
二
月
八
日
公
表
さ
れ
た
、「『
主
に
金
融
業
務
に
従
事
す
る
』
こ
と
の
定
義
お

よ
び
『
重
要
な
』
ノ
ン
バ
ン
ク
・
銀
行
持
株
会
社
の
定
義
」
に
係
る
提
案
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
と
し
て
、
全
銀
協
は
外
国
銀
行
に
お
け
る

「
重
要
な
銀
行
持
株
会
社
（signifi cant bank holding com

panies

）」
の
定
義
に
つ
い
て
、
①
外
国
銀
行
に
対
し
て
は
、
規
制
を
課
す
こ
と

の
コ
ス
ト
・
便
益
の
観
点
か
ら
、
外
国
銀
行
の
連
結
総
資
産
ベ
ー
ス
で
の
判
断
に
代
え
て
米
国
拠
点
に
お
け
る
連
結
総
資
産
が
一
定
水
準

以
上
の
場
合
に
適
用
す
る
こ
と
、
②
外
国
銀
行
に
対
し
て
適
用
す
る
場
合
に
は
、
グ
ル
ー
プ
の
資
本
構
成
上
、
中
間
持
株
会
社
（L

ow
er 

T
ier B

H
C

）
は
除
き
、
最
上
位
レ
ベ
ル
（T

op T
ier

）
の
銀
行
持
株
会
社
の
み
を
対
象
と
す
る
こ
と
、
重
要
な
銀
行
持
株
会
社
に
対
す
る

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
報
告
を
行
う
際
に
報
告
対
象
と
な
る
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
等
の
明
確
化
を
図
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
こ
と
、
③
外
国
銀

行
が
銀
行
持
株
会
社
の
ス
テ
ー
タ
ス
を
有
す
る
か
否
か
に
依
ら
ず
公
平
な
扱
い
と
な
る
こ
と
、
外
国
銀
行
が
銀
行
持
株
会
社
ス
テ
ー
タ
ス

を
有
し
な
い
場
合
、
重
要
な
ノ
ン
バ
ン
ク
に
該
当
す
る
か
の
判
定
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
最
上
位
（T

op T
ier

）
に
位
置
す
る
会
社

の
資
産
を
基
準
と
し
た
判
定
が
行
わ
れ
な
い
可
能
性
も
懸
念
さ
れ
る
こ
と
、
を
提
言
し
て
い
る
（
31
）

。

四
．
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
一
律
適
用
な
ら
び
に
域
外
適
用
に
関
す
る
考
察

1
．
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
一
律
適
用
の
考
察

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
に
対
し
て
は
極
端
な
制
限
、
禁
止
行
為
は
銀
行
が
取
り
巻
く
環
境
に
応
じ
て
行
う
施
策
、
手
段
、
方
法
を
狭
め
、

か
つ
各
市
場
そ
の
も
の
が
縮
小
さ
れ
、
逆
に
銀
行
経
営
の
安
全
性
、
健
全
性
並
び
に
社
会
の
健
全
性
が
損
な
わ
れ
る
リ
ス
ク
が
あ
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
る
（
32
）

。
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特
に
外
国
銀
行
に
対
す
る
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
適
用
に
関
し
て
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
第
六
一
九
条
⒟
⑷
I
の
域
外
適
用
の
例
外

条
項
な
ど
の
細
則
策
定
に
際
し
、
法
文
上
は
米
国
Ｂ
Ｈ
Ｃ
（
銀
行
持
株
会
社
）
法
上
の
免
許
を
有
す
る
米
国
外
の
銀
行
が
、
米
国
外
で
行

う
フ
ァ
ン
ド
へ
の
Ｌ
Ｐ
（
リ
ミ
テ
ッ
ド
・
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
）
持
分
投
資
に
つ
い
て
も
当
該
フ
ァ
ン
ド
の
Ｌ
Ｐ
持
分
が
米
国
で
売
却
さ
れ

る
場
合
は
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
対
象
と
な
る
可
能
性
が
あ
り
、
米
国
外
の
銀
行
が
米
国
外
で
（solely outside the U

nited S
tates

）
事

業
を
運
営
す
る
場
合
は
同
ル
ー
ル
の
対
象
外
で
あ
る
こ
と
を
明
確
化
し
て
欲
し
い
旨
が
述
べ
ら
れ
る
（
33
）

。

2
．
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
域
外
適
用
の
考
察

邦
銀
な
ど
米
国
で
活
動
す
る
外
国
銀
行
に
対
し
て
域
外
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
旨
が
述
べ
ら
れ
、
理
由
と
し
て
（
注
）、
①
後
述

のM
orrison v. N

ational A
ustralia B

ank L
td

ケ
ー
ス
（M

orrison

事
件
）
を
引
き
合
い
に
出
し
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
一
七
一
条

（
コ
リ
ン
ズ
修
正
条
項
）
の
条
文
と
意
図
に
反
す
る
こ
と
、
②
外
国
銀
行
も
し
く
は
親
会
社
に
対
し
不
要
な
コ
ス
ト
負
担
を
強
い
る
こ
と
、

信
用
リ
ス
ク
に
関
し
先
進
的
内
部
格
付
手
法
（
Ａ
Ｉ
Ｒ
Ｂ
）
へ
移
行
し
た
銀
行
は
も
は
や
バ
ー
ゼ
ル
Ｉ
に
も
と
づ
く
リ
ス
ク
ベ
ー
ス
の
自

己
資
本
フ
ロ
ア
の
計
算
を
必
要
と
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
③
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
の
合
意
で
あ
る
自
己
資
本
規
制
に
関
す
る
母
国

基
準
の
尊
重
と
い
う
長
年
の
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
方
針
か
ら
逸
脱
し
、
同
様
の
環
境
に
お
か
れ
た
米
銀
と
外
銀
は
同
様
の
規
制
下
に
置
か
れ
る
べ
き

と
の
内
国
民
待
遇
（N
ational T

reatm
ent

）
の
方
針
と
も
合
致
す
る
こ
と
等
を
挙
げ
る
（
34
）

。

ま
た
、
①
米
国
外
に
本
店
を
置
く
外
国
金
融
機
関
が
米
国
外
で
事
業
を
運
営
す
る
場
合
、
同
ル
ー
ル
の
対
象
外
で
あ
る
こ
と
を
明
確
化

し
て
欲
し
い
こ
と
、
②
過
度
の
規
制
が
顧
客
利
便
性
、
経
済
成
長
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
発
展
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
最
小
化
す
る
こ
と
も

重
要
で
、
ホ
ー
ム
・
ホ
ス
ト
両
国
の
監
督
当
局
が
従
来
以
上
に
緊
密
に
連
携
し
て
対
応
す
る
よ
う
配
慮
さ
れ
た
い
こ
と
等
が
述
べ
ら
れ
る
（
35
）

。
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（
21
） 

松
尾
直
彦
「
米
国
ド
ッ
ド
＝
フ
ラ
ン
ク
法
の
域
外
適
用
問
題
」
神
作
裕
之
編
『
企
業
法
制
の
将
来
展
望
』
資
本
市
場
研
究
会
（
二
〇
一
二
年

一
二
月
）
二
一
九
│
二
三
四
頁
。

（
22
） 
松
尾
直
彦
「
金
融
商
品
取
引
法
の
国
際
的
適
用
範
囲
」
東
京
大
学
法
科
大
学
院
ロ
ー
レ
ビ
ュ
ーV

O
L
.6

（
二
〇
一
一
年
九
月
）
二
七
六
│

二
八
六
頁
。

（
23
） 

上
院
法
案
の
議
論
の
中
で
、
Ｃ
Ｆ
Ｔ
Ｃ
所
管
の
上
院
農
業
委
員
会
の
ブ
ラ
ン
シ
ェ
・
リ
ン
カ
ー
ン
委
員
長
か
ら
提
案
さ
れ
て
い
る
。
小
立
敬

「
米
国
に
お
け
る
金
融
制
度
改
革
法
の
成
立
│
ド
ッ
ド
＝
フ
ラ
ン
ク
法
の
概
要
│
」
野
村
資
本
市
場
ク
ォ
ー
タ
リ
ー
二
〇
一
〇
年
夏
号
一
二
七
│

一
五
二
頁
。

（
24
） 

ス
ワ
ッ
プ
・
プ
ッ
シ
ュ
ア
ウ
ト
条
項
に
つ
い
て
は
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
は
法
律
の
成
立
日
か
ら
二
年
後
に
有
効
に
な
る
旨
を
規
定
す
る
。

（
25
） 

ス
ワ
ッ
プ
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
定
義
と
し
て
、
主
要
ス
ワ
ッ
プ
参
加
者
で
あ
る
銀
行
が
除
か
れ
、
銀
行
が
ス
ワ
ッ
プ
・
デ
ィ
ー
ラ
ー
で
な
い
限

り
、
ス
ワ
ッ
プ
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
分
離
は
求
め
ら
れ
な
い
。
銀
行
の
ス
ワ
ッ
プ
業
務
が
直
接
的
に
自
ら
の
リ
ス
ク
を
ヘ
ッ
ジ
し
、
同
種
の
リ
ス
ク

を
緩
和
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
、
ま
た
は
、
Ｃ
Ｄ
Ｓ
（
資
産
担
保
証
券
の
信
用
リ
ス
ク
を
参
照
す
る
も
の
を
含
む
）
を
除
き
、
国
法
銀
行
に
取
引
が

認
め
ら
れ
る
金
利
や
資
産
を
参
照
す
る
ス
ワ
ッ
プ
に
つ
い
て
、
適
用
対
象
外
と
な
る
。
国
法
銀
行
法
で
は
エ
ク
イ
テ
ィ
証
券
の
デ
ィ
ー
リ
ン
グ
を
禁

止
す
る
が
、
そ
れ
以
外
の
ア
セ
ッ
ト
へ
の
投
資
は
広
く
認
め
ら
れ
る
。

（
26
） 

我
が
国
の
金
融
機
関
は
、
プ
ッ
シ
ュ
ア
ウ
ト
・
ル
ー
ル
に
よ
る
影
響
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
。
①
同
ル
ー
ル
は
、
基
本
的
に
米
国
事
業
を
有

し
て
い
る
銀
行
グ
ル
ー
プ
に
関
係
す
る
。
一
定
の
事
業
体
が
特
定
の
目
的
に
お
い
て
、
連
邦
準
備
制
度
の
信
用
枠
も
し
く
は
特
別
融
資
枠

（discount w
indow

）
又
は
Ｆ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
の
保
険
も
し
く
は
保
証
を
利
用
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
。
邦
銀
の
米
国
に
お
け
る
銀
行
子
会
社
、
我
が
国
ま

た
は
そ
の
他
の
外
国
銀
行
の
米
国
の
支
店
を
広
く
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
外
国
銀
行
の
米
国
の
支
店
は
、
一
般
的
に
Ｆ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
保
険

を
有
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
は
Ｆ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
保
証
も
利
用
で
き
な
い
が
、F

ed
に
お
け
る
制
度
や
特
権
に
関
し
て
は
一
般
的
に
利
用
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
。
他
方
で
、
外
国
銀
行
の
米
国
外
の
活
動
は
、
一
般
的
に
プ
ッ
シ
ュ
ア
ウ
ト
・
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
連
邦
政

府
に
よ
る
支
援
の
禁
止
に
関
し
て
は
、
預
金
保
険
対
象
機
関
に
対
し
主
に
二
種
類
の
例
外
措
置
（
ヘ
ッ
ジ
ン
グ
お
よ
び
米
国
の
国
法
銀
行
が
投
資
す

る
こ
と
の
で
き
る
金
利
又
は
参
照
資
産
に
関
す
る
ス
ワ
ッ
プ
）
を
認
め
、
こ
れ
ら
例
外
措
置
は
、
我
が
国
お
よ
び
外
国
銀
行
の
米
国
銀
行
子
会
社
が
、



米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
を
中
心
と
す
る
国
際
金
融
法
制
の
展
開
と
影
響
に
関
わ
る
考
察
（
藤
川
）

四
九

仮
に
ス
ワ
ッ
プ
事
業
体
と
み
な
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
主
要
ス
ワ
ッ
プ
参
加
者
で
あ
る
も
の
の
ス
ワ
ッ

プ
・
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
は
該
当
し
な
い
預
金
保
険
対
象
機
関
に
つ
い
て
は
、
ス
ワ
ッ
プ
事
業
体
の
定
義
か
ら
除
外
さ
れ
る
。
ま
た
プ
ッ
シ
ュ
ア
ウ
ト
・

ル
ー
ル
は
、
預
金
保
険
対
象
機
関
が
、F

ed

の
監
督
下
に
あ
る
銀
行
持
株
会
社
又
は
貯
蓄
貸
付
機
関
の
持
株
会
社
の
一
部
で
あ
る
場
合
に
は
、
一
定

の
条
件
下
で
、
ス
ワ
ッ
プ
事
業
体
関
連
会
社
を
保
有
し
、
か
つ
連
邦
政
府
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
す
る
。
連
邦
準
備
銀
行
の

特
別
融
資
枠
を
利
用
で
き
る
邦
銀
ま
た
は
外
国
銀
行
の
米
国
支
店
に
関
し
て
は
、
例
外
措
置
を
利
用
で
き
る
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
我
が
国
の
事
業

を
有
し
て
い
る
米
国
の
銀
行
に
関
し
て
は
、
プ
ッ
シ
ュ
ア
ウ
ト
・
ル
ー
ル
の
影
響
は
若
干
異
な
る
。
プ
ッ
シ
ュ
ア
ウ
ト
・
ル
ー
ル
は
、
米
国
に
お
い

て
認
可
さ
れ
た
銀
行
の
日
本
の
支
店
を
含
む
全
て
の
支
店
に
適
用
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
、
我
が
国
の
支
店
に
お
け
る
活
動
は
、
米
国

の
銀
行
が
米
国
内
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
同
じ
種
類
の
活
動
（
ヘ
ッ
ジ
ン
グ
、
米
国
の
国
法
銀
行
が
投
資
す
る
こ
と
の
で
き
る
金
利

又
は
参
照
資
産
に
関
す
る
ス
ワ
ッ
プ
、
主
要
ス
ワ
ッ
プ
参
加
者
と
し
て
の
み
の
活
動
等
）
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
み
ら
れ
る
。「
ド
ッ
ド
・

フ
ラ
ン
ク
：
ス
ワ
ッ
プ
・
プ
ッ
シ
ュ
ア
ウ
ト
・
ル
ー
ル
」U

.S
. L
egal D

evelopm
ents by T

ed P
aradise, D

avis P
olk &

 W
ardw

ell L
L
P
.

（
二
〇
一
〇
年
七
月
二
一
日
）。

（
27
） 

松
尾
直
彦
・
前
掲
「
米
国
ド
ッ
ド
＝
フ
ラ
ン
ク
法
の
域
外
適
用
問
題
」
二
三
四
頁
。
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
押
出
し
条
項
施
行
が
先
で
あ
る
た
め
、
当

局
は
関
心
を
払
っ
て
い
な
い
と
指
摘
さ
れ
、
当
局
は
議
会
を
怒
ら
せ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
緩
や
か
な
実
務
的
取
扱
い
を
す
る
こ
と
を
避
け
て
い
る

と
の
見
方
が
あ
る
。

（
28
） 

全
世
界
の
資
産
ベ
ー
ス
の
定
義
が
適
用
さ
れ
る
場
合
、
リ
ビ
ン
グ
ウ
ィ
ル
対
象
一
二
四
社
の
う
ち
九
八
社
が
外
国
銀
行
と
な
り
、
大
半
は
米
国

内
の
事
業
規
模
は
比
較
的
小
さ
く
米
国
に
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
リ
ス
ク
を
及
ぼ
さ
な
い
銀
行
と
い
う
不
可
解
な
結
果
と
な
る
。"A

 C
loser L

ook T
he 

D
odd-F

rank W
all S

treet R
eform

 and C
onsum

er P
rotection A

ct: U
nfinished B

usiness D
odd-F

rank - E
ntering year tw

o 

P
w
C
Japan"

あ
ら
た
監
査
法
人
総
合
金
融
サ
ー
ビ
ス
推
進
本
部
「
残
さ
れ
た
課
題
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
│
成
立
二
年
目
を
む
か
え
て
」

（
二
〇
一
一
年
九
月
）。

（
29
） 

外
国
金
融
機
関
は
Ｏ
Ｔ
Ｃ
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
規
制
の
重
複
を
防
ぐ
べ
く
、
Ｃ
Ｆ
Ｔ
Ｃ
及
び
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
対
し
て
相
互
承
認
を
推
進
し
、
米
国
顧
客
の

保
護
の
必
要
が
明
ら
か
に
あ
る
場
合
に
の
み
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
規
制
適
用
を
求
め
る
よ
う
な
慎
重
な
検
討
を
要
求
し
て
い
る
。



五
〇

（
30
） 

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
に
関
し
て
、
Ｊ
Ｐ
モ
ル
ガ
ン
・
チ
ェ
ー
ス
は
同
ル
ー
ル
の
対
応
策
と
し
て
、
資
産
運
用
事
業
部
内
に
自
己
勘
定
取
引
部
門

の
ト
レ
ー
ダ
ー
で
構
成
す
る
新
た
な
代
替
部
門
を
新
設
す
る
方
針
で
あ
る
。
国
際
的
な
流
動
性
規
制
の
動
き
も
注
目
さ
れ
、
英
国
で
は
金
融
機
関
に

対
し
安
全
性
の
高
い
流
動
性
資
産
を
一
定
以
上
保
有
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
規
制
が
導
入
さ
れ
る
見
通
し
で
、
各
国
に
お
い
て
も
導
入
が
検
討
さ

れ
る
。
同
ル
ー
ル
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
持
つ
行
為
は
従
前
以
上
に
コ
ス
ト
が
か
か
り
、
コ
ス
ト
に
見
合
う
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
得

ら
れ
る
投
資
機
会
は
簡
単
に
は
見
つ
か
ら
な
い
と
の
指
摘
も
あ
る
。
Ｈ
Ｓ
Ｂ
Ｃ
北
米
部
門
は
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
よ
り
コ
ス
ト
面
な
ど
で
少
な

く
と
も
年
間
一
億
一
〇
〇
〇
万
ド
ル
の
影
響
が
あ
る
こ
と
、
ウ
ェ
ル
ズ
・
フ
ァ
ー
ゴ
は
同
法
の
影
響
で
二
〇
一
〇
年
中
に
五
億
三
〇
〇
〇
万
ド
ル
の

コ
ス
ト
増
に
な
る
こ
と
の
見
通
し
を
表
明
し
た
。
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
は
ノ
ン
バ
ン
ク
金
融
会
社
に
よ
る
自
己
勘
定
取
引
は
規
制
し
な
い
が
、
ノ

ン
バ
ン
ク
に
は
銀
行
持
株
会
社
よ
り
厳
格
な
自
己
資
本
、
流
動
性
、
レ
バ
レ
ッ
ジ
、
リ
ス
ク
管
理
等
の
規
制
が
適
用
さ
れ
、
コ
ス
ト
上
昇
は
避
け
難

い
。
石
田
仁
志
「〔
焦
点
〕
動
き
出
す
米
金
融
規
制
改
革
法
、
国
内
金
融
機
関
に
域
外
適
用
の
リ
ス
ク
も
」R

E
U
T
E
R
S

（
二
〇
一
〇
年
九
月
三
〇

日
）、
野
村
資
本
市
場
研
究
所
小
立
敬
お
よ
び
佐
々
木
百
合
教
授
談
（
同
）。

（
31
） 

①
外
国
銀
行
に
対
す
る
連
結
総
資
産
の
判
断
基
準
は
米
国
拠
点
の
総
資
産
を
ベ
ー
ス
と
す
べ
き
で
あ
る
。
②
外
国
銀
行
グ
ル
ー
プ
の
持
株
会
社

へ
の
適
用
は
最
上
位
の
銀
行
持
株
会
社
に
す
べ
き
で
あ
る
。「F

R
Y
-7Q

」（
外
国
銀
行
の
資
本
・
資
産
に
係
る
報
告
）
を
提
出
し
て
い
る
銀
行
持
株

会
社
は
「
重
要
な
銀
行
持
株
会
社
」
に
該
当
す
る
可
能
性
が
あ
る
一
方
で
、
最
上
位
（T

op T
ier

）
で
は
な
い
た
め
に
「F

R
Y
-7Q

」
を
提
出
し
て

い
な
い
中
間
持
株
会
社
（L
ow
er T

ier B
H
C

）
等
は
、
重
要
な
銀
行
持
株
会
社
に
該
当
し
な
い
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
一
方
で
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン

ク
法
第
一
一
三
条
は
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
監
督
に
服
し
健
全
性
基
準
の
充
足
が
求
め
ら
れ
る
ノ
ン
バ
ン
ク
金
融
会
社
で
あ
る
か
を
判
定
す
る
際
に
、
重
要
な

銀
行
持
株
会
社
と
の
取
引
等
を
勘
案
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
第
一
六
五
条
⒟
⑵
で
は
、
五
〇
〇
億
ド
ル
超
の
連
結
総
資
産
を
有
す
る
銀
行
持
株
会
社

等
に
対
し
、「
重
要
な
銀
行
持
株
会
社
」
に
対
す
る
信
用
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
与
信
）
及
び
重
要
な
銀
行
持
株
会
社
か
ら
の
信
用
エ
ク
ス
ポ
ー

ジ
ャ
ー
（
債
務
）
に
係
る
報
告
義
務
を
規
定
す
る
。
連
結
ベ
ー
ス
の
把
握
、
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
報
告
が
求
め
ら
れ
る
の
は
明
確
で
、
グ
ル
ー
プ

の
資
本
構
成
上
、
最
上
位
の
銀
行
持
株
会
社
に
該
当
し
な
い
銀
行
持
株
会
社
に
つ
い
て
は
、
一
律
的
な
か
た
ち
で
重
要
な
銀
行
持
株
会
社
に
該
当
す

る
も
の
で
な
い
こ
と
を
明
確
化
す
べ
き
で
あ
る
。
③
銀
行
持
株
会
社
と
非
銀
行
持
株
会
社
の
公
平
性
を
確
保
す
べ
き
で
あ
る
。
外
国
銀
行
が
レ
ギ
ュ

レ
ー
シ
ョ
ン
Ｙ
に
基
づ
き
銀
行
持
株
会
社
の
ス
テ
ー
タ
ス
を
有
す
る
場
合
、
グ
ル
ー
プ
の
資
本
構
成
上
、
最
上
位
に
位
置
す
る
銀
行
持
株
会
社



米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
を
中
心
と
す
る
国
際
金
融
法
制
の
展
開
と
影
響
に
関
わ
る
考
察
（
藤
川
）

五
一

（F
R
Y
-7Q

の
提
出
先
）
の
連
結
総
資
産
を
基
準
と
し
て
判
定
さ
れ
、
連
結
総
資
産
の
額
が
五
〇
〇
億
ド
ル
以
上
で
あ
れ
ば
重
要
な
銀
行
持
株
会
社

に
該
当
す
る
。
一
方
、
外
国
銀
行
が
銀
行
持
株
会
社
ス
テ
ー
タ
ス
を
有
し
な
い
場
合
、
重
要
な
ノ
ン
バ
ン
ク
に
該
当
す
る
か
の
判
定
が
行
わ
れ
る
が
、

最
上
位
（T

op T
ier

）
に
位
置
す
る
会
社
資
産
を
基
準
と
し
た
判
定
が
行
わ
れ
な
い
可
能
性
も
懸
念
さ
れ
る
。
提
案
で
は
、
外
国
銀
行
が
銀
行
持

株
会
社
ス
テ
ー
タ
ス
を
保
有
し
て
い
る
か
否
か
に
よ
り
重
要
性
の
判
断
基
準
が
異
な
る
懸
念
が
あ
る
。
銀
行
持
株
会
社
を
有
す
る
外
国
銀
行
と
銀
行

持
株
会
社
を
有
し
な
い
外
国
銀
行
が
米
国
で
同
規
模
・
同
業
務
を
行
う
場
合
、
公
平
な
扱
い
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
全
国
銀
行
協
会

「
米
連
邦
準
備
理
事
会
（
Ｆ
Ｒ
Ｂ
）
に
よ
る
「『
主
に
金
融
業
務
に
従
事
す
る
』
こ
と
の
定
義
お
よ
び
『
重
要
な
』
ノ
ン
バ
ン
ク
・
銀
行
持
株
会
社
の

定
義
」
に
係
る
提
案
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
」（
二
〇
一
一
年
三
月
三
〇
日
）
参
照
。

（
32
） 

全
国
銀
行
協
会
「
米
国
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
」（
二
〇
一
〇
年
一
一
月
五
日
）
参
照
。
ま
た
全
国
銀
行
協
会
金
融
調
査
研

究
会
で
は
以
前
よ
り
一
貫
し
て
、
今
般
の
金
融
危
機
後
の
新
た
な
金
融
規
制
の
枠
組
み
の
一
律
適
用
に
は
消
極
的
な
姿
勢
を
み
せ
て
い
る
。
金
融
調

査
研
究
会
第
一
研
究
グ
ル
ー
プ
報
告
書
「
金
融
危
機
下
に
お
け
る
金
融
規
制
・
監
督
等
の
あ
り
方
」
に
つ
い
て
」（
二
〇
一
〇
年
九
月
一
七
日
）、
同

「
金
融
危
機
を
踏
ま
え
た
規
制
・
監
督
の
あ
り
方
〜
世
界
一
律
規
制
か
ら
、
地
域
特
性
を
考
慮
し
た
規
制
へ
の
転
換
〜
」（
二
〇
〇
九
年
一
一
月
二
七

日
）、
金
融
調
査
研
究
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
金
融
危
機
を
踏
ま
え
た
規
制
・
監
督
の
あ
り
方
を
考
え
る
」（
二
〇
一
〇
年
一
二
月
四
日
）。

（
33
） 

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
六
一
九
条
⒟
⑷
I
の
域
外
適
用
の
例
外
条
項
に
よ
れ
ば
、
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
は
、「
外
国
金
融
機
関
に
よ
る
、
米
国

外
の
み
で
持
分
（ow

nership interest

）
が
売
却
さ
れ
る
（
さ
れ
て
い
る
）
Ｐ
Ｅ
フ
ァ
ン
ド
・
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
に
対
す
る
、
米
国
外
で
の

（solely outside the U
nited S

tates

）
投
資
に
は
適
用
さ
れ
な
い
」
と
あ
る
が
、"solely outside of the U

nited S
tates"

の
具
体
的
な
定
義

が
必
要
で
あ
る
。
フ
ァ
ン
ド
の
国
籍
、
運
営
さ
れ
る
場
所
、
ブ
ッ
キ
ン
グ
の
場
所
等
を
考
慮
す
る
こ
と
を
提
案
し
、
外
国
籍
（
ケ
イ
マ
ン
諸
島
を
含

む
）
の
フ
ァ
ン
ド
、
米
国
外
で
運
営
さ
れ
る
フ
ァ
ン
ド
、「
ブ
ッ
キ
ン
グ
が
米
国
外
（
邦
銀
で
あ
れ
ば
東
京
）
で
行
わ
れ
て
い
る
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド

向
投
資
」
は
、
米
国
外
で
の
取
引
に
該
当
す
る
こ
と
か
ら
規
制
対
象
外
で
あ
る
こ
と
を
明
確
化
す
べ
き
と
考
え
る
。

（
34
） 

全
国
銀
行
協
会
「
米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
・
ウ
ォ
ー
ル
ス
ト
リ
ー
ト
改
革
お
よ
び
消
費
者
保
護
法
に
よ
る
自
己
資
本
規
制
の
フ
ロ
ア
ル
ー
ル

改
正
等
に
係
る
市
中
協
議
文
書
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
」（
二
〇
一
一
年
二
月
二
三
日
）
参
照
。

（
35
） 

全
国
銀
行
協
会
「
米
国
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
経
過
期
間
に
係
る
Ｆ
Ｒ
Ｂ
提
案
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
」（
二
〇
一
一
年
一
月
七
日
）。



五
二

第
五
章　

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
定
と
Ｔ
Ｏ
Ｂ
・
Ｍ
＆
Ａ
の
交
錯

一
．
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
定

1
．
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
関
連
規
制
の
強
化

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
関
連
規
制
の
強
化
に
焦
点
を
絞
り
、
近
時
司
法
判
断
が
下
さ
れ
、
注
目
を
集
め
る
プ
ロ

ク
シ
・
フ
ァ
イ
ト
な
ど
Ｔ
Ｏ
Ｂ
・
Ｍ
＆
Ａ
の
交
錯
局
面
の
問
題
に
関
し
て
更
に
考
察
を
進
め
る
。
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
ガ
バ
ナ
ン
ス

関
連
条
項
に
つ
い
て
（
36
）

、
①
第
九
五
一
条
（
一
九
三
四
年
証
券
取
引
所
法
一
四
Ａ
条
の
改
正
）
は
、
株
主
に
役
員
報
酬
お
よ
び
敵
対
的
買
収
防
衛

策
で
あ
る
役
員
退
職
金
に
関
す
る
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
パ
ラ
シ
ュ
ー
ト
（G

olden P
arachute

）
に
つ
い
て
の
定
期
的
な
株
主
の
セ
イ
オ
ン
ペ
イ

（S
ay on P

ay

）
の
任
意
の
投
票
権
（a periodic advisory vote

）
を
賦
与
す
る
。
②
第
九
五
二
条
等
は
、
報
酬
委
員
会
が
完
全
に
独
立
し
、

委
員
会
が
特
定
の
指
定
さ
れ
た
監
督
責
任
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
、
報
酬
委
員
会
が
独
立
性
の
基
準
と
独
立
し
た
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
お
よ
び

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
た
め
の
要
求
項
目
を
強
化
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
ブ
ロ
ー
カ
ー
が
取
締
役
の
選
任
な
ら
び
に
役
員
報
酬
に
つ
き
自
由

裁
量
の
投
票
を
行
使
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
。
③
第
九
五
三
条
で
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
企
業
に
役
員
報
酬
に
関
し
て
追
加
の
情
報
公
開
を
提
供
す

る
こ
と
を
規
定
す
る
。
④
第
九
五
四
条
は
役
員
報
酬
に
関
し
て
サ
ー
ベ
ン
ス
・
オ
ク
ス
レ
ー
法
（S

arbanes-O
xley A

ct　
Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
）
の
規

則
を
拡
大
す
る
。
誤
っ
て
与
え
ら
れ
た
報
酬
に
対
し
て
ク
ロ
ー
バ
ッ
ク
（claw

back

）
政
策
を
行
う
場
合
の
要
求
事
項
を
設
定
す
る
。
⑤

第
九
七
一
条
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
対
し
て
プ
ロ
ク
シ
・
ア
ク
セ
ス
（proxy access

）
ル
ー
ル
の
採
用
に
つ
い
て
の
認
可
権
限
を
与
え
る
。
株
主

が
会
社
の
株
主
総
会
招
集
通
知
を
候
補
者
を
取
締
役
に
指
名
す
る
た
め
に
使
用
を
許
さ
れ
る
同
ル
ー
ル
を
広
め
る
権
限
を
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
有
す

る
こ
と
を
確
認
す
る
。
⑥
第
九
七
二
条
は
、
企
業
が
同
一
人
が
Ｃ
Ｅ
Ｏ
と
取
締
役
会
長
の
地
位
の
双
方
を
有
す
る
か
、
理
由
に
つ
い
て
の



米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
を
中
心
と
す
る
国
際
金
融
法
制
の
展
開
と
影
響
に
関
わ
る
考
察
（
藤
川
）

五
三

公
表
を
求
め
る
。
報
酬
、
従
業
員
お
よ
び
取
締
役
間
の
ヘ
ッ
ジ
ン
グ
取
引
（em

ployee and director hedging transactions

）、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
と
取

締
役
会
議
長
の
役
割
の
分
化
（separation of the C

E
O
 and B

oard chair roles

）
に
関
す
る
会
社
決
定
の
開
示
を
強
化
す
る
。
⑦
第

九
八
九
Ｇ
条
で
は
、
小
規
模
発
行
者
に
対
し
て
、
Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
第
四
〇
四
条
⒝
の
要
求
す
る
内
部
統
制
に
関
す
る
監
査
人
証
明
（the 

internal controls auditor attestation requirem
ent of S

ection 404 

（b

） of the S
arbanes-O

xley A
ct

）
の
要
求
か
ら
の
免
除
を
賦
与
す
る
（
37
）

。

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
い
て
は
役
員
報
酬
と
企
業
実
績
の
連
動
性
な
ら
び
に
Ｃ
Ｅ
Ｏ
報
酬
と
他
の
役
職
員
報
酬
の
比
率
の
開
示
な

ど
の
規
定
に
つ
き
Ｓ
Ｅ
Ｃ
規
則
策
定
が
求
め
ら
れ
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
議
決
権
行
使
助
言
機
関
の
利
益
相
反
、
不
透
明
性
に
つ
い
て
問
題
提
起
し
、

規
制
強
化
の
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
る
。

①
金
融
機
関
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
報
酬
：
今
回
の
金
融
危
機
の
一
因
と
さ
れ
る
金
融
機
関
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
報
酬
規
制
に
つ
い
て
は
、

連
結
資
産
一
〇
億
ド
ル
以
上
の
金
融
機
関
は
不
適
切
な
リ
ス
ク
に
繋
が
る
過
度
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
報
酬
な
ど
が
禁
じ
ら
れ
、
加
え
て
金

融
機
関
を
重
大
な
リ
ス
ク
に
晒
し
得
る
職
員
を
特
定
し
て
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
報
酬
を
承
認
・
文
書
化
す
る
こ
と
、
役
員
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ

ブ
報
酬
の
五
〇
％
以
上
を
三
年
以
上
繰
り
延
べ
る
こ
と
な
ど
が
求
め
ら
れ
る
（
38
）

。
②
セ
イ
オ
ン
ペ
イ
：
セ
イ
オ
ン
ペ
イ
は
、
株
主
が
株
主
総

会
に
お
い
て
役
員
報
酬
に
対
し
て
拘
束
力
の
な
い
決
議
を
行
う
権
利
を
指
し
（
39
）

、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
委
任
状
勧
誘
規
則
に
よ
り
株
主
総
会
等
の
委
任

状
等
に
は
、
少
な
く
と
も
三
年
ご
と
に
開
示
が
義
務
付
け
ら
れ
る
役
員
報
酬
の
承
認
の
た
め
に
株
主
に
よ
る
決
議
、
お
よ
び
少
な
く
と
も

六
年
ご
と
に
前
記
決
議
の
頻
度
を
定
め
る
株
主
に
よ
る
決
議
が
含
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
背
景
に
は
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
会
社
法
な
ど

が
企
業
経
営
者
寄
り
で
、
株
主
が
企
業
に
対
し
て
発
言
す
る
機
会
が
少
な
い
こ
と
、
最
多
得
票
制
（plurality voting

）
で
は
会
社
提
案
の

取
締
役
選
任
は
事
実
上
確
実
で
あ
り
、
棄
権
・
反
対
票
が
死
票
と
な
る
こ
と
（
40
）

が
挙
げ
ら
れ
る
。
③
公
益
通
報
保
護
│
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引

に
お
け
る
通
報
者
保
護
の
拡
大
：
通
報
者
保
護
に
つ
い
て
、
米
国
に
お
い
て
は
一
九
八
八
年
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
お
よ
び
証
券
詐
欺
執
行



五
四

法
に
よ
り
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
通
報
者
に
報
奨
金
を
支
払
う
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
（
41
）

。
Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
に
よ
り
、
上
場
企
業
に

お
け
る
通
報
者
保
護
が
図
ら
れ
、
今
時
金
融
危
機
を
受
け
て
、
保
護
の
拡
大
を
証
券
法
違
反
に
拡
大
し
、
公
益
通
報
（W

histle blow
ing

）

の
促
進
と
保
護
の
強
化
か
ら
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
第
九
二
二
条
に
お
い
て
、
自
社
の
証
券
法
違
反
に
関
す
る
独
自
に
知
り
得
た
情
報

を
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
任
意
で
通
報
し
た
結
果
、
一
〇
〇
万
ド
ル
以
上
の
民
事
制
裁
金
賦
課
に
至
っ
た
場
合
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
通
報
者
に
民
事
制
裁
金
の

一
〇
│
三
〇
％
を
報
奨
金
と
し
て
支
払
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
、
ま
た
企
業
側
が
公
益
通
報
者
に
対
し
て
告
発
を
理
由
と
す
る
不
利
益
を
与

え
る
こ
と
を
禁
じ
る
。
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
二
〇
一
一
年
一
一
月
三
日
公
益
通
報
の
促
進
と
保
護
に
関
す
る
規
則
案
を
採
択
し
、
第
一
に
、
報
償
の

対
象
と
な
ら
な
い
公
益
通
報
者
と
し
て
、
法
律
・
契
約
上
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
既
に
情
報
提
供
義
務
を
負
う
者
、
弁
護
士
・
会
計
士
な
ど
の
顧
客
情

報
に
よ
り
報
奨
金
を
得
る
者
、
不
正
情
報
等
に
よ
り
社
内
で
対
処
す
る
役
目
の
者
を
定
義
づ
け
る
。
第
二
に
、
公
益
通
報
者
が
自
社
の
コ

ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
部
門
や
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
な
い
が
し
ろ
に
し
な
い
た
め
の
措
置
も
規
定
す
る
。
自
社
の
コ
ン
プ
ラ

イ
ア
ン
ス
部
門
に
報
告
し
、
九
〇
日
以
内
に
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
報
告
す
れ
ば
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
部
門
報
告
日
を
も
っ
て
Ｓ
Ｅ
Ｃ
へ
の
報
告
日

と
す
る
が
、
そ
の
間
に
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
情
報
を
得
る
こ
と
や
他
の
内
部
者
に
先
に
告
発
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
な
り
、
内
部
告
発
者
に
と
っ
て
利

点
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
沿
う
最
初
の
報
告
者
に
よ
り
高
い
報
奨
金
を
与
え
る
こ
と
を
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
検

討
で
き
る
。
従
前
の
証
券
法
違
反
に
関
わ
る
制
度
は
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
関
連
に
限
定
さ
れ
、
報
奨
金
上
限
も
一
〇
％
で
あ
り
、
活
用
さ

れ
て
い
な
い
の
が
実
態
で
あ
る
。
課
題
と
し
て
、
第
一
に
、
従
業
員
が
報
奨
金
目
当
て
に
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
違
反
事
案
を
直
接
持
ち
込
み
、
企
業

の
自
主
的
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
活
動
を
阻
害
し
か
ね
な
い
こ
と
、
第
二
に
州
法
曹
協
会
に
よ
り
Ｓ
Ｅ
Ｃ
へ
の
情
報
提
供
が
認
め
ら
れ
る
場

合
は
弁
護
士
等
も
報
奨
金
対
象
の
公
益
通
報
者
と
な
り
得
る
こ
と
に
つ
い
て
、
批
判
・
懸
念
が
表
明
さ
れ
る
。
第
三
に
、
同
法
で
は
公
益

通
報
制
度
の
担
当
部
署
を
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
設
置
す
る
が
、
臨
時
予
算
の
た
め
に
組
織
編
成
が
進
ん
で
い
な
い
点
も
指
摘
さ
れ
、
執
行
部
門
の
確



米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
を
中
心
と
す
る
国
際
金
融
法
制
の
展
開
と
影
響
に
関
わ
る
考
察
（
藤
川
）

五
五

立
が
必
要
と
さ
れ
よ
う
。

2
．
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
報
酬
規
制
と
我
が
国
へ
の
影
響
│
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
相
違
と
接
点
│

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
報
酬
規
制
と
我
が
国
法
制
度
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
も
、
今
後
の
考
察
す
べ
き
課
題
と
な
ろ
う
（
42
）

。
株
主
総

会
の
権
限
な
ど
を
定
め
る
会
社
法
に
相
当
す
る
法
律
は
米
国
で
は
州
法
管
轄
、
同
法
が
改
正
し
た
一
九
三
四
年
証
券
取
引
所
法
は
連
邦
法
、

金
融
商
品
取
引
法
に
相
当
す
る
市
場
法
で
あ
る
な
ど
（
43
）

、
会
社
法
制
の
関
係
で
制
度
設
計
な
ど
の
相
違
が
あ
る
。
我
が
国
上
場
会
社
の
大
多

数
を
占
め
る
監
査
役
設
置
会
社
は
ガ
バ
ナ
ン
ス
構
造
も
異
な
り
、
実
務
の
運
用
は
と
も
か
く
、
法
律
・
制
度
面
で
セ
イ
オ
ン
ペ
イ
が
問
題

と
な
る
余
地
は
現
状
で
は
多
く
な
い
と
理
解
さ
れ
よ
う
。
セ
イ
オ
ン
ペ
イ
は
、
取
締
役
（director

）
報
酬
で
な
く
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
規
則
に
よ
り

個
別
開
示
義
務
が
課
さ
れ
る
一
定
の
上
級
役
員
（executive offi  cer

）
報
酬
を
対
象
と
し
、
上
級
役
員
は
監
査
役
設
置
会
社
に
お
け
る
業

務
執
行
取
締
役
、
執
行
役
員
（
法
律
上
は
使
用
人
）
の
い
ず
れ
か
と
い
う
議
論
も
あ
ろ
う
。
Ｃ
Ｅ
Ｏ
、
Ｃ
Ｆ
Ｏ
な
ど
一
定
の
上
級
役
員
の
個

人
別
報
酬
額
の
開
示
を
前
提
に
、
開
示
内
容
に
対
し
て
法
的
効
力
の
な
い
承
認
決
議
を
と
る
仕
組
み
で
、
個
々
の
役
員
が
最
終
的
に
受
領

し
た
報
酬
額
も
含
め
、
事
後
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
性
質
を
有
す
る
が
、
他
方
、
会
社
法
で
は
法
的
効
力
の
あ
る
承
認
決
議
を
必
要
と
し
つ
つ
、

事
前
に
総
額
の
報
酬
枠
を
設
け
る
。
二
〇
一
〇
年
連
結
報
酬
等
の
総
額
が
一
億
円
以
上
の
取
締
役
等
に
つ
い
て
個
人
別
報
酬
額
の
開
示
を

義
務
付
け
る
制
度
が
導
入
さ
れ
る
が
、
金
融
商
品
取
引
法
に
基
づ
く
有
価
証
券
報
告
書
の
開
示
で
あ
り
、
会
社
法
上
の
取
締
役
の
報
酬
等

決
議
と
は
リ
ン
ク
し
な
い
。
も
っ
と
も
、
会
社
の
業
務
執
行
者
の
報
酬
等
に
対
す
る
株
主
の
チ
ェ
ッ
ク
機
能
の
制
度
的
担
保
の
面
で
共
通

点
は
あ
り
、
私
見
で
あ
る
が
、
実
質
的
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
構
造
の
調
和
と
共
に
、
収
斂
す
る
方
向
に
働
く
面
が
あ
ろ
う
か
。
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3 
．
プ
ロ
ク
シ
・
ア
ク
セ
ス
・
ル
ー
ル
と
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
パ
ラ
シ
ュ
ー
ト
│
米
国
に
お
け
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
不
透
明
さ
と
今
後
の

展
開
│

米
国
に
お
け
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
不
透
明
さ
も
指
摘
さ
れ
、
今
後
の
展
開
が
注
視
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
プ
ロ
ク
シ
・
ア
ク
セ
ス
、

ゴ
ー
ル
デ
ン
・
パ
ラ
シ
ュ
ー
ト
に
関
す
る
考
察
を
深
め
て
み
た
い
。

⑴
プ
ロ
ク
シ
・
ア
ク
セ
ス
・
ル
ー
ル　

Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
よ
る
プ
ロ
ク
シ
・
ア
ク
セ
ス
・
ル
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
〇
年
八
月
二
五
日
に

全
て
の
米
国
公
開
会
社
に
対
し
て
義
務
的
な
ル
ー
ル
を
採
用
し
、
あ
る
会
社
の
議
決
権
付
株
式
の
三
％
以
上
を
三
年
間
保
有
す
る
株
主
ま

た
は
株
主
集
団
は
、
当
該
会
社
の
委
任
状
加
入
資
料
（proxy m

aterials

）
を
用
い
て
、
取
締
役
総
数
の
四
分
の
一
ま
で
を
指
名
す
る
権
利

を
有
す
る
。
支
配
目
的
で
な
い
こ
と
の
証
明
と
し
て
、
同
ル
ー
ル
を
利
用
す
る
株
主
ま
た
は
株
主
集
団
は
、
支
配
権
の
変
化
を
生
じ
さ
せ

る
、
ま
た
は
同
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
許
容
さ
れ
て
い
る
数
を
超
え
る
取
締
役
の
ポ
ス
ト
を
獲
得
す
る
意
図
の
な
い
こ
と
を
認
証
す
る
必
要
が

あ
る
。
取
締
役
候
補
者
数
の
制
限
と
し
て
、
会
社
は
、
そ
の
委
任
状
勧
誘
資
料
に
お
い
て
、
そ
の
取
締
役
会
の
二
五
％
超
を
占
め
る
取
締

役
候
補
者
に
つ
い
て
記
帳
の
義
務
は
な
い
と
み
ら
れ
る
。
会
社
が
二
五
％
超
の
上
限
を
超
え
る
対
立
す
る
候
補
者
に
指
名
を
受
け
た
場
合
、

対
立
す
る
候
補
者
指
名
を
先
着
順
で
配
分
す
る
と
い
う
Ｓ
Ｅ
Ｃ
提
案
か
ら
の
変
更
点
と
し
て
、
議
決
権
付
証
券
の
持
分
比
率
が
最
も
高
い

株
主
ま
た
は
株
主
集
団
が
優
先
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
候
補
者
の
適
格
性
と
し
て
、
候
補
者
に
指
名
さ
れ
る
た
め
に
は
、
該
当
す
る
国
法

証
券
取
引
所
ま
た
は
協
会
に
よ
る
客
観
的
な
独
立
性
基
準
を
充
足
す
る
必
要
が
あ
る
。
他
方
、
指
名
す
る
株
主
、
指
名
さ
れ
る
候
補
者
と

の
関
係
に
は
制
限
が
な
い
。
開
示
お
よ
び
記
述
に
関
す
る
法
的
責
任
と
し
て
、
指
名
さ
れ
る
株
主
候
補
者
と
指
名
を
行
う
株
主
と
の
関
連

性
に
つ
い
て
、
一
定
の
開
示
が
求
め
ら
れ
る
（
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
Ｎ（44
）

）。

⑵
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
パ
ラ
シ
ュ
ー
ト　

連
邦
金
融
監
督
で
あ
る
連
邦
預
金
保
険
公
社
Ｆ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
は
、
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
一
四
日
金
融
機



米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
を
中
心
と
す
る
国
際
金
融
法
制
の
展
開
と
影
響
に
関
わ
る
考
察
（
藤
川
）

五
七

関
向
け
通
達
「
銀
行
等
に
お
け
る
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
パ
ラ
シ
ュ
ー
ト
の
申
請
に
関
す
る
解
釈
ガ
イ
ダ
ン
ス
（G

uidance on G
olden P

arachute 

A
pplications

）」
を
発
出
し
て
い
る
（
45
）

。
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
主
要
な
内
容
と
し
て
は
、
①
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
パ
ラ
シ
ュ
ー
ト
の
報
酬
支
払
は
、
問

題
金
融
機
関
が
、
関
連
事
業
会
社
（institution-affi  liated party IA

P

）
の
関
連
性
廃
止
に
伴
い
支
払
う
報
酬
に
も
関
与
す
る
。
②
預
金
保

険
法
（F

D
I A
ct

）
お
よ
び
適
用
規
則
は
、
問
題
金
融
機
関
（
銀
行
検
査
で
総
合
評
価
の
格
付
け
が
四
お
よ
び
五
に
合
致
す
る
金
融
機
関
）
に
つ
い

て
は
規
則
に
別
途
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
パ
ラ
シ
ュ
ー
ト
報
酬
の
支
払
を
禁
止
す
る
。
例
外
は
、
特
定
の
状
況
で

か
つ
特
別
な
承
認
が
な
さ
れ
た
場
合
の
み
申
請
に
よ
り
許
可
さ
れ
る
。
③
銀
行
の
上
級
管
理
者
に
利
す
る
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
パ
ラ
シ
ュ
ー
ト

報
酬
支
払
の
申
請
は
、
当
該
受
給
者
の
銀
行
へ
の
影
響
、
主
要
な
法
人
の
主
導
性
お
よ
び
政
策
決
定
、
就
中
ハ
イ
リ
ス
ク
な
銀
行
戦
略
に

か
か
る
活
動
へ
の
関
与
な
ど
、
個
人
の
実
績
評
価
を
含
む
高
度
な
精
査
結
果
（scrutiny

）
に
従
う
。
④
本
通
達
は
、
申
請
時
に
要
求
さ
れ

る
情
報
の
類
型
の
詳
細
な
ガ
イ
ダ
ン
ス
な
ら
び
に
監
督
機
関
職
員
が
申
請
や
支
払
額
案
を
評
価
す
る
際
の
考
慮
す
べ
き
要
素
を
提
供
す
る
。

⑤
申
請
手
続
き
の
簡
素
化
や
申
請
数
の
削
減
を
意
図
し
て
、
本
ガ
イ
ダ
ン
ス
は
ほ
と
ん
ど
の
ケ
ー
ス
に
該
当
す
る
一
人
あ
た
り
最
高
五
千

ド
ル
の
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
パ
ラ
シ
ュ
ー
ト
報
酬
の
支
払
に
つ
い
て
は
申
請
不
要
と
し
た
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
、
銀
行
は
受
取
人
の
署
名
お

よ
び
受
取
り
金
額
に
つ
い
て
確
定
日
付
と
と
も
に
支
払
い
記
録
の
保
管
が
義
務
付
け
ら
れ
る
。
⑥
複
数
件
を
ま
と
め
た
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
パ

ラ
シ
ュ
ー
ト
報
酬
の
申
請
形
式
と
し
て
、
金
融
機
関
が
同
様
の
責
任
を
持
つ
比
較
的
低
水
準
の
従
業
員
に
対
し
、
ま
た
は
人
員
整
理
や
組

織
再
編
に
伴
う
低
額
の
支
払
を
求
め
て
来
た
場
合
も
同
様
に
認
め
ら
れ
る
。
⑦
Ｆ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
は
、
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
パ
ラ
シ
ュ
ー
ト
報
酬
の
支

払
申
請
の
承
認
に
際
し
、
段
階
的
分
割
支
払
ま
た
は
報
酬
を
条
件
付
で
減
ら
す
条
件
付
回
収
条
項
（claw

back provision

）」
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

⑶
米
国
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
停
滞　

米
国
の
経
営
者
団
体
で
あ
る
米
国
商
工
会
議
所
（the U

.S
. C
ham
ber of C

om
m
erce

）
お
よ
び
ビ
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ジ
ネ
ス
円
卓
（the B

usiness R
oundtable

）
は
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
実
施
延
期
を
目
指
し
て
ロ
ビ
ー
活
動
を
行
な
っ
て
い
る
。
プ
ロ
ク

シ
・
ア
ク
セ
ス
と
称
さ
れ
る
役
員
選
任
に
関
す
る
株
主
提
案
の
容
易
化
に
つ
い
て
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
規
則
制
定
し
、
株
主
に
よ
る
経
営
者
へ
の

チ
ェ
ッ
ク
機
能
が
高
ま
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
。
プ
ロ
ク
シ
・
ア
ク
セ
ス
の
実
施
に
よ
り
、
株
式
の
三
％
以
上
を
三
年
間
以
上
継
続
し
て

保
有
す
る
株
主
ま
た
は
株
主
グ
ル
ー
プ
は
、
取
締
役
数
の
二
五
％
以
下
ま
た
は
一
名
の
取
締
役
候
補
者
を
提
案
で
き
る
。
提
案
は
会
社
側

が
作
成
す
る
株
主
総
会
招
集
通
知
に
記
載
さ
れ
、
株
主
は
低
コ
ス
ト
で
取
締
役
選
任
議
案
を
争
う
こ
と
が
で
き
る
。
我
が
国
の
株
主
提
案

権
に
比
べ
、
持
株
数
・
期
間
の
制
限
が
厳
し
く
、
提
案
取
締
役
数
の
上
限
が
あ
り
、
株
主
に
と
っ
て
使
い
に
く
い
制
度
で
も
あ
ろ
う
が
、

取
締
役
選
任
を
株
主
が
経
営
陣
と
争
う
場
合
に
、
従
前
は
委
任
状
争
奪
を
伴
う
コ
ス
ト
高
の
方
法
し
か
な
か
っ
た
の
に
比
べ
て
、
株
主
主

導
の
取
締
役
選
任
を
容
易
化
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

プ
ロ
ク
シ
・
ア
ク
セ
ス
に
対
す
る
経
営
者
団
体
の
警
戒
感
は
強
く
、
特
殊
な
意
図
を
持
っ
た
者
が
取
締
役
に
な
り
、
企
業
価
値
を
減
少

さ
せ
る
経
営
判
断
を
下
す
懸
念
も
あ
る
と
し
て
反
発
し
（
46
）

、
米
国
商
工
会
議
所
お
よ
び
ビ
ジ
ネ
ス
円
卓
は
共
同
で
プ
ロ
ク
シ
・
ア
ク
セ
ス
の

内
容
お
よ
び
実
施
時
期
の
再
考
を
求
め
て
提
訴
し
て
い
た
（
47
）

。
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
規
則
の
実
施
時
期
に
つ
い
て
裁
量
権
を
有
し
、
性
急
な
実
施
は

不
測
の
コ
ス
ト
を
要
し
、
不
明
確
な
規
制
お
よ
び
無
用
な
混
乱
を
生
じ
る
懸
念
が
あ
る
と
の
見
方
に
配
慮
し
、
再
検
討
を
行
な
う
こ
と
を

決
め
て
い
る
（
48
）

。

⑷
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
新
展
開
と
Ｔ
Ｏ
Ｂ
・
Ｍ
＆
Ａ
の
交
錯　

米
国
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
不
透
明
さ
を
示
す
も
の
と
し
て
、

プ
ロ
ク
シ
・
ア
ク
セ
ス
の
問
題
が
大
き
な
注
目
を
集
め
て
き
て
い
る
。
Ｔ
Ｏ
Ｂ
な
ど
Ｍ
＆
Ａ
と
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
交
錯
す

る
先
鋭
化
し
た
局
面
と
し
て
、
プ
ロ
ク
シ
・
ア
ク
セ
ス
と
Ｓ
Ｅ
Ｃ
規
則
の
問
題
が
米
国
に
お
け
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
不
透
明
さ
を
示
す

も
の
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
。
こ
の
ほ
か
、
現
下
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
問
題
と
し
て
、Independent C

hairm
an

（
取
締
役
会
議
長
と
Ｃ
Ｅ
Ｏ
の



米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
を
中
心
と
す
る
国
際
金
融
法
制
の
展
開
と
影
響
に
関
わ
る
考
察
（
藤
川
）

五
九

分
離
）、C

lasasifi ed B
oards

（
期
差
任
期
制
）、C

om
pensation C

om
m
ittee Independence

（
報
酬
委
員
会
の
独
立
性
）
な
ど
が
あ
る
。

国
際
金
融
法
制
の
う
ち
、
米
国
金
融
改
革
法
を
中
心
に
述
べ
て
き
た
が
、
セ
イ
オ
ン
ペ
イ
な
ど
同
法
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
関
連
規
定
は
重
要
で

あ
る
。
役
員
選
任
に
関
す
る
株
主
提
案
の
容
易
化
に
関
す
る
プ
ロ
ク
シ
・
ア
ク
セ
ス
・
ル
ー
ル
に
つ
い
て
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
規
則
制
定
し
、
株

主
に
よ
る
経
営
者
へ
の
チ
ェ
ッ
ク
機
能
が
高
ま
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
。
二
〇
一
〇
年
八
月
二
五
日
全
て
の
米
国
公
開
会
社
に
対
し
て
義

務
的
な
ル
ー
ル
を
採
用
し
、
議
決
権
付
株
式
の
三
％
以
上
を
三
年
間
保
有
す
る
株
主
ま
た
は
株
主
集
団
は
、
当
該
会
社
の
委
任
状
加
入
資

料
（proxy m

aterials

）
を
用
い
て
、
取
締
役
総
数
の
四
分
の
一
以
下
、
ま
た
は
一
名
を
指
名
す
る
権
利
を
有
す
る
。
我
が
国
の
株
主
提
案

権
に
比
べ
、
持
株
数
・
期
間
の
制
限
が
厳
し
く
、
提
案
取
締
役
数
の
上
限
が
あ
る
が
、
取
締
役
選
任
を
株
主
が
経
営
陣
と
争
う
場
合
に
、

従
前
の
委
任
状
争
奪
と
い
う
コ
ス
ト
の
か
か
る
方
法
に
比
べ
、
株
主
主
導
の
取
締
役
選
任
を
容
易
化
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

二
．
セ
イ
オ
ン
ペ
イ
お
よ
び
プ
ロ
ク
シ
・
ア
ク
セ
ス
とR

ed Flag

の
相
関
な
ら
び
に
法
実
務
の
影
響

1
．
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
報
酬
規
制
と
日
本
法
実
務
の
影
響
│
Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
と
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
規
制
強
化
│

二
〇
〇
二
年
Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
は
三
つ
の
委
員
会
の
う
ち
、
事
後
的
に
監
査
委
員
会
の
機
能
を
強
化
し
て
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
さ
れ
る
内
部
統
制
シ

ス
テ
ム
の
実
効
性
を
高
め
、
米
上
場
企
業
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
強
化
せ
ん
と
す
る
。
他
方
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
は
、
報

酬
委
員
会
の
機
能
を
強
化
し
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
に
よ
る
高
額
報
酬
を
目
当
て
の
経
営
を
未
然
に
防
ぎ
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
質
を
高
め

ん
と
す
る
。
第
一
に
、
米
上
場
企
業
の
報
酬
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
は
、
全
て
独
立
取
締
役
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

証
券
取
引
所
や
ナ
ス
ダ
ッ
ク
上
場
の
外
国
籍
企
業
は
規
制
の
適
用
を
免
除
さ
れ
る
（
九
五
二
条
⒜
項
）。
第
二
に
、
全
て
の
米
上
場
企
業
に

セ
イ
オ
ン
ペ
イ
を
取
り
入
れ
、
株
主
総
会
が
役
員
報
酬
に
つ
い
て
勧
告
的
決
議
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
（
九
五
一
条
）、

ま
た
米
上
場
企
業
の
報
酬
委
員
会
が
会
社
役
員
の
報
酬
水
準
、
報
酬
内
容
な
ど
を
決
定
す
る
際
に
用
い
る
外
部
報
酬
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
に



六
〇

つ
い
て
、
会
社
か
ら
の
独
立
性
を
考
慮
す
べ
き
こ
と
を
義
務
づ
け
る
（
九
五
二
条
⒜
項
）。
さ
ら
に
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
が
取
締
役
会
議
長
を
兼
務
し

て
い
る
場
合
、
理
由
を
今
後
制
定
さ
れ
る
米
証
券
取
引
委
員
会
規
則
に
従
い
開
示
す
べ
き
と
す
る
条
項
（
九
七
二
条
）、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
な
ど
に
関

す
る
報
酬
開
示
規
制
強
化
も
盛
り
込
ま
れ
る
。

同
様
の
改
革
は
Ｅ
Ｕ
諸
国
で
も
実
施
さ
れ
、
我
が
国
で
は
会
社
役
員
の
報
酬
の
総
額
と
内
容
は
監
査
役
会
設
置
会
社
の
場
合
は
株
主
総

会
が
決
定
し
、
米
国
企
業
よ
り
も
厳
し
い
規
律
が
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
株
主
総
会
で
決
定
さ
れ
た
役
員
報
酬
総
額
の
範
囲
内
で
、

個
別
役
員
へ
の
分
配
は
代
表
取
締
役
社
長
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
透
明
性
に
課
題
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
役
員
報
酬
の
決
定

メ
カ
ニ
ズ
ム
に
関
す
る
透
明
性
向
上
、
代
表
取
締
役
社
長
と
取
締
役
会
議
長
と
の
分
離
、
ま
た
は
分
離
し
な
い
場
合
の
理
由
の
説
明
の
必

要
性
に
つ
い
て
議
論
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
（
49
）

。

2
．
セ
イ
オ
ン
ペ
イ
と
法
実
務
へ
の
影
響

R
ed F

lag

に
つ
い
て
は
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
で
あ
る
セ
イ
オ
ン
ペ
イ
、
プ
ロ
ク
シ
・
ア
ク
セ
ス
と
の
相
関

も
注
視
さ
れ
よ
う
。
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
実
質
的
域
外
適
用
の
影
響
な
ど
か
ら
、
我
が
国
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
実
務
あ
る
い
は
組
織
体
制

が
変
容
す
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
先
ず
、
セ
イ
オ
ン
ペ
イ
の
我
が
国
へ
の
影
響
に
つ
い
て
み
る
と
、
法
律
・
制
度
面
で
問
題
と
な
る
余
地

は
少
な
い
こ
と
は
述
べ
た
が
、
実
務
面
で
は
以
下
の
検
討
が
さ
れ
る
。

⑴
セ
イ
オ
ン
ペ
イ
の
実
務
導
入
と
影
響

第
一
に
、
報
酬
委
員
会
メ
ン
バ
ー
に
関
す
る
独
立
性
要
件
強
化
に
つ
い
て
、
米
国
証
券
取
引
所
は
上
場
基
準
に
お
い
て
報
酬
委
員
会
委

員
全
員
が
独
立
取
締
役
で
あ
る
こ
と
を
求
め
て
お
り
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
は
独
立
性
要
件
を
強
化
し
、
当
該
取
締
役
に
対
し
支
払
わ

れ
る
そ
の
他
の
報
酬
お
よ
び
当
該
取
締
役
と
当
該
会
社
の
関
係
会
社
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
慮
す
べ
き
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
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第
二
に
、
外
部
報
酬
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
に
関
す
る
独
立
性
の
考
慮
に
つ
い
て
、
米
国
に
お
い
て
外
部
の
報
酬
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
意
見

を
取
り
入
れ
る
こ
と
は
任
意
で
あ
り
、
多
く
の
企
業
は
外
部
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
助
言
を
受
け
、
役
員
報
酬
額
算
定
の
方
針
、
個
別
の
報

酬
額
を
決
定
し
て
い
る
。
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
は
、
外
部
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等
を
導
入
す
る
場
合
、
選
定
手
続
、
報
酬
額
、
当
該
会
社

の
株
式
保
有
の
状
況
等
に
関
し
て
、
独
立
性
を
考
慮
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。

第
三
に
、
取
締
役
の
役
員
報
酬
に
関
す
る
株
主
総
会
で
の
勧
告
的
決
議
導
入
に
つ
い
て
、
米
国
で
は
取
締
役
報
酬
は
報
酬
委
員
会
が
決

定
し
、
取
締
役
の
個
別
報
酬
額
に
つ
い
て
は
年
次
報
告
書
等
に
お
い
て
開
示
し
て
い
る
。
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
は
、
従
来
の
開
示
に
加

え
て
、
三
年
に
一
度
以
上
、
株
主
の
信
認
を
得
る
た
め
、
取
締
役
の
報
酬
額
が
妥
当
か
に
つ
い
て
株
主
総
会
に
お
け
る
拘
束
力
の
な
い
株

主
投
票
（
勧
告
的
決
議
）
の
実
施
を
求
め
て
い
る
。
勧
告
的
決
議
導
入
と
に
よ
り
、
株
主
に
よ
る
意
見
を
反
映
し
、
適
正
な
報
酬
額
の
形

成
を
期
待
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

そ
こ
で
、
我
が
国
会
社
法
下
で
制
度
導
入
が
可
能
か
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
（
50
）

。

①
報
酬
委
員
会
設
置
お
よ
び
要
件
加
重

報
酬
委
員
会
設
置
お
よ
び
要
件
加
重
は
可
能
と
な
る
。

ⅰ
委
員
会
設
置
会
社

社
外
性
の
要
件
の
加
重
に
関
し
て
、
委
員
会
設
置
会
社
に
お
け
る
報
酬
委
員
会
に
つ
い
て
、
過
半
数
を
社
外
取
締
役
と
す
る
こ
と
が
義

務
付
け
ら
れ
（
会
社
法
四
〇
〇
条
三
項
）、
報
酬
委
員
会
委
員
を
全
員
社
外
取
締
役
と
し
、
社
外
取
締
役
の
要
件
を
加
重
し
て
独
立
性
を
高

め
る
こ
と
は
有
効
と
な
る
。
実
際
の
加
重
の
内
容
と
し
て
、
東
証
等
が
求
め
る
独
立
役
員
の
判
断
基
準
が
指
標
に
な
ろ
う
。

現
状
を
維
持
す
る
場
合
は
、
当
社
の
報
酬
委
員
会
は
法
律
の
要
件
を
満
た
し
、
過
半
数
は
社
外
取
締
役
で
構
成
さ
れ
、
独
立
性
に
問
題



六
二

は
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
と
回
答
す
る
こ
と
が
最
低
限
要
請
さ
れ
て
い
よ
う
。

ⅱ
監
査
役
設
置
会
社

イ
任
意
の
機
関
と
し
て
設
置

監
査
役
設
置
会
社
に
は
報
酬
委
員
会
の
設
置
義
務
は
な
い
が
、
社
外
取
締
役
が
過
半
数
を
占
め
る
報
酬
委
員
会
を
任
意
の
機
関
と
し
て

設
置
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
。
取
締
役
報
酬
に
つ
い
て
、
総
額
が
定
款
ま
た
は
株
主
総
会
で
定
め
ら
れ
れ
ば
、
個
々
の
報
酬
額

に
つ
い
て
は
取
締
役
会
に
委
ね
て
も
よ
い
と
解
さ
れ
、
報
酬
の
総
額
が
定
款
ま
た
は
株
主
総
会
で
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
、
任
意
の
委
員

会
と
し
て
報
酬
委
員
会
を
設
置
し
て
、
意
見
を
参
考
に
取
締
役
会
ま
た
は
委
任
を
受
け
た
代
表
取
締
役
が
個
別
の
報
酬
額
を
決
定
す
る
設

計
は
問
題
は
な
い
。

ロ
社
外
監
査
役
は
報
酬
委
員
会
委
員
と
な
る
か

報
酬
委
員
会
委
員
に
社
外
監
査
役
を
加
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
否
定
的
に
解
さ
れ
る
。
監
査
役
の
職
務
は
取
締
役
の
職
務
執
行
監
査

に
あ
り
、
報
酬
委
員
会
の
活
動
は
職
務
執
行
の
一
部
で
あ
る
た
め
、
監
査
役
は
報
酬
委
員
会
が
出
す
意
見
、
結
論
に
至
る
ま
で
の
手
続
き
、

取
締
役
会
に
お
け
る
委
員
会
が
提
出
し
た
意
見
の
取
扱
い
な
ど
報
酬
決
定
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
、
金
額
を
チ
ェ
ッ
ク
す
べ
き
立
場
に
あ
る
。

ハ
任
意
の
委
員
会
で
も
報
酬
委
員
会
規
程
を
作
成
す
る

任
意
の
報
酬
委
員
会
を
設
置
す
る
場
合
も
、
委
員
の
要
件
、
運
営
方
法
を
明
確
に
し
、
社
内
に
お
い
て
報
酬
委
員
会
規
程
を
作
成
す
る

こ
と
が
望
ま
れ
る
。

②
任
意
の
外
部
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
導
入

外
部
の
報
酬
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
企
業
の
任
意
で
あ
り
、
問
題
な
い
が
、
人
選
に
つ
い
て
会
社
と
の
取
引
の
有
無
、
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資
本
関
係
を
選
任
の
基
準
と
し
て
独
立
性
を
確
保
し
、
ま
た
複
数
の
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
を
選
任
し
て
適
正
な
役
員
報
酬
決
定
の
体
制
を
検

討
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

③
勧
告
的
決
議
の
導
入

ⅰ
我
が
国
の
法
制
度
に
は
馴
染
み
に
く
い

個
別
報
酬
額
に
関
す
る
勧
告
的
決
議
は
、
⒜
役
員
報
酬
の
決
定
権
限
が
報
酬
委
員
会
に
あ
る
こ
と
、
⒝
個
別
の
役
員
報
酬
を
開
示
し
て

い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
制
度
で
あ
る
た
め
、
取
締
役
の
報
酬
総
額
を
株
主
総
会
で
決
定
し
、
原
則
と
し
て
個
別
の
役
員
報
酬
の
開
示
を

義
務
付
け
な
い
我
が
国
の
法
制
度
に
は
馴
染
み
に
く
い
面
が
あ
る
。
一
般
株
主
は
役
員
報
酬
額
の
適
正
性
に
つ
い
て
判
断
能
力
が
あ
る
か

と
の
指
摘
も
日
米
に
お
い
て
さ
れ
て
い
る
。

ⅱ
勧
告
的
決
議
導
入
は
可
能

拘
束
力
を
有
し
な
い
株
主
投
票
で
あ
る
勧
告
的
決
議
の
導
入
は
可
能
と
み
ら
れ
る
。
会
社
法
に
は
勧
告
的
決
議
に
関
す
る
規
定
は
な
い

も
の
の
、
会
社
法
に
お
い
て
禁
止
さ
れ
て
お
ら
ず
、
会
社
自
治
の
観
点
か
ら
任
意
に
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
は
可
能
と
解
さ
れ
る
。
任
意

の
制
度
導
入
を
株
主
総
会
決
議
で
行
う
事
例
と
し
て
、
敵
対
的
買
収
防
衛
策
導
入
が
あ
る
。
実
際
に
は
、
事
前
警
告
型
買
収
防
衛
策
の
導

入
・
継
続
に
つ
い
て
は
、
定
款
変
更
を
伴
う
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
が
あ
る
（
51
）

。

実
務
と
し
て
は
、
株
主
ア
ン
ケ
ー
ト
は
行
わ
な
い
と
し
て
も
、
報
酬
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
や
報
酬
委
員
会
へ
の
諮
問
結
果
を
入
手
す
る
な

ど
、
勧
告
的
決
議
と
同
様
の
趣
旨
を
取
り
入
れ
る
対
応
を
検
討
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

⑵
株
主
提
案
に
よ
る
導
入

経
営
陣
が
独
立
性
の
高
い
報
酬
委
員
会
、
外
部
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
、
勧
告
的
決
議
に
つ
い
て
導
入
を
見
合
わ
せ
る
判
断
を
し
た
場
合
、



六
四

株
主
か
ら
導
入
に
つ
い
て
株
主
提
案
が
さ
れ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
プ
ロ
ク
シ
・
ア
ク
セ
ス
（proxy access

）
で
は
な
い
も
の
の
、
こ

う
し
た
検
討
も
必
要
と
な
ろ
う
。
株
主
提
案
に
は
定
款
変
更
を
伴
わ
ず
に
制
度
導
入
を
求
め
る
場
合
、
制
度
導
入
と
併
せ
て
定
款
変
更
を

求
め
る
場
合
の
二
つ
の
ケ
ー
ス
が
あ
る
。

①
監
査
役
設
置
会
社

ⅰ
定
款
変
更
を
行
わ
ず
に
制
度
設
置
を
求
め
る
場
合

イ
委
員
会
設
置
会
社
の
報
酬
委
員
会
と
同
等
の
機
関
設
置
を
求
め
る
場
合

株
主
は
監
査
役
設
置
会
社
制
度
と
矛
盾
す
る
機
関
設
置
を
求
め
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
委
員
会
設
置
会
社
の
移
行
を
求
め
る
定
款
変
更

の
提
案
を
前
提
と
し
な
い
限
り
は
株
主
総
会
の
決
議
事
項
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ロ
任
意
の
報
酬
委
員
会
や
外
部
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
、
勧
告
的
決
議
な
ど
の
導
入
を
求
め
る
場
合

会
社
法
は
こ
れ
ら
の
制
度
導
入
を
義
務
と
し
て
お
ら
ず
、
会
社
の
判
断
に
任
さ
れ
、
不
要
と
判
断
す
れ
ば
採
用
す
る
必
要
は
な
く
、
株

主
総
会
決
議
を
求
め
る
必
要
も
な
い
。
定
款
変
更
の
提
案
を
伴
う
も
の
で
な
い
限
り
、
株
主
提
案
は
会
社
の
経
営
判
断
に
介
入
す
る
違
法

な
も
の
と
な
り
、
議
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
必
要
は
な
い
。

ⅱ
定
款
追
加
を
求
め
る
場
合

イ
委
員
会
設
置
会
社
の
移
行
を
求
め
る
場
合

委
員
会
設
置
会
社
移
行
の
場
合
に
は
定
款
に
報
酬
委
員
会
の
定
め
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
会
社
法
三
二
六
条
二
項
）。
株
主
が
委

員
会
設
置
全
社
移
行
の
た
め
の
定
款
変
更
を
求
め
る
場
合
、
株
主
提
案
は
有
効
と
な
る
。
併
せ
て
、
委
員
会
委
員
の
要
件
加
重
規
定
を
加

え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。



米
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融
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六
五

ロ
任
意
の
報
酬
委
員
会
や
外
部
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
、
勧
告
的
決
議
な
ど
の
導
入
を
求
め
る
場
合

任
意
の
機
関
で
あ
り
、
定
款
に
定
め
な
け
れ
ば
効
力
を
有
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
他
の
事
項
で
こ
の
法
律
の
規
定
に
反
し
な
い

（
会
社
法
二
九
条
）
事
項
に
つ
い
て
、
任
意
に
定
款
へ
記
載
す
る
こ
と
が
可
能
と
解
さ
れ
、
定
款
変
更
は
許
さ
れ
る
。
制
度
導
入
の
株
主
提

案
が
会
社
の
判
断
で
任
意
機
関
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
定
款
変
更
を
求
め
る
趣
旨
で
あ
れ
ば
有
効
と
解
さ
れ
る
。

②
委
員
会
設
置
会
社
の
場
合

ⅰ
定
款
変
更
を
行
わ
ず
に
制
度
設
置
を
求
め
る
場
合

法
定
の
報
酬
委
員
会
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
報
酬
委
員
会
に
関
す
る
株
主
提
案
は
、
委
員
会
設
置
で
な
く
、
委
員
会
委
員
の
要
件
の
加

重
を
求
め
る
提
案
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
報
酬
委
員
会
が
法
定
要
件
を
充
足
す
る
以
上
、
会
社
が
要
件
を
加
重
す
る
義
務
を
負
う
こ

と
は
な
い
。
従
っ
て
、
外
部
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
、
勧
告
的
決
議
同
様
に
定
款
変
更
の
提
案
が
伴
わ
な
い
限
り
、
株
主
提
案
と
し
て
取
り
上

げ
る
必
要
は
な
い
。
会
社
が
要
件
加
重
が
必
要
と
判
断
す
れ
ば
、
会
社
の
選
択
と
し
て
導
入
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
。

ⅱ
定
款
の
内
容
に
つ
い
て
要
件
加
重
な
ど
追
加
を
求
め
る
場
合

委
員
会
設
置
全
社
は
報
酬
委
員
会
に
つ
い
て
定
款
に
定
め
を
置
く
こ
と
と
さ
れ
、
要
件
を
加
重
す
る
定
款
変
更
の
提
案
は
許
さ
れ
る
。

ま
た
外
部
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
、
勧
告
的
決
議
に
つ
い
て
、
そ
の
他
の
事
項
で
こ
の
法
律
の
規
定
に
反
し
な
い
事
項
と
し
て
定
款
変
更
の
手

続
を
経
た
上
で
の
記
載
が
可
能
と
解
さ
れ
、
制
度
導
入
の
前
提
と
し
て
の
定
款
変
更
を
求
め
る
株
主
提
案
は
会
社
と
し
て
取
り
上
げ
ざ
る

を
得
な
い
。
株
主
総
会
に
諮
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
。
も
っ
と
も
、
定
款
変
更
の
特
別
決
議
要
件
は
厳
し
く
（
会
社
法
三
〇
九
条
二
項
一
一

号
）、
実
際
に
お
い
て
株
主
提
案
が
成
立
に
漕
ぎ
着
け
る
こ
と
は
困
難
を
伴
お
う
。



六
六

三
．
プ
ロ
ク
シ
・
ア
ク
セ
ス
に
関
す
る
司
法
判
断

プ
ロ
ク
シ
・
ア
ク
セ
ス
に
関
す
る
司
法
判
断
が
近
時
出
さ
れ
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
申
し
立
て
が
退
け
ら
れ
、
規
則
案
の
無
効
が
決
定
さ
れ
た
こ

と
か
ら
、
議
論
が
さ
ら
に
深
ま
っ
て
い
る
（
52
）

。
プ
ロ
ク
シ
・
ア
ク
セ
ス
は
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
九
七
一
条
に
よ
り
制
度
化
さ
れ
、
米
国
証

券
取
引
委
員
会
（
Ｓ
Ｅ
Ｃ
）
が
規
則
制
定
を
委
ね
ら
れ
た
が
、
実
施
に
至
っ
て
い
な
い
。
Ｓ
Ｅ
Ｃ
規
則
一
四
ａ
│
八
に
お
い
て
は
、
株
主

提
案
が
取
締
役
選
任
に
関
連
す
る
場
合
、
提
案
を
会
社
側
は
除
外
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
き
た
が
、
米
国
金
融
改
革
法
は
例
外
と
し
て

Ｓ
Ｅ
Ｃ
規
則
一
四
ａ
│
一
一
を
設
け
株
主
の
プ
ロ
ク
シ
・
ア
ク
セ
ス
を
認
め
る
（
53
）

。
即
ち
、
規
則
一
四
ａ
│
一
一
は
、
あ
る
会
社
の
株
式
の

三
％
以
上
を
三
年
間
以
上
継
続
保
有
す
る
株
主
（
ま
た
は
株
主
グ
ル
ー
プ
）
は
、
取
締
役
数
の
二
五
％
以
下
（
ま
た
は
一
名
）
の
取
締
役
候
補

者
を
提
案
し
、
会
社
が
作
成
・
配
布
す
る
委
任
状
勧
誘
書
類
に
記
載
で
き
る
も
の
と
さ
れ
た
。
委
任
状
勧
誘
書
類
は
株
主
総
会
議
案
を
詳

細
に
説
明
す
る
も
の
で
あ
り
、
株
主
は
低
コ
ス
ト
で
取
締
役
選
任
議
案
を
争
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
。
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
当
初

二
〇
一
一
年
の
株
主
総
会
で
の
実
施
を
予
定
し
て
い
た
が
、
プ
ロ
ク
シ
・
ア
ク
セ
ス
に
対
す
る
経
営
者
団
体
の
警
戒
感
は
強
く
、
特
殊
な

意
図
を
持
っ
た
者
が
取
締
役
に
な
り
、
逆
に
企
業
価
値
を
減
少
さ
せ
る
経
営
判
断
を
下
す
懸
念
も
あ
る
と
反
論
す
る
。
米
国
経
営
者
団
体

の
ビ
ジ
ネ
ス
円
卓
（T

he B
usiness R

oundtable

）
は
、
プ
ロ
ク
シ
・
ア
ク
セ
ス
の
内
容
や
実
施
時
期
の
再
考
を
求
め
て
提
訴
し
、
規
則
案

の
無
効
が
決
定
さ
れ
た
（
54
）

。
新
規
則
案
の
制
定
作
業
は
遅
延
し
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
シ
ャ
ピ
ロ
委
員
長
は
新
た
な
規
則
案
の
提
案
は
予
定
に
挙
が
っ
て

い
な
い
と
述
べ
る
（
55
）

。

本
件
の
司
法
判
断
に
つ
い
て
、
申
立
人
で
あ
るB

usiness R
oundtable

（
円
卓
会
議
）
と
米
国
商
工
会
議
所
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
取
引
所
法

三
条
⒡
項
、
投
資
会
社
法
二
条
⒞
項
で
求
め
ら
れ
て
い
る
効
率
性
、
競
争
お
よ
び
資
本
形
成
に
対
す
る
規
則
の
影
響
を
十
分
考
慮
せ
ず
、

行
政
手
続
法
に
違
反
し
て
規
則
を
制
定
し
た
と
主
張
し
た
。
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
二
〇
〇
九
年
規
則
を
提
案
し
（74 F

ed. R
eg. 29,024

）、
パ
ブ
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六
七

リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
の
後
一
部
修
正
し
て
二
〇
一
〇
年
に
三
対
二
で
採
択
し
た
（75 F

ed. R
eg. 56,668

）。
概
要
は
、
委
任
状
勧
誘
規
則

適
用
会
社
（
登
録
投
資
会
社
を
含
む
）
は
、
委
任
状
資
料
に
資
格
の
あ
る
株
主
ま
た
は
株
主
グ
ル
ー
プ
の
指
名
す
る
取
締
役
候
補
者
名
を
記

載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
資
格
の
あ
る
株
主
と
は
、
規
則
の
利
用
を
通
知
し
た
日
ま
で
三
年
以
上
、
議
決
権
の
三
％
以
上
を
保
有
し
て

い
る
者
で
株
主
総
会
ま
で
当
該
議
決
権
を
保
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
候
補
者
提
案
株
主
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
お
よ
び
会
社
に
通
知
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
通
知
に
は
五
〇
〇
語
以
内
で
理
由
を
記
載
で
き
る
。
会
社
は
、
提
案
株
主
が
提
供
し
た
当
該
株
主
お
よ
び
候
補
者
に

関
す
る
情
報
を
委
任
状
説
明
書
に
記
載
し
、
候
補
者
を
委
任
状
行
使
書
面
（proxy voting card

）
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
条

適
用
に
つ
い
て
、
制
限
が
付
さ
れ
、
規
則
は
州
法
ま
た
は
会
社
の
統
治
文
書
（governing docum

ents

）
が
株
主
の
取
締
役
候
補
者
指
名
を

禁
止
し
て
い
る
場
合
は
適
用
さ
れ
な
い
。
株
主
が
、
会
社
の
支
配
を
変
更
す
る
意
図
を
持
っ
て
会
社
の
証
券
を
保
有
し
て
い
る
場
合
、
当

該
株
主
は
規
則
を
利
用
で
き
な
い
。
会
社
は
、
一
人
ま
た
は
取
締
役
数
の
二
五
％
を
超
え
る
数
の
多
い
数
の
候
補
者
を
委
任
状
資
料
に
記

載
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
な
い
。
複
数
株
主
が
指
名
資
格
を
有
す
る
場
合
、
最
も
高
い
議
決
権
割
合
を
有
す
る
株
主
の
み
が
候
補
者
を
指

名
で
き
る
。
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
規
則
一
四
ａ
│
一
一
が
、
取
締
役
会
お
よ
び
会
社
業
績
と
株
主
価
値
を
改
善
す
る
と
い
う
潜
在
的
便
益
は
潜
在

的
費
用
を
上
回
る
と
判
断
し
、
各
会
社
の
取
締
役
会
ま
た
は
株
主
の
過
半
数
が
、
規
則
一
四
ａ
│
一
一
の
内
容
を
付
属
定
款
（bylaw

s

）

に
組
み
込
む
か
を
判
断
す
べ
き
だ
と
す
る
提
案
に
つ
い
て
、
州
法
下
の
定
款
自
治
（private ordering

）
に
排
他
的
に
委
ね
る
こ
と
は
株

主
の
取
締
役
指
名
権
・
選
任
権
を
促
進
す
る
に
当
た
り
効
果
的
で
も
効
率
的
で
も
な
い
と
し
て
斥
け
た
（
56
）

。
提
訴
に
対
す
る
判
旨
で
は
、
審

査
の
申
立
て
を
認
め
、
規
則
を
無
効
と
す
る
（
57
）

。
行
政
手
続
法
下
で
は
、
行
政
機
関
の
行
為
は
恣
意
的
、
気
紛
れ
、
裁
量
の
濫
用
、
そ
の
他

法
違
反
が
あ
る
場
合
（arbitrary, capricious, an abuse of discretion, or otherw

ise not in accordance w
ith law

）、
裁
判
所
に
よ
り
無
効

と
さ
れ
る
（5. U

.S
.C
. §
706 

（2

）（A

））。
裁
判
所
は
申
立
人
に
同
意
し
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
恣
意
的
か
つ
気
紛
れ
に
行
動
し
、
投
資
会
社
に
当
該



六
八

規
則
を
適
用
す
る
Ｓ
Ｅ
Ｃ
決
定
も
恣
意
的
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。

①
経
済
的
効
果
の
考
慮

ⅰ
費
用
便
益
の
考
慮
：
申
立
人
は
、
株
主
提
案
に
反
対
す
る
会
社
の
負
担
費
用
を
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
考
慮
に
入
れ
て
い
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
。

Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
採
択
リ
リ
ー
ス
の
中
で
、
株
主
の
取
締
役
候
補
者
指
名
に
反
対
す
る
こ
と
に
対
し
て
正
当
理
由
な
く
会
社
資
金
を
用
い
る
こ

と
は
取
締
役
の
信
認
義
務
違
反
に
な
る
こ
と
、
提
案
株
主
の
資
格
要
件
の
た
め
に
提
案
数
は
制
限
さ
れ
る
た
め
に
会
社
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

費
用
は
限
定
さ
れ
る
と
す
る
。
裁
判
所
は
、
取
締
役
は
株
主
側
候
補
者
に
反
対
し
な
い
と
い
う
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
予
想
は
根
拠
が
な
い
憶
測
で
あ

る
と
い
う
申
立
人
の
主
張
に
賛
成
す
る
。
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
会
社
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
費
用
の
推
計
を
行
わ
ず
、
規
則
の
経
済
的
効
果
を
査
定
す

る
制
定
法
上
の
義
務
を
無
視
し
て
い
る
。
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
反
対
派
取
締
役
が
取
締
役
会
に
加
わ
る
場
合
、
会
社
業
績
が
低
下
す
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
研
究
を
過
小
評
価
し
、
逆
の
立
場
の
説
得
力
の
な
い
二
つ
の
研
究
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
。
ⅱ
特
別
利
害
を
有
す
る
株
主
：

提
案
株
主
に
対
し
て
は
持
株
要
件
が
課
さ
れ
る
が
、
公
務
員
年
金
基
金
や
組
合
年
金
基
金
も
当
該
規
則
を
利
用
す
る
も
の
と
信
ず
る
だ
け

の
十
分
な
理
由
が
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
特
別
利
害
を
有
す
る
株
主
が
、
株
主
利
益
最
大
化
以
外
の
目
的
の
た
め
に
本
規
則
を

用
い
、
会
社
に
費
用
負
担
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
有
識
者
の
懸
念
に
は
対
応
し
て
い
な
い
点
で
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
恣
意
的
に
行
動
し
た
。

ⅲ
選
任
合
戦
の
頻
度
：
規
則
一
四
ａ
│
一
一
に
よ
る
指
名
の
頻
度
に
つ
い
て
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
内
の
議
論
は
矛
盾
し
、
恣
意
的
で
あ
っ
た
。

Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
規
則
の
便
益
を
議
論
す
る
場
合
は
指
名
株
主
が
委
任
状
勧
誘
資
料
の
印
刷
・
郵
送
代
を
直
接
的
に
節
約
で
き
る
面
を
強
調
す

る
が
、
こ
の
場
合
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
上
場
会
社
の
一
五
％
が
本
条
の
利
用
を
予
想
し
て
い
る
も
の
と
報
告
し
た
。
便
益
を
評
価
す
る
場
合
は
本

条
の
活
発
な
利
用
を
予
想
し
つ
つ
、
費
用
を
評
価
す
る
と
き
は
不
活
発
な
利
用
を
仮
定
す
る
こ
と
は
矛
盾
し
て
い
る
。
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六
九

②
投
資
会
社
へ
の
適
用

通
常
は
一
つ
の
投
資
助
言
会
社
が
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
と
称
す
る
ミ
ュ
ー
チ
ュ
ア
ル
・
フ
ァ
ン
ド
の
グ
ル
ー
プ
を
経
営
す
る
が
、
フ
ァ
ン

ド
の
取
締
役
会
は
一
般
的
に
、
あ
る
取
締
役
グ
ル
ー
プ
が
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
内
の
フ
ァ
ン
ド
の
全
取
締
役
会
を
構
成
す
る
ユ
ニ
タ
リ
ー
・

ボ
ー
ド
（unitary board

）、
複
数
の
取
締
役
グ
ル
ー
プ
が
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
内
の
異
な
る
フ
ァ
ン
ド
の
組
を
監
視
す
る
ク
ラ
ス
タ
ー
・

ボ
ー
ド
（cluster board
）
の
い
ず
れ
か
の
形
態
を
と
り
、
い
ず
れ
も
取
締
役
会
は
複
数
の
フ
ァ
ン
ド
の
事
業
に
つ
い
て
一
つ
の
会
議
で
対

処
す
る
。
申
立
人
は
、
投
資
会
社
法
規
制
は
株
主
の
委
任
状
ア
ク
セ
ス
の
必
要
性
を
減
じ
、
委
任
状
ア
ク
セ
ス
か
ら
得
ら
れ
る
便
益
を
も

減
じ
て
い
る
こ
と
、
本
規
則
は
投
資
会
社
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
構
造
を
破
壊
す
る
こ
と
に
よ
り
投
資
会
社
に
多
大
の
費
用
を
負
担
さ
せ
る
こ
と

に
つ
い
て
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
十
分
に
対
応
し
な
い
こ
と
を
主
張
し
、
裁
判
所
は
申
立
人
に
賛
成
す
る
。
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
規
則
一
四
ａ
│
一
一
に
よ

り
株
主
指
名
の
取
締
役
が
フ
ァ
ン
ド
の
取
締
役
会
に
加
わ
る
場
合
、
フ
ァ
ン
ド
ご
と
に
取
締
役
会
会
議
を
別
個
に
開
催
せ
ざ
る
を
得
ず
、

ガ
バ
ナ
ン
ス
を
非
効
率
的
に
し
、
ユ
ニ
タ
リ
ー･
ボ
ー
ド
構
造
や
ク
ラ
ス
タ
ー･

ボ
ー
ド
構
造
を
破
壊
し
、
投
資
会
社
に
多
額
の
費
用
を

課
す
こ
と
に
な
る
と
の
懸
念
が
あ
る
。
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
投
資
会
社
の
株
主
は
多
く
は
リ
テ
ー
ル
顧
客
で
あ
り
、
三
年
間
の
保
有
要
件
を
満
た

さ
ず
、
投
資
会
社
に
株
主
総
会
開
催
を
強
制
し
な
い
州
法
も
あ
り
、
投
資
会
社
の
負
担
費
用
は
少
な
い
こ
と
、
ユ
ニ
タ
リ
ー
・
ボ
ー
ド
お

よ
び
ク
ラ
ス
タ
ー･

ボ
ー
ド
に
対
す
る
破
壊
的
効
果
は
フ
ァ
ン
ド
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
地
位
を
維
持
す
る
た
め
に
秘
密
保
持
契
約
を
用

い
る
こ
と
で
緩
和
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。
し
か
し
、
前
者
は
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
利
用
が
少
な
け
れ
ば
便
益
も
少
な
い
こ
と
を
見
過

ご
し
、
後
者
は
株
主
指
名
の
取
締
役
は
他
の
フ
ァ
ン
ド
に
対
す
る
信
認
義
務
を
負
わ
ず
、
秘
密
保
持
契
約
の
締
結
義
務
も
負
わ
な
い
た
め
、

秘
密
保
持
契
約
は
何
ら
解
決
策
に
な
ら
な
い
と
反
論
が
さ
れ
る
。

上
記
の
司
法
判
断
に
関
し
て
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
委
任
状
ア
ク
セ
ス
（P

roxy A
ccess

）
の
問
題
に
つ
き
、
一
九
四
二
年
以
降
提
案
を
行
っ
て



七
〇

お
り
、
二
〇
一
〇
年
に
規
則
制
定
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。
Ｓ
Ｅ
Ｃ
規
則
で
、
株
主
提
案
を
会
社
の
委
任
状
資
料
お
よ
び
委
任
状
行
使
書

面
に
記
載
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
株
主
提
案
権
を
定
め
て
い
る
が
、
選
挙
提
案
は
株
主
提
案
権
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
。
会
社
支

配
に
か
か
わ
る
提
案
は
、
委
任
状
勧
誘
規
則
に
則
り
委
任
状
合
戦
を
行
わ
せ
る
趣
旨
で
あ
る
。
し
か
し
、
会
社
の
委
任
状
勧
誘
は
会
社
費

用
で
賄
わ
れ
、
株
主
は
委
任
状
勧
誘
の
費
用
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
り
、
不
利
な
立
場
に
置
か
れ
る
こ
と
、
諸
外
国
は
株
主
に
会
社
の
委

任
状
勧
誘
装
置
を
利
用
さ
せ
る
例
が
多
い
こ
と
か
ら
、
株
主
の
選
挙
提
案
を
会
社
の
委
任
状
資
料
に
記
載
さ
せ
る
べ
き
と
す
る
議
論
も
根

強
い
。

本
判
決
は
裁
判
所
が
、
行
政
手
続
法
の
規
定
に
照
ら
し
て
Ｓ
Ｅ
Ｃ
規
則
一
四
ａ
│
一
一
の
制
定
を
取
り
消
し
、
同
規
則
を
無
効
と
し
た

も
の
で
あ
る
（
58
）

。
も
っ
と
も
本
判
決
は
、
委
任
状
ア
ク
セ
ス
に
つ
い
て
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
規
則
制
定
権
が
な
い
こ
と
を
無
効
の
理
由
と
し
た
も
の
で

は
な
く
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
は
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
株
主
の
取
締
役
候
補
者
指
名
権
を
認
め
る
規
則
を
制
定
す
る
権
限
を
与
え
て
い
る
。

Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
最
終
的
に
は
、
規
則
一
四
ａ
│
一
一
と
同
様
の
ル
ー
ル
を
制
定
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
予
想
も
あ
る
（
59
）

。

株
主
に
委
任
状
ア
ク
セ
ス
を
認
め
る
理
由
に
つ
い
て
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
株
主
が
州
法
上
の
権
利
を
十
分
に
行
使
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
に

求
め
る
が
、
規
則
一
四
ａ
│
一
一
は
州
法
上
の
権
利
行
使
を
逆
に
破
壊
す
る
と
み
る
見
解
も
あ
る
。
黒
沼
悦
郎
教
授
は
、
会
社
内
の
事
項

が
伝
統
的
に
州
法
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
な
く
、
大
部
分
が
任
意
法
規
で
競
争
に
直
面
し
、
漸
進
的
発
展
を
す
る
州
法
が
連
邦

法
よ
り
も
株
主
と
経
営
者
の
権
限
分
配
を
扱
う
の
に
適
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
（
60
）

。

四
．
取
締
役
の
善
管
注
意
義
務
と
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
実
際

上
記
のR

ed F
lag

の
活
用
も
踏
ま
え
て
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
域
外
適
用
に
対
す
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
具
体
的
な
考
察
を
行
い
た
い
。

第
一
に
、
不
正
競
争
防
止
法
を
念
頭
に
、
外
国
公
務
員
贈
賄
罪
に
お
け
る
少
額
の
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
ペ
イ
メ
ン
ト
を
み
て
も
、
不



米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
を
中
心
と
す
る
国
際
金
融
法
制
の
展
開
と
影
響
に
関
わ
る
考
察
（
藤
川
）

七
一

正
な
利
益
供
与
で
な
く
、
社
会
的
な
常
識
の
範
囲
内
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
、
少
額
支
払
い
を
承
認
す
る
取
締
役
の
経
営
判
断
に
お
け
る
裁

量
権
の
逸
脱
の
有
無
（
善
管
注
意
義
務
違
反
）
に
関
し
て
、
近
時
の
判
例
実
務
が
事
実
認
識
お
よ
び
判
断
推
論
の
プ
ロ
セ
ス
の
み
な
ら
ず
、

プ
ロ
セ
ス
に
基
づ
き
行
っ
た
取
締
役
の
判
断
の
内
容
自
体
の
合
理
性
を
追
求
し
、
判
断
過
程
も
詳
細
に
検
討
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
踏

ま
え
、
経
営
判
断
原
則
を
構
成
す
る
規
準
で
あ
る
①
企
業
を
取
り
巻
く
経
済
環
境
な
ど
、
②
一
般
的
に
期
待
さ
れ
る
水
準
、
③
前
提
事
実

の
認
識
過
程
の
不
当
な
誤
り
・
合
理
性
欠
如
、
④
事
実
認
識
に
基
づ
く
判
断
の
推
論
過
程
お
よ
び
最
終
判
断
自
体
そ
の
も
の
の
内
容
の
明

ら
か
な
不
合
理
の
各
観
点
か
ら
、
取
締
役
の
判
断
の
留
意
点
は
次
の
通
り
と
な
る
。
①
外
国
の
腐
敗
度
、
利
益
供
与
の
外
国
国
内
法
令
の

許
容
度
、
業
務
遂
行
の
関
連
性
な
ど
。
②
業
界
ご
と
の
相
違
や
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
信
頼
確
保
な
ど
、
③
第
三
者
・
専
門
家
の
資
料
の
参
考
度
合
い

お
よ
び
稟
議
書
の
収
集
と
検
討
。
リ
サ
ー
チ
懈
怠
（
拓
銀
カ
ブ
ト
デ
コ
ム
事
件
（
61
）

）
や
信
頼
の
原
則
（
拓
銀
ソ
フ
ィ
ア
事
件
（
62
）

）
が
関
連
し
て
問
わ

れ
る
。
④
取
引
を
獲
得
で
き
な
い
場
合
の
企
業
の
損
失
（
63
）

お
よ
び
外
国
公
務
員
と
の
継
続
的
関
係
、
接
待
な
ど
の
必
要
性
、
取
締
役
会
に
お

け
る
議
論
の
十
分
性
な
ど
。
第
二
に
、
外
国
公
務
員
贈
賄
罪
関
連
事
例
に
お
い
て
、
不
正
競
争
防
止
法
一
八
条
違
反
の
有
罪
が
確
定
す
れ

ば
法
令
違
反
行
為
と
し
て
取
締
役
の
裁
量
は
否
定
さ
れ
善
管
注
意
義
務
違
反
と
な
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
損
害
賠
償
請
求
に
対
す
る
攻

撃
防
御
方
法
を
想
定
す
る
し
か
な
い
。
他
方
、
起
訴
に
至
ら
な
い
場
合
、
株
価
下
落
な
ど
株
主
代
表
訴
訟
提
訴
に
対
し
て
は
経
営
判
断
原

則
に
基
づ
く
上
記
の
四
つ
の
観
点
か
ら
の
抗
弁
の
主
張
も
可
能
と
な
ろ
う
。
第
三
に
、
具
体
的
な
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
し
て
事
前
の

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
強
化
、
不
祥
事
発
覚
時
の
対
応
、
事
後
的
責
任
処
理
の
三
点
か
ら
米
国
Ｃ
Ｏ
Ｓ
Ｏ
報
告
書
に
基
づ
く
Ｅ
Ｒ
Ｍ
の
各
要

素
毎
に
検
討
す
る
と
、
①
統
制
環
境
で
は
担
当
セ
ク
シ
ョ
ン
の
組
織
的
連
携
と
独
立
性
維
持
、
②
リ
ス
ク
の
評
価
・
対
応
で
は
、
外
国
の

賄
賂
の
法
制
度
の
事
前
評
価
が
あ
る
。
不
正
競
争
防
止
法
と
は
独
立
し
て
外
国
法
令
が
適
用
さ
れ
、
ま
た
外
国
法
令
に
お
け
る
賄
賂
の
許

容
度
が
翻
っ
て
同
第
一
八
条
一
項
の
嫌
疑
に
影
響
す
る
た
め
で
あ
る
。
英
国
賄
賂
防
止
法
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
適
用
可
能
性
に
つ
い
て
、
従
業



七
二

員
雇
用
、
通
信
手
段
な
ど
管
轄
権
が
及
ん
で
い
る
こ
と
の
確
認
が
求
め
ら
れ
る
。
③
統
制
活
動
か
ら
は
、
個
別
の
リ
ス
ク
審
査
が
客
観
的

基
準
で
な
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
と
な
り
、
代
理
人
や
ア
シ
ス
タ
ン
ト
を
利
用
す
る
場
合
は
、
国
籍
、
業
務
委
託
契
約
に
お
け
る
法
的
帰
責

の
切
断
な
ど
の
確
認
が
必
要
で
あ
る
。
④
情
報
・
伝
達
に
つ
い
て
は
、
社
内
倫
理
規
定
策
定
、
内
部
周
知
活
動
、
各
国
の
情
報
蓄
積
・
共

有
化
が
あ
る
。
⑤
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
つ
い
て
は
、
個
別
案
件
処
理
の
プ
ロ
セ
ス
を
監
査
す
る
独
立
セ
ク
シ
ョ
ン
の
設
置
・
運
用
が
重
要
と

な
り
、
内
部
通
報
制
度
導
入
・
不
利
益
処
分
排
除
、
会
計
報
告
の
信
頼
性
審
査
、
第
三
者
委
員
会
設
置
が
求
め
ら
れ
る
。
第
四
に
、
リ
ス

ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制
に
よ
り
、
先
ず
株
価
下
落
、
信
頼
失
墜
、
海
外
事
業
撤
退
な
ど
の
事
前
防
止
が
図
ら
れ
る
。
次
に
法
的
側
面
で
も
、

不
正
競
争
防
止
法
の
両
罰
規
定
か
ら
法
人
の
責
任
が
問
わ
れ
た
場
合
に
、
従
業
員
の
選
任
監
督
上
の
過
失
が
な
か
っ
た
こ
と
を
主
張
す
る

た
め
に
は
内
部
統
制
を
含
む
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制
策
定
が
重
要
な
事
実
と
な
り
得
る
と
と
も
に
、
善
管
注
意
義
務
違
反
に
よ
る
損

害
賠
償
請
求
に
お
い
て
も
体
制
整
備
と
運
用
は
経
営
判
断
原
則
の
抗
弁
主
張
の
前
提
と
な
る
。
英
国
賄
賂
防
止
法
に
お
け
る
贈
賄
防
止
策

懈
怠
罪
適
用
に
お
い
て
は
、
正
し
く
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制
の
策
定
・
運
用
が
適
正
手
続
の
抗
弁
と
な
り
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
に
つ
い
て
も

Ｄ
Ｏ
Ｊ
や
Ｓ
Ｅ
Ｃ
と
の
司
法
取
引
に
お
け
る
考
慮
要
素
と
な
り
得
る
。
さ
ら
に
企
業
の
社
会
的
責
任
（
Ｃ
Ｓ
Ｒ
）
に
関
し
て
も
、
そ
の
責

任
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
と
い
え
よ
う
。
第
五
に
、
行
政
指
針
と
法
律
の
錯
誤
に
つ
き
、
経
済
産
業
省
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
な
ど
を
信
頼
し
て

も
責
任
故
意
は
阻
却
さ
れ
ず
に
外
国
公
務
員
贈
賄
罪
が
成
立
し
得
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
（
64
）

。

（
36
） 

小
立
敬
「
米
国
に
お
け
る
金
融
制
度
改
革
法
の
成
立
│
ド
ッ
ド
＝
フ
ラ
ン
ク
法
の
概
要
│
」
野
村
資
本
市
場
ク
ォ
ー
タ
リ
ー
（
二
〇
一
〇
年
夏

号
）
一
二
七
│
一
五
二
頁
。

（
37
） 

“T
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niversity of C
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米
国
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フ
ラ
ン
ク
法
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中
心
と
す
る
国
際
金
融
法
制
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展
開
と
影
響
に
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る
考
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川
）

七
三

U
C
L
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 S
chool of L
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, L
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-E
con R

esearch P
aper N

o.10-14, S
S
R
N
-T
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overnance P
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odd-F
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S
tephen B
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（
38
） 
神
山
哲
也
「
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
よ
る
米
国
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
制
の
強
化
」
野
村
資
本
市
場
ク
ォ
ー
タ
リ
ー
（
二
〇
一
一
年
春
号
）
一
一
八

│
一
二
五
頁
参
照
。
英
国
で
は
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
よ
り
、
議
決
権
行
使
の
有
無
で
な
く
、
機
関
投
資
家
に
よ
る
長
期
的
な
観
点

か
ら
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
強
化
を
志
向
す
る
動
き
が
強
ま
っ
て
い
る
。
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
は
、
議
決
権
行
使
や
投
資
先
企

業
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
な
ど
、
機
関
投
資
家
に
よ
る
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
あ
り
方
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
ケ
イ
・
レ
ビ
ュ
ー
の
反
映
も
含
め
て

二
〇
一
二
年
九
月
に
改
訂
さ
れ
て
い
る
。「
遵
守
す
る
か
、
遵
守
し
な
い
理
由
を
説
明
す
る
か
（com

ply or explain

）」
の
原
則
の
下
、
機
関
投
資

家
の
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
に
係
る
指
針
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
議
決
権
を
行
使
し
た
か
と
い
っ
た
形
式
論
で
は
な
く
、
投
資
先
企
業
の
長
期
的
価

値
向
上
に
資
す
る
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
を
行
っ
た
か
と
い
う
実
質
論
で
あ
り
、
柔
軟
性
を
持
た
せ
て
い
る
と
言
え
る
。
同
「
機
関
投
資
家
に
よ
る

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
強
化
を
志
向
す
る
英
国
」
資
本
市
場
ク
ォ
ー
タ
リ
ー
二
〇
一
三
年
夏
号
。
私
見
で
あ
る
が
、
従
来
の
形
式
的
な
株
主

価
値
重
視
か
ら
、
実
質
的
・
長
期
的
な
企
業
価
値
向
上
に
向
け
、
株
主
で
あ
る
機
関
投
資
家
自
身
が
視
点
を
変
え
て
き
て
い
る
こ
と
を
伺
わ
せ
よ
う
か
。

（
39
） 

セ
イ
オ
ン
ペ
イ
原
則
は
英
国
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
導
入
済
み
で
あ
る
。
米
国
に
お
い
て
も
、
Ｔ
Ａ
Ｒ
Ｐ
（
不
良
債
権
救
済
プ
ロ
グ
ラ
ム
）
資

金
の
受
入
企
業
に
つ
い
て
毎
年
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。

（
40
） 

過
半
得
票
制
（M

ajority V
oting

）
導
入
を
会
社
側
が
提
案
す
る
事
例
も
増
加
し
て
お
り
（
二
〇
一
一
年
二
月
ア
ッ
プ
ル
株
主
総
会
）、
純
粋

な
最
多
得
票
制
採
用
企
業
の
数
は
減
少
傾
向
に
あ
る
。

（
41
） 

英
国
の
公
益
開
示
法
（P

ublic Interest D
isclosure A

ct of 1998

）、
我
が
国
の
公
益
通
報
者
保
護
法
（
二
〇
〇
四
年
制
定
、
二
〇
〇
六
年

四
月
施
行
）
は
あ
る
が
、
報
奨
金
制
度
は
稀
で
あ
る
。

（
42
） 

横
山
淳
「
取
締
役
の
報
酬
等
の
決
議
と“say on pay”

」（
二
〇
一
一
年
九
月
一
日
）
大
和
総
合
研
究
所
資
本
市
場
調
査
部
。

（
43
） 

法
律
の
文
言
が
総
会
決
議
を
直
接
義
務
付
け
る
の
で
は
な
く
、
委
任
状
等
に
含
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（shall include

）
と
規
定
し
て
い

る
の
も
連
邦
法
管
轄
で
あ
る
委
任
状
勧
誘
規
制
の
範
疇
に
収
め
る
た
め
の
工
夫
と
推
測
さ
れ
る
。

（
44
） U

.S
. L
egal D

evelopm
ents by T

ed P
aradise, D

avis P
olk &

 W
ardw

ell L
L
P
.

「
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
よ
る
プ
ロ
ク
シ
・
ア
ク
セ
ス
・
ル
ー
ル
の



七
四

採
択
」（
二
〇
一
〇
年
九
月
七
日
）。

（
45
） http://civilw

atchdoginjapan.blogspot.com
/2010_11_01_archive.htm

l
（
46
） S

E
C
 W
E
B
 Im
plem

enting D
odd-F

rank W
all S

treet R
eform

 and C
onsum

er P
rotection A

ct- U
pcom

ing A
ctivity.

鈴
木
裕
「
混

迷
深
ま
る
米
国
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
」
大
和
総
研
資
本
市
場
調
査
部S

trategy and E
com
om
ic R
epor

（
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
五
日
）
一
│
二
頁
。

（
47
） 

経
済
的
利
益
を
目
的
と
せ
ず
、
特
定
の
政
治
的
社
会
的
な
主
張
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
指
す
株
主
が
取
締
役
を
送
り
込
め
ば
、
一
般
株
主
の
利

益
と
一
致
し
な
い
経
営
が
実
現
す
る
恐
れ
が
あ
る
。
オ
プ
シ
ョ
ン
な
ど
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
商
品
を
用
い
て
、
株
価
下
落
が
自
身
の
利
益
に
な
る
状
況

（
エ
ク
イ
テ
ィ
・
デ
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
）
を
作
り
出
し
た
株
主
が
取
締
役
選
任
を
求
め
る
か
も
し
れ
な
い
。

http://w
w
w
.uscham

ber.com
/press/releases/2010/septem

ber/us-cham
ber-joins-business-roundtable-law

suit-challenging-

securities-an

（
48
） 

当
初
は
二
〇
一
一
年
株
主
総
会
か
ら
実
施
さ
れ
る
と
見
込
ま
れ
て
い
た
が
、
今
回
の
Ｓ
Ｅ
Ｃ
決
定
に
よ
り
一
年
程
度
の
遅
れ
る
も
の
と
み
ら
れ

る
。http://sec.gov/rules/other/2010/33-9149.pdf

（
49
） 

太
田
洋
「
報
酬
規
制
は
日
本
に
も
波
及
か
」N

IK
K
E
I B
U
S
IN
E
S
S

（
二
〇
一
〇
年
九
月
二
〇
日
）N

IK
K
E
I B
U
S
IN
E
S
S

一
〇
七
頁
参
照
。

（
50
） 

成
和
明
哲
法
律
事
務
所
企
業
法
研
究
部
会
・
報
告
「
米
国
金
融
規
制
改
革
法
に
お
け
る
役
員
報
酬
規
制
は
わ
が
国
に
影
響
を
与
え
る
か
」

issue 10.10.13

、report no.010.

一
│
八
頁
参
照
。

（
51
） 

平
成
二
〇
年
六
月
総
会
に
お
い
て
事
前
警
告
型
買
収
防
衛
策
を
導
入
ま
た
は
継
続
し
た
一
九
五
社
の
う
ち
八
九
社
は
定
款
変
更
を
せ
ず
に
株
主

総
会
決
議
の
み
に
よ
り
、
一
〇
六
社
は
定
款
変
更
を
行
い
、
導
入
・
継
続
を
図
っ
て
い
る
。

（
52
） 

鈴
木
裕
「P
R
O
X
Y
 A
C
C
E
S
S

」
大
和
総
研
グ
ル
ー
プ
リ
サ
ー
チ
（
二
〇
一
二
年
一
一
月
三
〇
日
）

http://w
w
w
.dir.co.jp/research/report/esg/keyw

ord/141_proxy_access.htm
l

（
53
） F
inal R

ule: F
acilitating S

hareholder D
irector N

om
inations

（
54
） 

黒
沼
悦
郎
「
株
主
の
選
挙
提
案
を
認
め
る
Ｓ
Ｅ
Ｃ
規
則
の
無
効
化
」
商
事
法
務
一
九
七
四
号
五
五
│
五
九
頁
（
二
〇
一
二
年
）、
同

「B
usiness R

oundtable v. S
E
C
 

（1

）, 

（2

）」
に
司
法
の
判
断
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
以
下
、
参
照
し
た
。
神
戸
大
学
商
事
法
研
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融
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七
五

究
会B

usiness R
oundtable v. S

E
C
 647 F

. 3d 1144 

（D
C
 C
ir. 2011

）
報
告
。

（
55
） 

“S
E
C
's S
chapiro: W

on't revisit proxy access rule soon”

ロ
イ
タ
ー
（
二
〇
一
二
年
四
月
二
五
日
）。

（
56
） 
二
名
の
委
員
（T

roy A
. P
aredes

とK
athleen L

. C
asey

）
は
、
理
論
的
見
地
お
よ
び
実
証
的
見
地
か
ら
Ｓ
Ｅ
Ｃ
を
非
難
し
て
提
案
に
反

対
し
た
。

（
57
） 

黒
沼
悦
郎
抄
訳
。

（
58
） 

Ｓ
Ｅ
Ｃ
規
則
制
定
に
経
済
界
が
反
対
し
て
提
訴
さ
れ
、
規
則
が
無
効
と
さ
れ
る
例
と
し
て
、C

ham
ber of C

om
m
erce v. S

E
C
, 412 F

. 3d 

133 

（D
.C
. C
ir. 2005

）〔
投
資
信
託
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
ル
ー
ル
を
無
効
と
す
る
〕、G

oldstein v. S
E
C
, 451 F

. 3d 873 

（D
.C
. C
ir. 2006

）〔
ヘ
ッ

ジ
・
フ
ァ
ン
ド
の
登
録
規
則
を
無
効
と
す
る
〕、A

m
erican E

quity Investm
ent L

ife Insurance C
om
pany v. S

E
C
, 613 F

. 3d 166 

（D
.C
. 

C
ir. 2010

）〔
証
券
の
定
義
か
ら
除
外
さ
れ
る
年
金
契
約
の
定
義
規
定
を
無
効
と
す
る
〕
が
あ
る
。
黒
沼
悦
郎
教
授
は
、
本
判
決
が
規
則
を
無
効
と

し
た
理
由
に
つ
い
て
、
費
用
便
益
分
析
が
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
が
、
費
用
や
便
益
に
は
数
量
化
で
き
な
い
も
の
も
あ
り
、
判
旨
は

揚
げ
足
取
り
の
感
も
あ
る
こ
と
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
費
用
便
益
分
析
が
、
規
則
を
無
効
な
も
の
に
す
る
ほ
ど
恣
意
的
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て

は
論
評
の
限
り
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
。

（
59
） C

hoi &
 P
ritchard, S

ecurities R
egulation, at 699 

（3d ed., 2012

）.

他
方
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
ス
タ
ッ
フ
は
世
界
的
金
融
危
機
、
民
主
党
政
権
の

誕
生
等
、
政
治
状
況
が
好
機
を
提
供
し
て
い
る
も
の
と
考
え
、
委
任
状
ア
ク
セ
ス
・
ル
ー
ル
制
定
を
提
案
し
た
と
の
見
方
も
あ
る
。Jill E

. F
isch, 

T
he D

estructive A
m
biguity of F

ederal P
roxy A

ccess 

（U
. P
enn. L

aw
 S
chool, Institute for L

aw
 and E

conom
ics, R

esearch 

P
aper 11-05

）, at 45-46 

（2011

）.

近
い
将
来
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
ル
ー
ル
を
制
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
も
み
ら
れ
る
。

（
60
） 

黒
沼
悦
郎
教
授
に
よ
れ
ば
、
委
任
状
ア
ク
セ
ス
の
議
論
は
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
（
株
主
と
経
営
者
の
権
限
分
配
）
を
論
じ
る
こ
と
で

あ
る
が
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
議
論
を
巧
妙
に
避
け
て
い
る
。
委
任
状
ア
ク
セ
ス
が
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
問
題
で
あ
る
と
す
れ
ば
州
法
に
委
ね
る

の
が
適
切
で
あ
る
。
理
由
は
、
会
社
内
の
事
項
は
伝
統
的
に
州
法
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、
大
部
分
が
任
意
法
規
で
あ
り
競
争
に

直
面
し
、
漸
進
的
発
展
を
す
る
州
法
の
方
が
連
邦
法
よ
り
も
株
主
と
経
営
者
の
権
限
分
配
を
扱
う
の
に
適
す
る
。
規
則
一
四
ａ
│
一
一
は
州
法
上
の

権
利
行
使
を
促
進
す
る
の
で
な
く
、
破
壊
す
る
と
み
る
見
解
も
あ
る
（F

isch

教
授
の
見
解
）。
理
由
と
し
て
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
法
は
、
株
主
が
指



七
六

名
す
る
取
締
役
候
補
者
を
会
社
の
委
任
状
資
料
に
記
載
す
る
よ
う
会
社
を
義
務
付
け
る
付
属
定
款
を
認
め
る
が
、
規
則
一
四
ａ
│
一
一
は
、
付
属
定

款
に
お
い
て
は
同
規
則
よ
り
も
厳
し
い
株
主
要
件
を
定
め
る
こ
と
を
認
め
て
い
な
い
。
Ｓ
Ｅ
Ｃ
提
案
は
、
実
質
的
に
は
、
連
邦
法
上
、
株
主
の
取
締

役
候
補
者
指
名
権
（federal nom

inating pow
er

）
を
創
設
す
る
も
の
と
い
え
る
。

（
61
） 
松
嶋
隆
弘
「
北
海
道
拓
殖
銀
行
栄
木
不
動
産
事
件
（
最
判
平
成
二
〇
年
一
月
二
八
日
判
タ
一
二
六
二
号
六
三
頁
）
／
北
海
道
拓
殖
銀
行
カ
ブ
ト

デ
コ
ム
事
件
（
最
判
平
成
二
〇
年
一
月
二
八
日
判
タ
一
二
六
二
号
六
九
頁
）」
平
成
二
〇
年
主
要
民
事
判
例
解
説
（
別
冊
判
例
タ
イ
ム
ズ
二
五
号
）

一
六
〇
│
一
六
一
頁
。

（
62
） 

札
幌
高
判
平
一
八
年
八
月
三
一
日
判
タ
一
二
二
九
号
一
一
六
頁
（
ソ
フ
ィ
ア
事
件
）
評
釈
に
大
久
保
拓
也
・
税
務
事
例
三
九
巻
一
二
号
六
二
頁
。

（
63
） 

私
見
で
あ
る
が
、R

ed F
lag

と
の
接
点
と
な
ろ
う
か
。

（
64
） 

北
島
純
『
外
国
公
務
員
贈
賄
罪　
立
法
の
経
緯
か
ら
実
務
対
応
ま
で
』
中
央
経
済
社
（
二
〇
一
一
年
）
三
二
九
│
三
五
〇
頁
参
照
。
非
常
勤
の

外
国
公
務
員
へ
の
賄
賂
供
与
が
不
正
競
争
防
止
法
一
八
条
一
項
に
違
反
し
な
い
と
誤
認
し
た
場
合
、
違
法
性
の
意
識
不
要
説
か
ら
は
外
国
公
務
員
贈

賄
罪
が
成
立
し
て
責
任
軽
減
が
あ
り
得
る
だ
け
と
な
る
。
違
法
性
の
意
識
の
可
能
性
必
要
説
か
ら
は
、
違
法
性
の
意
識
を
欠
い
た
こ
と
に
相
当
の
理

由
が
あ
れ
ば
責
任
故
意
を
阻
却
す
る
が
、
公
的
見
解
で
あ
る
所
管
官
庁
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
信
頼
し
て
も
直
ち
に
相
当
の
理
由
が
あ
る
こ
と
に
な
ら

な
い
。
東
京
高
判
昭
和
五
五
年
九
月
二
六
非
高
集
三
三
巻
五
号
三
五
九
頁
（
石
油
カ
ル
テ
ル
生
産
調
整
事
件
）。
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融
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七
七

第
六
章　

域
外
適
用
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
際

一
．
域
外
適
用
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
な
ら
び
にR

ed Flag

規
準

1 

．
域
外
適
用
と
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
実
際
│
海
外
汚
職
行
為
防
止
法
と
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
抵
触
局
面
に
お
け
る
実
務
対

応
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
方
向
性
│

上
記
の
全
般
的
考
察
を
踏
ま
え
て
、
海
外
汚
職
行
為
防
止
法
と
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
抵
触
局
面
に
お
け
る
実
務
対
応
を
題
材
に
、

新
た
な
域
外
適
用
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
改
め
て
検
討
を
深
め
て
い
き
た
い
（
65
）

。

米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
い
て
は
、
リ
ー
マ
ン
金
融
危
機
後
の
再
発
防
止
な
ど
を
主
旨
と
し
、
広
範
な
内
容
を
有
す
る
が
、
我

が
国
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
、
①
同
法
に
内
在
す
る
ジ
レ
ン
マ
・
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
、
②
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
関
連
の
強
化
規

定
、
③
域
外
適
用
な
ど
が
議
論
と
な
る
。

こ
れ
ら
が
交
錯
し
、
先
鋭
化
し
た
企
業
の
喫
緊
の
対
処
す
べ
き
一
つ
の
新
し
い
典
型
事
例
と
し
て
、
域
外
適
用
と
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
の
実
際
に
つ
い
て
、
海
外
汚
職
行
為
防
止
法
と
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
抵
触
局
面
に
お
け
る
実
務
対
応
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
方
向
性
を

考
察
対
象
と
し
て
検
討
し
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ら
び
に
Ｅ
Ｒ
Ｍ
の
具
体
的
な
構
築
例
も
示
し
た
。

①
に
つ
い
て
は
、
シ
テ
ィ
グ
ル
ー
プ
と
行
っ
た
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
・
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
（
二
〇
一
一
年
五
月
）
の
中
で
、
同
法
に
内
在
す
る

ジ
レ
ン
マ
・
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
指
摘
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、
新
た
な
法
領
域
と
の
間
で
別
途
の
ジ
レ
ン
マ
が
生
じ
て
き
て
い
る
と
い
え
よ

う
。
米
国
の
金
融
回
復
も
あ
っ
て
、
肝
心
の
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
自
体
の
方
向
性
が
極
め
て
不
透
明
と
な
っ
て
い
る
中
、
本
来
は
パ
ン

ド
ワ
ゴ
ン
（
便
乗
）
条
項
で
あ
る
が
、
金
融
危
機
再
発
防
止
の
た
め
に
緊
急
に
整
備
さ
れ
た
九
二
二
条
の
内
部
告
発
に
対
す
る
高
額
報
奨



七
八

金
条
項
が
元
来
の
法
文
上
の
限
定
の
な
さ
か
ら
、
一
人
歩
き
と
も
い
え
る
様
相
を
呈
し
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
と
い
う
他
の
法
領
域
に
お
い
て
、
要

求
さ
れ
る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
体
制
整
備
の
弱
体
化
を
誘
発
し
か
ね
ず
、
ひ
い
て
は
②
の
企
業
の
自
主
的
な
ガ
バ
ナ
ン
ス

整
備
に
も
支
障
が
生
じ
る
と
い
っ
た
懸
念
が
米
国
な
ど
で
報
告
さ
れ
る
と
い
う
、
新
た
な
ジ
レ
ン
マ
の
顕
現
化
を
誘
発
し
て
い
る
。
自
国

企
業
の
競
争
力
保
持
と
い
う
、
独
禁
法
な
ど
に
お
け
る
と
同
様
の
競
争
法
的
視
点
も
あ
り
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
な
ど
の
域
外
適
用
を
米
国
等
が
強

め
て
き
て
い
る
。
我
が
国
の
国
際
展
開
を
図
る
多
国
籍
企
業
と
し
て
は
、
米
国
は
も
と
よ
り
、
ア
フ
リ
カ
、
中
南
米
な
ど
米
国
外
の
海
外

ビ
ジ
ネ
ス
に
お
い
て
も
、
外
国
公
務
員
賄
贈
賄
罪
の
域
外
適
用
に
対
す
る
事
前
防
止
の
た
め
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
内
部
統
制
の
体

制
整
備
が
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
、
Ｕ
Ｋ
Ｂ
Ａ
に
お
い
て
法
文
上
要
求
さ
れ
る
。
国
際
的
企
業
と
し
て
は
、
事
前
予
防
ま
た
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
法
文
上
の
要

求
事
項
と
し
て
も
、
現
地
法
人
・
事
務
所
任
せ
に
せ
ず
、
本
社
の
情
報
と
決
済
を
集
中
さ
せ
、
現
地
法
人
と
対
し
て
も
現
地
国
の
商
慣
習

や
法
制
度
の
相
違
も
含
め
て
、
分
か
り
や
す
く
説
明
さ
せ
る
こ
と
で
説
明
責
任
を
課
し
、
申
請
書
や
本
社
の
役
員
会
記
録
な
ど
記
録
書
類

を
残
す
こ
と
が
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
要
求
事
項
に
応
え
る
内
部
統
制
・
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制
整
備
を
整
え
、
現
地
の
安
易
な
判
断
に
よ

る
贈
賄
の
事
前
防
止
、
さ
ら
に
は
経
営
判
断
原
則
適
用
に
お
け
る
事
後
の
抗
弁
に
も
繋
が
る
。
こ
う
し
た
企
業
グ
ル
ー
プ
全
体
の
共
通
・

標
準
と
な
る
よ
う
な
内
部
規
程
を
整
備
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
が
焦
眉
の
急
と
な
る
。

こ
の
た
め
、
内
部
告
発
者
に
対
し
て
、
直
接
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
報
奨
金
目
当
て
で
駆
け
込
む
前
に
如
何
に
し
て
自
社
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
部

門
に
事
前
報
告
さ
せ
る
か
が
鍵
と
な
る
。
即
ち
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
と
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
ジ
レ
ン
マ
の
解
消
・
調
和
を
図
り
、
自
主
的
で

実
効
性
の
あ
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
が
克
服
す
べ
き
課
題
と
な
る
。

2
．
内
部
告
発
お
よ
びR

ed Flag

規
準

②
で
は
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
が
ガ
バ
ナ
ン
ス
関
連
条
項
を
整
備
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、C

itiG
roup

判
決
な
ど
、
平
時
の
事
後
的
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七
九

な
経
営
判
断
原
則
（
Ｂ
Ｊ
Ｒ
）
適
用
に
よ
る
安
易
な
金
融
機
関
の
経
営
者
責
任
の
免
責
を
許
す
司
法
判
断
が
相
次
ぎ
、
経
営
者
天
国
と
も

い
え
る
様
相
を
現
出
し
て
い
る
こ
と
が
、
一
方
で
大
き
な
克
服
す
べ
き
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
内
部
告
発
者
な
ど
に
よ
るR

ed F
lag

（
危

険
な
徴
候
）
を
等
閑
視
せ
ず
、
ま
た
隠
蔽
工
作
な
ど
を
行
わ
な
いR

ed F
lag

遵
守
義
務
の
違
反
が
原
告
か
ら
は
主
張
さ
れ
る
。
裁
判
所
は

請
求
原
因
と
な
る
こ
と
は
認
め
つ
つ
も
、
ま
だ
請
求
認
容
に
は
至
っ
て
い
な
い
が
、
そ
の
後
のB

ear S
tearns

判
決
、D

ow
 C
hem
ical

判
決
を
み
て
も
徐
々
に
法
規
範
化
・
抽
象
化
の
過
程
に
あ
る
と
み
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
か
か
るR

ed F
lag

遵
守
義
務
を
経
営
陣

の
戦
略
面
に
お
け
る
帰
責
性
を
分
け
る
規
準
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
同
時
に
、
内
部
告
発
を
共
通
項
と
し
て
、
事
前
予

防
と
し
て
自
主
的
な
体
制
整
備
、
ひ
い
て
は
経
営
陣
の
遵
守
あ
る
い
は
自
己
規
律
に
よ
り
、
事
後
的
な
Ｂ
Ｊ
Ｒ
適
用
局
面
で
も
抗
弁
と
な

る
も
の
と
み
ら
れ
、
こ
う
し
た
好
循
環
の
形
成
に
よ
り
、
不
正
発
生
自
体
の
減
少
に
繋
が
る
こ
と
も
期
待
さ
れ
る
。
経
営
者
の
事
後
的
に

隠
蔽
、
法
律
適
用
か
ら
如
何
に
逃
れ
る
か
、
で
な
く
、
真
正
面
か
ら
自
主
的
に
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
取
り
組
む
姿
勢
へ
の
変
化
が
求

め
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
れ
ま
で
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
総
会
屋
、
さ
ら
に
は
近
時
の
反
社
会
的
勢
力
に
対
し
て
、
経
営
陣
の
意
識

転
換
・
改
革
こ
そ
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
の
延
長
線
に
あ
り
、
極
め
て
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
問
題
で
も
あ
る
。

内
部
告
発
条
項
お
よ
びR
ed F

lag

規
準
を
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
内
蔵
し
、
内
部
告
発
者
に
対
し
て
、
直
接
Ｓ
Ｅ
Ｃ

に
駆
け
込
む
前
に
自
社
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
部
門
に
事
前
報
告
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
か
か
る
対
応
に
よ
っ
て
も
、
ド
ッ
ド
・
フ

ラ
ン
ク
法
に
よ
る
ジ
レ
ン
マ
自
体
が
消
失
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
が
、
危
機
の
再
発
防
止
の
た
め
の
緊
急
・
短
期
的
対
策
と
し
て
同
法

九
二
二
条
に
よ
る
内
部
告
発
奨
励
に
よ
る
不
祥
事
・
危
機
の
防
止
が
あ
り
、
長
期
的
に
は
企
業
の
自
主
的
な
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ

グ
ラ
ム
構
築
に
よ
り
、
総
合
的
に
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
対
策
と
し
て
の
実
効
性
を
高
め
て
い
く
こ
と
で
調
和
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
従
業
員

の
社
内
的
リ
ニ
エ
ン
シ
ー
制
度
や
長
期
的
観
点
か
ら
の
報
酬
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
導
入
を
図
り
、
内
部
通
報
に
伴
う
不
利
益
処
分
排
除
と
併



八
〇

せ
て
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
体
制
整
備
を
図
る
場
合
、R

ed F
lag

が
一
定
の
機
能
を
果
た
し
得
る
。
即
ち
、
企
業
の
実
際
と
し
て
は
、

内
部
告
発
す
べ
き
具
体
的
な
規
準
を
従
業
員
に
示
し
、
ま
た
認
識
さ
せ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
企
業
と
し
て
はR

ed F
lag

の
判
例
蓄
積

を
調
べ
る
な
ど
、
社
内
に
お
け
る
内
部
告
発
規
準
を
定
め
る
こ
と
に
な
る
。
ま
たF

lag

と
し
て
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
段
階
に
留
ま
る

か
、
進
ん
で
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
段
階
に
あ
る
か
に
つ
き
、
従
業
員
自
身
が
自
主
的
に
判
断
で
き
る
よ
う
な
意
識
・
規
範
の
形
成
あ
る
い

は
教
育
も
重
要
と
な
る
。

グ
ル
ー
プ
リ
ス
ク
管
理
が
求
め
ら
れ
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
融
合
し
た
局
面
の
リ
ス
ク
ベ
ー
ス
・
ア
プ
ロ
ー

チ
（
重
要
性
の
原
則
）、
さ
ら
に
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
な
ど
リ
ス
ク
・
ア
セ
ス
メ
ン
ト
も
必
要
と
な
る
。
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
ガ
イ
ド
な
ど
を
み
れ
ば
、
低

リ
ス
ク
の
部
門
と
企
業
が
評
価
し
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
体
制
の
未
整
備
の
部
分
か
ら
問
題
が
生
じ
て
も
、
結
果
責
任
を
不
問
と
す
る
こ

と
が
述
べ
ら
れ
る
。
即
ち
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
に
立
ち
向
か
う
企
業
経
営
者
の
姿
勢
と
し
て
矜
持
を
示
す
こ
と
自
体
が
求
め
ら
れ
て
お

り
、
米
国
の
法
規
範
ら
し
さ
が
窺
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
い
。
ま
た
、
形
式
的O

ne size fi ts all

の
考
え
方
は
不
可
と
な
り
、
各
社
の
実

際
と
し
て
は
業
界
・
企
業
特
性
に
応
じ
た
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
体
制
が
柔
軟
に
整
備
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
場
合R

ed F
lag

は

無
過
失
責
任
た
る
忠
実
義
務
違
反
を
念
頭
に
置
き
、
そ
の
戦
略
を
採
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
消
極
的
妥
当
性
に
限
定
し
た
メ
ル
ク

マ
ー
ル
と
な
り
、
そ
の
厳
格
さ
、
あ
る
い
は
限
定
性
な
ど
か
ら
、
あ
く
ま
で
内
部
告
発
す
べ
き
ミ
ニ
マ
ム
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
し
て
機

能
・
導
入
が
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
他
に
も
っ
と
適
切
な
戦
略
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
と
い
う
積
極
的
妥
当
性
を
判
断
す
る
局
面

に
は
不
向
き
と
な
ろ
う
。
内
部
統
制
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
は
上
か
ら
の
統
制
と
し
て
の
経
営
独
裁
に
繋
が
り
か
ね
な
い
限
界
が
指
摘
さ

れ
る
と
こ
ろ
、
従
業
員
か
ら
の
内
部
告
発
を
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
採
り
込
む
こ
と
で
、
ひ
い
て
は
経
営
陣
へ
の
自
己
規
律
に
も
繋
が
ろ
う
。
経

営
陣
がR

ed F
lag

を
遵
守
す
る
こ
と
は
、
経
営
判
断
原
則
適
用
に
お
け
る
抗
弁
と
な
り
、
免
責
に
繋
が
る
。
事
前
予
防
と
共
に
、
事
後
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八
一

的
な
抗
弁
と
し
て
の
機
能
も
果
た
し
う
る
。

二
．
内
部
統
制
に
関
す
る
法
制
度
の
比
較
法
的
検
討
な
ら
び
に
実
務
の
齟
齬
と
実
践
的
Ｅ
Ｒ
Ｍ
の
構
築

1
．
消
極
的
妥
当
性
な
ら
び
に
内
部
統
制
に
関
す
る
法
制
度
と
実
務
の
齟
齬

内
部
統
制
に
関
し
て
み
る
と
、
経
済
産
業
省
の
定
義
（
66
）

に
お
け
る
「
事
業
機
会
に
関
連
す
る
リ
ス
ク
」（
経
営
陣
の
戦
略
的
意
思
決
定
）
は
、

内
部
統
制
の
対
象
で
は
な
く
、
経
営
判
断
原
則
適
用
局
面
と
な
り
、
他
方
「
事
業
活
動
の
遂
行
に
関
連
す
る
リ
ス
ク
」
は
内
部
統
制
構
築

に
よ
り
免
責
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
戦
略
で
あ
る
限
り
は
明
確
な
過
失
が
な
い
限
り
は
内
部
統
制
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
な
く
、
安
易
な
免
責

が
さ
れ
が
ち
と
な
る
が
、
実
務
と
法
制
度
と
の
ズ
レ
が
指
摘
さ
れ
る
。
即
ち
、
⒜
内
部
統
制
の
中
で
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
し
て
は
、

会
社
法
（
三
六
二
条
ほ
か
）
な
ら
び
に
規
則
（
一
〇
〇
条
ほ
か
）
で
は
「
損
失
の
危
険
の
管
理
」
と
規
定
さ
れ
、
内
部
統
制
整
備
に
よ
り
免

責
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
は
ず
の
と
こ
ろ
、
消
極
的
妥
当
性
の
部
分
で
あ
り
、R

ed F
lag

規
準
に
反
し
た
場
合
は
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

と
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
が
近
接
し
た
融
合
部
分
に
お
け
る
違
反
と
し
て
、
経
営
陣
の
責
任
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
内
部
統
制
の
対
象

で
あ
っ
て
も
、
安
易
に
免
責
さ
れ
な
い
部
分
と
な
る
。
少
な
く
と
も
、
内
部
統
制
の
対
象
と
し
て
は
残
し
つ
つ
も
、
当
該
部
分
はR

ed 

F
lag

規
準
に
よ
り
厳
し
い
無
過
失
責
任
た
る
忠
実
義
務
と
し
て
別
異
に
扱
う
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
適
用
の
射
程
範
囲
を
狭
め
厳
格
適
用

す
る
こ
と
で
、
平
仄
も
図
れ
よ
う
。
⒝
次
に
戦
略
面
は
、
事
業
機
会
に
関
連
す
る
リ
ス
ク
の
問
題
と
し
て
内
部
統
制
対
象
か
ら
は
外
れ
、

経
営
判
断
原
則
適
用
の
局
面
と
し
て
安
易
に
免
責
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
こ
の
戦
略
面
の
中
で
も
や
は
り
消
極
的
妥
当
性
の
か
か
る
部
分

に
つ
い
て
は
、R

ed F
lag

規
準
に
よ
り
経
営
陣
の
責
任
を
厳
し
く
問
う
べ
き
で
あ
り
、
実
際
も
企
業
社
会
で
は
経
営
陣
は
こ
う
し
た
局

面
で
は
退
陣
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
結
局
、
消
極
的
妥
当
性
の
判
断
対
象
に
関
し
て
は
、
⒜
、
⒝
の
二
つ
に
跨
が
っ
て
存
在
す
る
の
で
は

な
い
か
、
と
考
え
る
。
⒞
最
後
に
Ｅ
Ｒ
Ｍ
で
は
、
リ
ス
ク
テ
イ
ク
を
積
極
的
に
把
握
し
て
お
り
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
し
て
は
損
失



八
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の
危
険
に
留
ま
ら
ず
、
積
極
的
妥
当
性
と
し
て
「
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
」
部
分
の
み
な
ら
ず
、「
プ
ラ
ス
の
影
響
」
の
部
分
も
対
象
と
し
て

把
握
を
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
米
国
Ｅ
Ｒ
Ｍ
も
、
文
言
解
釈
は
と
も
か
く
、
こ
の
方
向
で
広
義
に
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
事
業
活
動
の
遂

行
に
関
連
す
る
リ
ス
ク
に
し
て
も
、
損
失
も
利
益
も
発
生
す
る
リ
ス
ク
も
、
企
業
経
営
の
実
際
上
は
内
部
統
制
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

英
国
で
二
〇
〇
二
年
導
入
さ
れ
て
い
る
Ｅ
Ｒ
Ｍ
（A

 N
ew
 R
isk M

anagem
ent S

tandard

）
で
は
、
対
象
リ
ス
ク
の
範
囲
をupside

と

dow
nside

の
両
リ
ス
ク
と
し
、
対
処
す
る
リ
ス
ク
の
範
囲
を
損
失
も
利
益
も
発
生
す
る
リ
ス
ク
に
拡
大
し
て
い
る
（
67
）

。
我
が
国
に
お
け
る

内
部
統
制
と
英
国
の
企
業
の
Ｅ
Ｒ
Ｍ
に
つ
い
て
、
法
制
度
と
実
務
面
の
相
違
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
も
し
内
部
統
制
を
Ｅ
Ｒ
Ｍ
に
拡
大
し

な
い
考
え
方
に
拠
る
と
す
れ
ば
、
内
部
統
制
は
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
と
財
務
報
告
の
信
頼
性
と
い
う
側
面
を
中
心
と
し
た
、
オ
ペ
レ
ー

シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
管
理
の
手
段
と
解
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
④
以
上
の
点
で
、
我
が
国
の
法
制
度
上
要
求
さ
れ
る
内
部
統
制
体
制
を
充

足
す
る
の
み
で
は
、
真
に
企
業
に
求
め
ら
れ
る
Ｅ
Ｒ
Ｍ
の
体
制
整
備
を
構
築
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
。
経
営
判
断
に
お
け
る
吟
味
の
基
準

と
も
い
え
る
領
域
で
、
会
社
法
の
要
求
と
実
務
で
展
開
し
て
き
た
内
部
統
制
の
整
合
性
に
関
す
る
射
程
範
囲
の
微
妙
な
ズ
レ
が
生
じ
て
い

る
と
い
え
る
。
我
が
国
の
法
制
度
上
の
内
部
統
制
自
体
に
内
在
す
る
限
界
部
分
で
も
あ
ろ
う
。
拡
大
し
て
積
極
的
妥
当
性
の
判
断
ま
で
も

包
含
さ
せ
る
場
合
に
は
、
帰
責
性
を
分
け
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
鼎
立
・
運
用
が
方
法
論
と
し
て
未
確
立
で
あ
る
こ
と
が
次
の
課
題
と
な
る
。

他
の
戦
略
を
採
れ
ば
明
ら
か
に
更
な
る
利
益
を
上
げ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
の
立
証
責
任
を
原
告
に
課
す
る
形
で
、
経
営

陣
の
無
問
責
の
推
定
規
定
を
置
く
こ
と
に
よ
り
、
妥
当
な
調
整
を
図
る
方
策
も
考
え
ら
れ
よ
う
。R

ed F
lag

規
準
は
、
こ
う
し
た
我
が

国
に
お
け
る
法
制
度
と
実
務
に
お
け
る
ズ
レ
の
調
整
・
解
消
、
さ
ら
に
は
経
営
陣
に
対
し
て
リ
ス
ク
経
営
の
事
前
予
防
、
自
己
規
律
づ
け

も
意
識
さ
せ
る
役
割
も
担
う
こ
と
に
な
る
。
統
制
環
境
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
併
せ
て
、
十
全
の
機
能
発
揮
が
求
め
ら
れ
よ
う
。



米
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ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
を
中
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と
す
る
国
際
金
融
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の
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と
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（
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川
）

八
三

2
．
米
国
・
英
国
の
実
践
的
Ｅ
Ｒ
Ｍ
の
構
築
と
会
社
法
制

リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は
、
純
粋
な
リ
ス
ク
中
心
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
か
ら
企
業
が
直
面
す
る
総
て
の
リ
ス
ク
を
対
象
と
す
る

Ｅ
Ｒ
Ｍ
へ
移
行
し
つ
つ
あ
る
。
Ｅ
Ｒ
Ｍ
と
称
さ
れ
る
Ｃ
Ｏ
Ｓ
Ｏ
2
（E
nterprise R

isk M
anagem

ent Integrated F
ram
ew
ork

）
に
お
け
る

定
義
を
み
る
と
、
Ｅ
Ｒ
Ｍ
は
事
業
体
の
取
締
役
会
、
経
営
者
、
そ
の
他
の
組
織
体
の
す
べ
て
の
者
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
、
戦
略
策
定
に
適

用
さ
れ
、
事
業
全
体
に
わ
た
る
一
つ
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
Ｅ
Ｒ
Ｍ
は
事
業
体
の
目
的
の
達
成
に
関
し
て
の
合
理
的
な
保
証
を
与
え
る
為

に
、
事
業
体
に
影
響
を
及
ぼ
す
潜
在
的
な
事
象
を
識
別
し
、
事
業
体
の
リ
ス
ク
の
管
理
が
で
き
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
る
。
経
営
者
が
事
業

体
を
経
営
す
る
手
段
に
は
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。

米
国
で
は
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
内
部
統
制
は
別
々
に
進
化
・
発
展
し
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は
企
業
実
務
に
定
着
し
、
リ
ス

ク
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
職
種
が
存
在
す
る
。
Ｃ
Ｏ
Ｓ
Ｏ
レ
ポ
ー
ト
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は
米
国
の
伝
統
的
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
は
生

い
立
ち
が
異
な
り
、
両
者
に
連
続
性
は
無
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

一
九
九
〇
年
代
の
主
要
国
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
議
論
の
先
駆
と
な
っ
た
も
の
と
し
て
、
英
国
に
お
い
て
一
九
九
二

年
公
表
さ
れ
た
「
キ
ャ
ド
バ
リ
ー
委
員
会
報
告
書
（R

eport of the C
om
m
ittee on the F

inancial A
spect of C

orporate G
overnance

）」
が

あ
る
。
こ
の
中
で
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
は
、
会
社
が
そ
れ
に
よ
っ
て
指
揮
さ
れ
、
統
制
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
定
義

さ
れ
て
い
る
。
所
有
と
経
営
が
分
離
し
、
株
主
の
代
表
で
あ
る
取
締
役
会
が
会
社
を
統
治
す
る
こ
と
が
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
で

あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
米
国
・
英
国
と
も
共
通
す
る
。

英
国
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
議
論
で
は
、
内
部
統
制
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
求
め
ら
れ
、
米
国

の
二
〇
〇
四
年
Ｃ
Ｏ
Ｓ
Ｏ
2
（
Ｅ
Ｒ
Ｍ
）
公
表
に
よ
り
、
内
部
統
制
に
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
内
蔵
さ
れ
た
こ
と
と
符
合
す
る
。
と
か
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く
論
者
に
よ
っ
て
相
違
が
あ
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
内
部
統
制
と
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
結
び
付
き
の
理
解
に
繋
が
ろ
う
。

英
国
「
統
合
規
範
（
68
）

」
に
お
い
て
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
結
合
が
み
ら
れ
、
英
国
の
コ
ー
ポ
レ
ー

ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
で
は
、
内
部
統
制
は
そ
の
一
部
と
い
う
位
置
付
け
と
な
る
。
か
か
る
「
統
合
規
範
」
の
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
を
維
持
す

る
た
め
、
英
国
「
タ
ー
ン
バ
ル
委
員
会
報
告
書
（
69
）

」
は
ロ
ン
ド
ン
証
券
取
引
所
上
場
企
業
が
履
行
す
る
要
件
を
定
め
て
い
る
。
二
〇
〇
二
年

「A
 N
ew
 R
isk M

anagem
ent S

tandard

」
は
、
対
象
リ
ス
ク
の
範
囲
をupside

、dow
nside

の
両
リ
ス
ク
と
し
て
対
処
と
す
る
リ
ス

ク
の
範
囲
を
損
失
も
利
益
も
発
生
す
る
リ
ス
ク
に
ま
で
拡
大
し
て
い
る
。
タ
ー
ン
バ
ル
委
員
会
報
告
書
を
考
慮
し
た
内
容
と
な
っ
て
お
り
、

リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
内
部
統
制
が
融
合
し
て
い
る
。

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
内
部
統
制
と
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
問
題
は
広
範
囲
の
理
論
・
業
務
を
包
含
し
、
我
が
国
で
は

区
々
に
議
論
を
さ
れ
て
い
る
感
が
あ
る
。
ま
た
我
が
国
の
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
で
は
、
会
社
法
制
に
お
い
て
は
損
失
の
危
険
と
し
て
利
益

に
か
か
る
記
述
は
な
く
、
ま
た
経
営
戦
略
面
の
安
易
な
経
営
判
断
原
則
適
用
に
よ
る
経
営
陣
の
免
責
に
繋
が
り
か
ね
な
い
な
ど
の
実
務
と

の
齟
齬
が
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
う
し
た
米
国
・
英
国
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制
を
参
考
に
し
て
一
層
の
充
実
を
図
る
こ

と
が
望
ま
れ
る
。

我
が
国
会
社
法
に
つ
い
て
、
取
締
役
の
内
部
統
制
体
制
構
築
義
務
の
観
点
か
ら
整
理
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
る
。
①
取
り
扱
う
リ
ス
ク

の
範
囲
：
会
社
が
直
面
す
る
全
て
の
リ
ス
ク
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
②
リ
ス
ク
管
理
方
法
・
リ
ス
ク
管
理
組
織
：
事
業
機
会
に
関
す
る
リ

ス
ク
と
、
事
業
活
動
の
遂
行
に
関
す
る
リ
ス
ク
と
で
は
、
管
理
方
法
・
管
理
部
門
が
異
な
る
こ
と
は
あ
り
得
る
。
③
危
機
管
理
・
Ｂ
Ｃ
Ｐ

も
リ
ス
ク
管
理
の
対
象
で
あ
る
。
④
日
本
版
Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
（
Ｊ
│

Ｓ
Ｏ
Ｘ
）
の
関
係
：
不
正
な
財
務
報
告
に
関
す
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

は
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
ご
く
一
部
で
あ
る
。
⑤
取
締
役
の
善
管
注
意
義
務
に
つ
い
て
、
現
実
的
視
点
か
ら
の
整
理
が
必
要
と
な
る
。
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融
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八
五

Ｅ
Ｒ
Ｍ
な
ら
び
に
内
部
統
制
の
実
施
基
準
に
つ
き
、
現
実
の
実
務
と
の
乖
離
・
混
同
が
み
ら
れ
、
解
決
す
べ
き
課
題
が
多
い
。
リ
ス
ク

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
実
務
に
お
い
て
は
、
Ｅ
Ｒ
Ｍ
と
従
来
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
の
相
違
点
、
内
部
統
制
の
関
わ
り

に
つ
い
て
十
分
な
議
論
を
尽
く
し
、
戦
略
的
意
思
決
定
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
包
含
す
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
Ｅ
Ｒ
Ｍ

と
し
て
構
築
し
て
い
く
方
向
性
が
指
摘
さ
れ
る
。

3
．
長
期
的
な
企
業
価
値
経
営

以
上
を
通
じ
て
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
と
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
域
外
適
用
（
③
の
問
題
）
に
お
け
る
ジ
レ
ン
マ
（
①
の
問
題
）
の
解
消
・
調
和

に
資
す
る
と
共
に
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
後
退
（
③
の
問
題
）
と
も
揶
揄
さ
れ
る
経
営
者
天
国
の
克
服
に
も
繋
が
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
も
っ

と
もR

ed F
lag

導
入
に
は
、
そ
の
機
能
し
う
る
局
面
が
経
営
戦
略
面
の
消
極
的
妥
当
性
に
限
定
さ
れ
、
無
過
失
責
任
と
し
て
の
厳
格
さ

を
有
す
る
こ
と
、
ま
た
リ
ス
ク
テ
イ
ク
を
忌
避
す
る
と
い
う
経
営
陣
に
対
す
る
萎
縮
効
果
も
副
作
用
と
し
て
存
在
し
か
ね
な
い
こ
と
な
ど

か
ら
、
現
実
にR

ed F
lag

を
内
部
告
発
関
連
規
定
に
織
り
込
む
に
は
少
な
か
ら
ず
難
点
も
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
我
が
国
に
お
い
て
は
、

内
部
告
発
の
気
風
が
根
付
い
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
高
額
報
奨
金
制
度
も
存
在
し
な
い
。
そ
う
し
た
危
機
意
識
の
乏
し
い
中
で
、

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
域
外
適
用
な
ど
に
対
す
る
備
え
が
急
速
に
国
際
展
開
を
図
る
企
業
に
お
い
て
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
社
内
リ

ニ
エ
ン
シ
ー
制
度
導
入
に
し
て
も
経
営
ト
ッ
プ
が
過
去
の
過
ち
を
問
わ
な
い
と
い
う
英
断
が
必
要
と
な
る
。
経
営
ト
ッ
プ
の
意
識
改
革
こ

そ
が
鍵
と
な
る
所
以
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
Ｅ
Ｒ
Ｍ
に
お
け
る
要
素
で
あ
る
統
制
環
境
の
整
備
が
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
強
化
と
併
せ
て
、
十
全

な
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
他
方
、
昇
進
・
昇
格
な
ど
長
期
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
導
入
は
、
逆
に
従
業
員
の
長
期
雇
用

が
根
付
く
我
が
国
に
お
い
て
は
容
易
さ
も
あ
ろ
う
。
長
期
的
な
企
業
価
値
あ
る
い
は
Ｃ
Ｓ
Ｒ
、
従
業
員
と
い
う
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
型
経

営
に
向
け
た
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
国
際
収
斂
に
繋
が
っ
て
い
く
嚆
矢
と
も
な
り
得
る
。



八
六

三
．
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
要
諦

1
．
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
摘
発
強
化
と
対
応

不
正
競
争
防
止
法
の
外
国
公
務
員
贈
賄
罪
の
適
用
は
、
こ
こ
一
〇
年
間
で
三
件
に
留
ま
り
、
し
か
も
事
実
上
は
略
式
罰
金
刑
に
留
ま
る

の
が
実
態
で
も
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
競
争
政
策
と
し
て
米
国
は
域
外
適
用
を
強
め
て
お
り
、
現
状
の
我
が
国
の
企
業
風
土
と
し
て
、
直

ち
に
内
部
告
発
や
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
体
制
整
備
は
大
多
数
の
企
業
に
お
い
て
は
危
機
感
を
得
に
く
い
面
も
あ
ろ
う
が
、
米
国
や
米
国
以

外
も
含
め
た
国
際
展
開
を
図
る
企
業
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
企
業
風
土
の
悠
長
な
変
化
を
待
つ
余
裕
も
な
く
、
既
に
緊
急
の
対
策
が
求

め
ら
れ
る
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
域
外
適
用
に
つ
い
て
は
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
ほ
か
、
Ｕ
Ｋ
Ｂ
Ａ
も
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
示
し
て
お
り
、
民
間
人
へ
商

業
賄
賂
も
禁
止
、
営
業
活
動
に
関
す
る
抗
弁
（A
ffi  rm
ative defense

）
が
な
い
こ
と
、
業
務
円
滑
化
の
支
払
（facilitation paym

ent

）
の
例

外
も
な
い
こ
と
な
ど
、
一
層
厳
し
さ
を
増
し
て
い
る
。
中
国
も
域
外
適
用
こ
そ
規
定
し
て
は
い
な
い
も
の
の
、
近
時
の
案
件
摘
発
が
俎
上

に
上
っ
て
い
る
。
特
に
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
は
、
現
時
点
で
一
二
〇
件
も
の
摘
発
予
定
案
件
を
抱
え
る
と
さ
れ
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
贈
賄
事
件

（
二
〇
一
一
│
二
〇
一
二
年
和
解
）
を
み
て
も
、
捜
査
着
手
宣
言
後
、
八
年
の
長
期
を
か
け
て
粘
り
強
く
我
が
国
企
業
の
摘
発
に
漕
ぎ
着
け
る

な
ど
、
容
易
な
ら
ざ
る
面
が
あ
る
。
現
時
点
で
は
人
員
や
予
算
制
約
も
あ
っ
て
、
当
局
の
摘
発
は
大
型
案
件
に
的
を
絞
っ
て
い
る
感
が
あ

る
が
、
今
後
は
す
べ
て
の
海
外
展
開
企
業
が
域
外
適
用
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
備
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
米
国
司
法
省
（
Ｄ
Ｏ
Ｊ
）

の
摘
発
手
法
は
、
連
邦
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
従
っ
た
罰
金
額
決
定
に
お
け
る
裁
量
に
よ
る
捜
査
能
力
改
善
を
基
礎
と
し
て
、
規
準
罰
金

額
・
有
責
点
数
を
定
め
、
最
低
乗
数
と
最
高
乗
数
を
示
す
こ
と
で
、
司
法
取
引
（P

lea A
greeem

ent

）・
訴
追
延
期
（
起
訴
猶
予
）
合
意

（D
eferred P

rosecution A
greeem

ent

）
を
活
用
す
る
。
本
邦
企
業
が
二
〇
一
一
年
合
意
し
た
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
事
件
で
は
六
・
二
億
ド
ル
ま

で
の
幅
を
示
し
、
最
終
的
に
は
規
準
罰
金
額
を
上
回
る
二
・
二
億
ド
ル
で
和
解
に
追
い
込
ん
で
い
る
。
米
国
企
業
Ｃ
Ｅ
Ｏ
の
有
罪
答
弁
取



米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
を
中
心
と
す
る
国
際
金
融
法
制
の
展
開
と
影
響
に
関
わ
る
考
察
（
藤
川
）

八
七

引
（
捜
査
協
力
に
よ
る
刑
期
短
縮
）、
合
弁
先
の
米
社
、
仏
社
、
蘭
社
と
次
々
に
合
意
さ
せ
、
周
辺
を
固
め
た
上
で
最
後
に
本
邦
企
業
を
司

法
取
引
に
追
い
込
ん
で
い
る
。

2
．
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
な
ら
び
に
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
要
諦

域
外
適
用
に
対
す
る
実
務
対
応
と
し
て
、
善
管
注
意
義
務
と
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
し
て
は
、
既
に
述
べ
て
き
た
。

か
か
る
前
提
の
下
で
、
望
ま
し
い
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
際
を
検
討
す
る
。

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
の
機
能
は
、
従
業
員
参
加
に
関
す
る
補
完
的
目
的
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
方
針
の
遵
守

を
監
視
し
、
従
業
員
に
対
し
て
懸
念
を
早
期
に
報
告
さ
せ
、
指
揮
命
令
系
統
に
上
げ
る
こ
と
を
奨
励
す
る
。
⒜
海
外
腐
敗
行
為
防
止
シ
ス

テ
ム
整
備
・
無
策
は
善
管
注
意
義
務
違
反
の
根
拠
と
な
る
。
⒝
単
な
る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
言
及
で
は
不
十
分
で
あ
る
。

実
質
的
に
機
能
す
る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
）
の
必
要
性
の
周
知
が
求
め
ら
れ
る
。
⒞
先
行
事
例
の
存
在
な
ど

か
ら
、
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
整
備
義
務
の
一
般
水
準
の
上
昇
が
認
識
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
⒟
グ
ル
ー
プ
リ
ス
ク
管
理
、
リ
ス
ク
ベ
ー

ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ
、
リ
ス
ク
・
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
必
要
性
が
唱
え
ら
れ
る
。
形
式
的O

ne size fi ts all

で
は
不
可
で
あ
り
、
柔
軟
性
を

持
っ
て
制
度
設
計
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
重
要
性
の
原
則
の
観
点
か
ら
、
低
リ
ス
ク
の
領
域
か
ら
不
正
の
結
果
が
生
じ
た
場
合
も

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
ガ
イ
ド
は
責
任
を
不
問
な
い
し
は
軽
減
す
る
旨
を
述
べ
て
い
る
。
⒠
予
算
と
人
員
を
割
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
（
二
〇
〇
八
年

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
に
対
す
る
支
払
額
八
億
ド
ル
に
及
ん
だS

iem
ens

は
六
〇
〇
人
規
模
で
体
制
整
備
を
図
る
）。
細
か
い
解
釈
論
よ
り
も
、
ト
ッ
プ
の
経
営

姿
勢
が
重
要
で
あ
る
。
社
外
役
員
か
ら
ト
ッ
プ
に
吹
き
込
む
な
ど
し
て
、
経
営
陣
の
意
識
改
革
を
醸
成
す
る
。
そ
の
意
味
で
は
ガ
バ
ナ
ン

ス
の
本
質
を
有
す
る
問
題
と
い
え
る
。
⒡
基
本
施
策
と
し
て
は
、
基
本
ス
タ
ン
ス
の
明
確
化
、
手
続
き
の
明
確
化
（
原
則
と
例
外
、
承
認
手

続
き
の
明
示
）、
記
録
化
の
重
要
性
（
不
正
行
為
の
抑
止
、
摘
発
の
防
御
、
善
管
注
意
義
務
の
証
明
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
独
禁
法
の
事
例
を
想
起



八
八

し
た
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
の
原
則
禁
止
と
全
案
件
の
事
前
承
認
化
が
必
要
と
な
る
。
⒢
内
部
通
報
制
度
の
世
界
標
準
化
の
動
向
へ
の
対
処
な
ら

び
に
実
質
的
に
機
能
す
る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
策
定
が
重
要
で
あ
る
。
海
外
グ
ル
ー
プ
企
業
も
対
象
に
内
部
通
報
制
度
の

存
在
と
制
度
の
周
知
、
利
用
可
能
と
な
る
体
制
、
海
外
通
報
案
件
の
調
査
体
制
の
整
備
が
求
め
ら
れ
る
。
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
前
に
従
業
員
に
社
内

通
報
さ
せ
る
べ
く
、
社
内
リ
ニ
エ
ン
シ
ー
制
度
導
入
も
考
え
ら
れ
る
。F

lag

と
し
て
リ
ス
ク
ベ
ー
ス
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
段
階
に

留
ま
る
か
、
進
ん
で
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
段
階
に
達
し
た
案
件
か
、
の
振
り
分
け
に
関
す
る
従
業
員
な
ら
び
に
告
発
を
受
領
す
る
コ
ン
プ

ラ
イ
ア
ン
部
門
双
方
の
認
識
と
判
断
能
力
の
醸
成
・
研
修
な
ど
が
前
提
と
な
ろ
う
。
ま
た
経
営
ト
ッ
プ
が
、
社
内
リ
ニ
エ
ン
シ
ー
制
度
に

よ
っ
て
自
己
申
告
し
て
き
た
従
業
員
の
過
去
の
責
任
を
不
問
と
す
る
姿
勢
も
必
要
で
あ
る
。
経
営
ト
ッ
プ
の
意
識
改
革
の
問
題
で
も
あ
ろ
う
。

3
．
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
と
Ｕ
Ｋ
Ｂ
Ａ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

米
国
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
と
英
国
賄
賂
防
止
法
（
Ｕ
Ｋ
Ｂ
Ａ
）
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
関
し
て
み
る
と
、
①
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
ガ
イ
ド
で
は
、
コ
ン
プ
ラ
イ

ア
ン
ス
優
先
の
ト
ッ
プ
・
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
と
方
針
の
文
書
化
、
実
践
手
続
き
の
明
記
、
責
任
者
の
任
命
・
自
立
・
経
営
資
源
提
供
、
リ

ス
ク
ベ
ー
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ
、
継
続
的
研
修
、
違
反
行
為
の
制
裁
と
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
推
進
行
為
へ
の
人
事
評
価
・
昇
進
・
報
奨
イ
ン

セ
ン
テ
ィ
ブ
、
内
部
通
報
制
度
と
内
部
調
査
の
存
在
が
示
さ
れ
る
。
②
Ｕ
Ｋ
Ｂ
Ａ
ガ
イ
ダ
ン
ス
に
お
い
て
も
ほ
ぼ
同
様
の
内
容
と
し
て
、

罰
則
・
強
制
力
、
企
業
風
土
の
経
営
ト
ッ
プ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
、
リ
ス
ク
ベ
ー
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ
（
定
期
的
、
内
部
・
外
部
リ
ス
ク
評
価
）

と
文
書
化
、
教
育
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
手
続
き
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と
レ
ビ
ュ
ー
、
デ
ュ
ー
・
デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス
が
記
載
さ
れ
る
。

違
反
行
為
の
制
裁
と
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
推
進
行
為
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
示
さ
れ
る
こ
と
が
注
視
さ
れ
よ
う
（
70
）

。

4
．
セ
イ
オ
ン
ペ
イ
、
プ
ロ
ク
シ
・
ア
ク
セ
ス
とR

ed Flag

の
相
関

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
で
あ
る
セ
イ
オ
ン
ペ
イ
、
プ
ロ
ク
シ
・
ア
ク
セ
ス
とR

ed F
lag

の
相
関
も
注
視
さ
れ
よ



米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
を
中
心
と
す
る
国
際
金
融
法
制
の
展
開
と
影
響
に
関
わ
る
考
察
（
藤
川
）

八
九

う
。
従
来
は
株
主
よ
り
取
締
役
の
方
が
裁
判
に
お
い
て
は
経
営
判
断
原
則
適
用
な
ど
に
よ
り
有
利
で
、D

ow
 C
hem
ical

事
件
、

B
earsterns

事
件
で
株
主
の
主
張
で
あ
るR

ed F
lag

は
影
響
力
を
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
。
経
営
判
断
に
お
い
て
取
締
役
会
が
圧
倒
的
に
優

利
な
立
場
に
あ
り
、
株
主
の
主
張
す
るR

ed F
lag

や
過
失
責
任
の
要
求
、
損
害
賠
償
請
求
は
認
め
ら
れ
に
く
い
状
況
が
続
い
て
き
た
。

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
成
立
に
よ
り
そ
の
溝
が
狭
ま
っ
て
い
く
傾
向
が
あ
る
。
⒜
株
主
の
地
位
が
上
が
りR

ed F
lag

の
主
張
が
通
る
よ

う
に
な
る
と
取
締
役
は
経
営
判
断
の
責
任
を
問
わ
れ
、
解
任
さ
れ
て
新
取
締
役
を
プ
ロ
ク
シ
・
ア
ク
セ
ス
に
よ
り
選
任
す
る
過
程
に
お
い

て
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。
セ
イ
オ
ン
ペ
イ
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
取
締
役
の
報
酬
を
株
主
が
決
定
す
る
こ
と
が
自
然
な
流
れ
と
し
て

考
え
ら
れ
る
。
取
締
役
に
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
か
け
、
不
祥
事
の
発
生
後
に
事
後
的
に
経
営
判
断
原
則
適
用
で
取
締
役
責
任
を
免
責
す
る
よ

り
も
、
事
前
防
止
の
点
で
慎
重
な
経
営
判
断
を
間
接
的
に
促
す
シ
ス
テ
ム
と
把
握
で
き
る
。
短
期
的
に
は
、
い
か
に
し
てR

ed F
lag

の

精
神
を
Ｅ
Ｒ
Ｍ
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
織
り
込
み
つ
つ
、
内
部
告
発
奨
励
を
維
持
す
る
と
い
う
好
循
環
体
制
の
構
築
が
経
営
課
題
と
な
ろ
う
。

上
か
ら
の
内
部
統
制
と
し
て
研
修
な
ど
にR

ed F
lag

の
過
去
の
告
発
事
案
を
活
用
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
ジ
レ
ン
マ
は
残
ら
ざ
る
を
得
な

い
が
、
そ
も
そ
も
告
発
対
象
と
な
る
よ
う
な
不
正
が
長
期
的
に
み
て
徐
々
に
時
間
を
か
け
て
社
内
に
発
生
し
な
く
な
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
と
も
い
え
、
こ
の
場
合
に
は
金
融
危
機
発
生
の
事
前
防
止
と
い
う
同
法
の
趣
旨
は
究
極
的
に
は
達
成
さ
れ
て
い
る
証
左
と
も
み
る
こ
と

が
で
き
よ
う
か
。
そ
の
過
程
で
は
ジ
レ
ン
マ
と
苦
闘
を
続
け
る
こ
と
こ
そ
、
経
営
ト
ッ
プ
に
求
め
ら
れ
た
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
精
神
で
あ
ろ
う
。

⒝
内
部
告
発
し
た
従
業
員
の
保
護
措
置
と
主
に
、
報
酬
・
昇
進
制
度
の
中
にR

ed F
lag

あ
る
い
は
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム

を
反
映
さ
せ
る
こ
と
、
な
ら
び
に
社
内
リ
ニ
エ
ン
シ
ー
制
度
に
よ
り
最
初
の
告
発
に
社
内
的
な
減
免
措
置
を
施
す
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

逆
にR
ed F

lag

規
準
に
よ
り
内
部
告
発
す
べ
き
義
務
を
怠
っ
た
従
業
員
に
対
し
て
は
、
厳
罰
措
置
を
課
す
こ
と
が
併
せ
て
必
要
で
あ
ろ

う
。
長
期
的
視
点
か
ら
業
績
評
価
等
を
図
り
、
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
重
視
の
日
本
的
経
営
の
見
直
し
、
再
評
価
に
も
繋
が
ろ
う
。
短
期
的



九
〇

に
は
同
法
九
二
二
条
の
内
部
告
発
に
よ
り
、
中
長
期
的
に
は
、
限
定
局
面
に
せ
よ
、R
ed F

lag

を
取
り
入
れ
た
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
ベ
ー
ス
と
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
報
酬
・
昇
進
・
懲
罰
体
系
構
築
、
従
業
員
研
修
等
に
よ
っ
て
、
不
正
防
止
さ
ら
に
は
危

機
管
理
を
図
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
セ
イ
オ
ン
ペ
イ
自
体
は
取
締
役
の
報
酬
の
事
後
評
価
を
図
る
も
の
で
あ
る
が
、
事
前
防
止
の
側
面
も
内

包
し
て
い
よ
う
（
71
）

。
そ
の
意
味
で
はR

ed F
lag

と
も
接
点
が
あ
る
。

四
．
域
外
適
用
に
関
す
る
恣
意
性
と
グ
ロ
ー
バ
ル
内
部
統
制
│
効
果
理
論
の
ズ
レ
と
共
謀
罪
適
用
│

1
．
域
外
適
用
に
関
す
る
恣
意
性
の
顕
現
化

関
連
し
て
、
③
の
域
外
適
用
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
捜
査
当
局
は
我
が
国
に
な
い
共
謀
罪
（C

onspiracy

）
を
駆
使
し
、

そ
の
上
で
米
国
内
の
コ
レ
ス
ポ
ン
デ
ン
ト
銀
行
経
由
（
二
〇
一
一
年
和
解
案
件
）、
あ
る
い
は
オ
ラ
ン
ダ
銀
行
経
由
（
二
〇
一
二
年
和
解
案
件
）

の
送
金
に
つ
い
て
教
唆
・
幇
助
罪
と
す
る
。
実
質
的
に
は
域
外
適
用
と
い
え
る
実
態
を
呈
す
る
が
、
前
者
で
は
米
国
内
の
送
金
経
由
を
問

題
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
厳
密
に
は
属
地
主
義
に
よ
る
域
内
適
用
で
あ
ろ
う
。
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
Ｅ
メ
ー
ル
（
米
国
の
サ
ー
バ
ー
経
由
）
の
送
付
を

問
題
と
す
る
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
後
者
で
は
外
国
銀
行
で
あ
る
が
、
米
国
社
と
の
共
謀
罪
を
ベ
ー
ス
と
し
て
い
る
。
共
謀
罪
を
安
易
に

活
用
し
て
い
な
い
か
、
域
内
適
用
の
問
題
と
し
て
処
理
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
の
か
、
な
ど
議
論
の
余
地
が
残
る
。
し
か
も
最
終
的
に
は
、

司
法
取
引
に
持
ち
込
む
手
法
を
採
っ
て
い
る
。

独
禁
法
の
域
外
適
用
に
お
い
て
国
益
重
視
に
よ
る
摘
発
に
か
か
る
恣
意
性
の
顕
現
、
裁
判
所
の
謙
抑
性
が
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ

る
。
企
業
側
の
予
測
可
能
性
の
確
保
、
域
外
適
用
ル
ー
ル
の
統
一
的
理
解
の
必
要
性
が
唱
え
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。
域
外
適
用
の
先
駆
的

検
討
が
さ
れ
る
独
禁
法
分
野
で
は
、
属
地
主
義
を
超
え
て
、
効
果
主
義
に
よ
る
恣
意
性
が
問
題
と
な
る
。
米
国
証
券
法
一
〇
│
ｂ
五
？
関

連
の
訴
訟
に
お
い
て
は
、
主
観
的
属
地
主
義
（
行
為
理
論
）
と
客
観
的
属
地
主
義
（
効
果
理
論
）
と
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
。
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私
見
で
あ
る
が
、
同
じ
く
効
果
主
義
あ
る
い
は
効
果
理
論
と
い
っ
て
も
、
両
法
域
に
お
い
て
は
ズ
レ
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
域

外
適
用
に
関
す
る
米
国
リ
ス
テ
イ
メ
ン
ト
を
み
て
も
、
独
禁
法
で
は
効
果
主
義
が
全
世
界
の
共
通
の
理
解
と
さ
れ
、
そ
の
行
き
す
ぎ
た
効

果
主
義
の
抑
制
と
し
て
国
際
礼
譲
主
義
（com

ity

）
が
記
載
さ
れ
る
が
、
証
券
法
に
つ
い
て
は
行
為
・
効
果
主
義
の
是
正
を
指
摘
す
る
に

留
ま
る
。
即
ち
、
独
禁
法
に
関
す
る
注
釈
法
典
で
あ
る
米
国
対
外
関
係
法
第
三
リ
ス
テ
イ
メ
ン
ト
（restatem

ent

）
§
四
〇
二
│

§
四
〇
三
で
は
他
国
の
利
益
の
た
め
の
譲
歩
の
考
え
方
を
掲
げ
る
が
、
証
券
法
適
用
に
こ
れ
を
応
用
し
た
§
四
一
六
で
は
密
接
関
連
行

為
プ
ラ
ス
実
質
的
効
果
と
い
う
行
為
効
果
基
準
に
沿
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
の
統
一
的
な
理
解
と
し
て
は
、
独
禁
法
は
純
粋

な
効
果
主
義
に
依
拠
し
、
行
き
過
ぎ
た
部
分
の
修
正
が
求
め
ら
れ
る
が
、
証
券
法
で
は
あ
く
ま
で
も
客
観
的
属
地
主
義
と
し
て
属
地
主
義

の
範
囲
を
出
な
い
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
な
ど
金
融
法
は
市
場
の
関
連
が
強
く
、
証

券
法
と
共
通
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
な
ど
は
刑
法
領
域
の
規
定
で
あ
り
、
例
え
ば
Ｓ
Ｐ
Ｃ
を
迂
回
し
た
送
金
な
ど
は
金
融
法
で

は
規
制
は
緩
く
、
オ
フ
バ
ラ
ン
ス
を
活
用
し
て
隠
蔽
し
た
こ
と
が
リ
ー
マ
ン
危
機
勃
発
の
一
因
と
も
な
っ
て
い
る
が
、
刑
法
領
域
で
は
複

雑
な
迂
回
経
路
の
設
定
自
体
が
主
観
的
な
意
図
・
目
的
と
し
て
み
な
さ
れ
、
不
利
益
に
扱
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
域
外
適
用
は
、

独
禁
法
の
効
果
主
義
、
証
券
法
・
金
融
法
の
客
観
的
属
地
主
義
よ
り
も
さ
ら
に
戻
っ
て
、
主
観
的
属
地
主
義
と
し
て
域
外
適
用
を
検
討
す

る
こ
と
が
基
本
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
域
外
適
用
を
か
け
る
場
合
の
ハ
ー
ド
ル
は
高
い
こ
と
と
な
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
捜
査
当
局

は
共
謀
罪
を
駆
使
し
、
ま
た
執
拗
に
長
期
間
を
か
け
て
最
終
的
に
は
訴
追
延
期
と
い
う
司
法
取
引
に
誘
導
す
る
動
機
の
一
つ
と
も
な
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
事
件
で
も
、
そ
も
そ
も
の
摘
発
の
理
由
を
共
謀
罪
と
し
た
こ
と
へ
の
疑
問
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
述
べ
た
。
さ
ら
に
、
裁
判
所
の
判
断
が
出
さ
れ
た
事
案
と
し
て
、
マ
リ
ン
ホ
ー
ス
事
件
で
は
、
賄
賂
供
与
手
続
を
実
際
に
進
め
た
の
は

米
国
子
会
社
で
あ
る
が
、
日
本
国
民
、
居
住
・
勤
務
の
本
社
海
外
部
部
長
が
賄
賂
供
与
の
交
渉
、
承
認
を
行
っ
た
と
し
て
、
共
謀
罪
の
邦
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人
初
の
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
違
反
の
実
刑
た
る
刑
事
責
任
（
二
年
間
拘
禁
刑
）
を
問
わ
れ
た
。
海
外
腐
敗
行
為
防
止
シ
ス
テ
ム
整
備
・
無
策
は
善
管

注
意
義
務
違
反
の
根
拠
と
な
る
こ
と
へ
の
大
き
な
警
鐘
と
な
っ
た
事
件
で
あ
り
、
一
体
的
理
解
が
検
討
さ
れ
よ
う
。
当
該
事
件
は
そ
も
そ

も
共
謀
罪
に
よ
り
大
き
な
網
を
か
ぶ
せ
た
も
の
で
あ
る
が
、
域
外
・
域
内
適
用
の
議
論
を
前
提
に
理
論
構
成
を
し
た
場
合
に
つ
い
て
、
今

後
根
本
的
考
察
を
深
め
る
必
要
性
も
あ
ろ
う
。

か
か
る
摘
発
の
先
行
事
例
の
存
在
・
蓄
積
も
進
み
、
企
業
に
求
め
ら
れ
る
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
整
備
義
務
の
一
般
水
準
と
し
て
は
上
昇

し
て
き
つ
つ
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
米
国
捜
査
当
局
は
、
単
な
る
企
業
倫
理
で
は
な
く
、
競
争
政
策
と
し
て
こ
の
よ
う
に
域
外
適

用
を
強
め
て
お
り
、
そ
の
事
前
予
防
、
さ
ら
に
は
事
後
的
抗
弁
と
し
て
も
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制
の
整
備
が

急
務
と
な
っ
て
い
る
。
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
意
図
さ
れ
な
い
潜
在
的
な
帰
結
と
も
い
え
る
内
部
告
発
と
の
ジ
レ
ン
マ
の
新
し

い
顕
在
化
を
克
服
し
、
実
効
性
の
あ
る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
体
制
を
整
え
、
こ
れ
を
む
し
ろ
経
営
陣
の
自
立
的
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
へ
の

意
識
改
革
の
好
機
と
し
て
、
経
営
陣
の
自
発
的
対
応
を
呼
び
起
こ
し
、
組
織
体
制
の
整
備
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
つ
と
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。

2
．
経
営
ト
ッ
プ
主
導
の
グ
ロ
ー
バ
ル
内
部
統
制

各
国
汚
職
行
為
防
止
法
は
強
制
力
の
意
味
合
い
か
ら
も
域
外
適
用
を
強
め
つ
つ
あ
り
、
海
外
進
出
国
に
お
け
る
不
正
防
止
法
制
に
精
通

し
た
グ
ロ
ー
バ
ル
内
部
統
制
を
整
え
る
必
要
が
あ
る
。
同
法
は
内
部
告
発
を
金
融
危
機
の
事
前
防
止
の
手
法
と
し
て
位
置
付
け
、
国
内
法

な
が
ら
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
な
ど
域
外
適
用
の
性
格
を
持
ち
、
法
規
範
性
の
点
で
も
我
が
国
も
影
響
を
受
け
ざ
る
を
得
な
い
。
国
際
的
企

業
に
お
い
て
、R

ed F
lag

機
能
を
再
評
価
し
て
自
社
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
取
り
込
み
、
実
効
性
を
備
え
た
内
部
統

制
を
利
か
せ
る
こ
と
で
域
外
適
用
に
対
す
る
事
前
の
予
防
、
事
後
の
抗
弁
と
も
な
ろ
う
。
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
よ
り
ガ
バ
ナ
ン
ス
改

革
が
企
図
さ
れ
た
が
、C

itiG
roup

判
決
な
ど
経
営
判
断
原
則
適
用
に
よ
る
経
営
者
に
有
利
な
逆
行
す
る
司
法
判
断
が
下
さ
れ
、
揺
り
戻
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し
が
生
じ
て
き
た
一
方
で
、
近
時
のS

outhern P
eru

判
決
（
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
衡
平
法
裁
判
所
二
〇
一
一
年
一
〇
月
一
四
日
（
72
）

）、
格
付
け
機
関
が

敗
訴
し
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
裁
判
決
（
二
〇
一
二
年
（
73
）

）、
機
関
投
資
家
の
取
締
役
会
へ
の
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
を
強
め
る
英
国
ス
チ
ュ

ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
改
訂
（
二
〇
一
二
年
九
月
）
な
ど
の
直
近
の
動
向
を
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
再
び
企
業
経
営
に
関
す
る
司
法
判
断

は
株
主
価
値
か
ら
、
長
期
的
観
点
に
立
っ
て
真
の
企
業
価
値
向
上
を
念
頭
に
置
い
た
ガ
バ
ナ
ン
ス
強
化
へ
と
舵
を
切
り
つ
つ
あ
る
感
も
あ

る
。
事
案
の
内
容
に
も
拠
ろ
う
が
、
硬
軟
の
交
錯
し
た
神
経
質
な
局
面
と
い
え
、
今
後
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
関
連
動
向
は
極
め
て
注
視
さ
れ
よ

う
。五

． 

会
社
法
改
正
法
案
と
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
│
独
任
制
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
な
ら
び
に
独
立
性
と
専
門
性
な

ど
の
相
克
の
克
服
に
向
け
て
│

1
．
会
社
法
改
正
法
案

二
〇
一
三
年
一
一
月
二
九
日
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
会
社
法
改
正
法
案
）
お
よ
び
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施

行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
案
（
整
備
法
案
）
が
閣
議
決
定
さ
れ
、
第
一
八
五
回
国
会
（
臨
時
会
）
に
提
出
さ
れ
た
（
閣

法
第
二
二
号
お
よ
び
第
二
三
号
）。
会
社
法
改
正
法
案
は
、
会
社
法
制
の
見
直
し
に
関
す
る
要
綱
（
二
〇
一
二
年
九
月
七
日
法
制
審
議
会
第
一
六
七

回
会
議
に
お
い
て
採
択
）
に
基
づ
き
立
案
作
業
が
進
め
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
企
業
統
治
に
つ
い
て
本
稿
と
関
連
の
あ
る
部
分
を
中
心

に
会
社
法
改
正
法
案
の
概
略
を
述
べ
て
い
き
た
い
（
74
）

。

会
社
法
改
正
法
案
の
概
要
は
、
一
．
企
業
統
治
の
あ
り
方
、
二
．
親
子
会
社
に
関
す
る
規
律
の
整
備
、
三
．
そ
の
他
に
分
か
れ
、
一
．

企
業
統
治
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
1
．
取
締
役
会
の
監
督
機
能
、
2
．
会
計
監
査
人
の
選
解
任
等
に
関
す
る
議
案
の
内
容
の
決
定
、

3
．
資
金
調
達
に
関
す
る
規
律
を
内
容
と
す
る
。
二
．
親
子
会
社
に
関
す
る
規
律
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
1
．
親
会
社
株
主
の
保
護
等
、
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2
．
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
ア
ウ
ト
、
3
．
組
織
再
編
に
お
け
る
株
式
買
取
請
求
等
、
4
．
組
織
再
編
の
差
止
請
求
、
5
．
会
社
分
割
等
に
お
け

る
債
権
者
の
保
護
が
掲
げ
ら
れ
る
。
一
．
企
業
統
治
の
あ
り
方
で
は
、
1
．
取
締
役
会
の
監
督
機
能
に
つ
い
て
、
⑴
監
査
等
委
員
会
設
置

会
社
制
度
、
⑵
社
外
取
締
役
を
置
い
て
い
な
い
場
合
の
理
由
の
開
示
、
⑶
社
外
取
締
役
お
よ
び
社
外
監
査
役
の
要
件
（
①
社
外
取
締
役
等
の

要
件
に
お
け
る
親
会
社
等
の
関
係
者
等
の
取
扱
い
、
②
社
外
取
締
役
等
の
要
件
に
係
る
対
象
期
間
の
限
定
）、
⑷
取
締
役
お
よ
び
監
査
役
の
責
任
の
一

部
免
除
が
定
め
ら
れ
る
。

2
．
会
社
法
改
正
法
案
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革

監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
制
度
で
は
、
取
締
役
会
お
よ
び
会
計
監
査
人
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
監
査
役
を
置
い
て
は
な
ら
な
い

（
三
二
七
条
一
項
三
号
・
四
項
・
五
項
）。
監
査
等
委
員
で
あ
る
取
締
役
は
、
そ
れ
以
外
の
取
締
役
と
は
区
別
し
て
株
主
総
会
決
議
に
よ
っ
て

選
任
さ
れ
（
三
二
九
条
二
項
）、
報
酬
等
も
そ
れ
以
外
の
取
締
役
の
報
酬
等
と
は
区
別
し
て
定
款
ま
た
は
株
主
総
会
決
議
に
よ
っ
て
定
め
る

（
三
六
一
条
二
項
）。
監
査
等
委
員
で
あ
る
取
締
役
の
任
期
は
二
年
と
さ
れ
、
監
査
等
委
員
以
外
の
取
締
役
の
任
期
は
一
年
と
さ
れ
る

（
三
三
二
条
三
項
・
四
項
）。
監
査
等
委
員
会
は
、
監
査
等
委
員
三
人
以
上
で
組
織
さ
れ
、
監
査
等
委
員
は
取
締
役
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
過

半
数
は
社
外
取
締
役
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
三
三
一
条
六
項
、
三
九
九
条
の
二
第
二
項
）。

監
査
等
委
員
会
お
よ
び
各
監
査
等
委
員
は
、
旧
委
員
会
設
置
会
社
の
監
査
委
員
会
お
よ
び
各
監
査
委
員
が
有
す
る
権
限
と
同
様
の
権
限

を
有
す
る
（
三
九
九
条
の
三
│
三
九
九
条
の
七
）。
監
査
等
委
員
会
が
選
定
す
る
監
査
等
委
員
は
、
株
主
総
会
に
お
い
て
監
査
等
委
員
で
あ
る

取
締
役
以
外
の
取
締
役
の
選
解
任
等
お
よ
び
報
酬
等
に
つ
い
て
監
査
等
委
員
会
の
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
（
三
四
二
条
の
二
第
四
項
、

三
六
一
条
六
項
、
三
九
九
条
の
二
第
三
項
三
号
）。
取
締
役
（
監
査
等
委
員
で
あ
る
取
締
役
を
除
く
）
と
の
利
益
相
反
取
引
に
つ
い
て
監
査
等
委
員

会
の
承
認
を
受
け
た
場
合
、
取
締
役
の
任
務
懈
怠
の
推
定
規
定
（
四
二
三
条
三
項
）
を
適
用
し
な
い
（
同
条
四
項
）。
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監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
の
取
締
役
会
は
、
原
則
と
し
て
重
要
な
業
務
執
行
の
決
定
を
取
締
役
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が

（
三
九
九
条
の
一
三
第
四
項
）、
取
締
役
の
過
半
数
が
社
外
取
締
役
で
あ
る
場
合
ま
た
は
取
締
役
会
決
議
に
よ
り
重
要
な
業
務
執
行
の
決
定
の

全
部
も
し
く
は
一
部
を
取
締
役
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
定
款
で
定
め
た
場
合
、
取
締
役
会
は
決
議
に
よ
っ
て
重
要
な
業
務
執
行

（
旧
委
員
会
設
置
会
社
に
お
い
て
執
行
役
に
決
定
の
委
任
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
事
項
と
同
様
の
事
項
を
除
く
）
の
決
定
を
取
締

役
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
条
五
項
・
六
項
）。
現
行
会
社
法
に
お
け
る
委
員
会
設
置
会
社
」
に
つ
い
て
、
名
称
を
指
名
委
員
会
等

設
置
会
社
」
と
し
、
指
名
委
員
会
、
監
査
委
員
会
お
よ
び
報
酬
委
員
会
の
総
称
を
指
名
委
員
会
等
と
す
る
（
二
条
一
二
号
等
）。

こ
の
他
、
企
業
統
治
関
連
で
は
社
外
取
締
役
を
置
い
て
い
な
い
場
合
の
理
由
の
開
示
（
三
二
七
条
の
二
）、
社
外
取
締
役
お
よ
び
社
外
監

査
役
の
要
件
（
社
外
取
締
役
等
の
要
件
に
お
け
る
親
会
社
等
の
関
係
者
等
の
取
扱
い
、
社
外
取
締
役
等
の
要
件
に
係
る
対
象
期
間
の
限
定
）、
取
締
役

お
よ
び
監
査
役
の
責
任
の
一
部
免
除
（
四
二
七
条
一
項
）
な
ど
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
社
外
取
締
役
の
義
務
付
け
は
見
送
ら
れ
た

が
、
附
則
二
五
条
に
お
い
て
、
施
行
後
二
年
経
過
時
点
で
企
業
統
治
に
関
わ
る
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
社
外
取
締
役
の

義
務
付
け
の
再
検
討
を
行
う
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
異
例
の
短
時
間
で
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

3
． 

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
と
独
任
制
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
な
ど
│
独
立
性
と
専
門
性
な
ど
の
相
克
の
克
服
に
向

け
て
│

独
任
制
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
な
ど
の
観
点
か
ら
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
の
規
定
を
み
て
い
き
た
い
。
か
ね
て
よ
り
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ

の
独
走
防
止
の
観
点
か
ら
監
査
役
に
Ｃ
Ｅ
Ｏ
解
任
権
を
付
与
す
る
べ
き
と
の
議
論
が
あ
る
が
（
75
）

、
監
査
等
委
員
会
の
職
務
と
し
て
、
監
査
等

委
員
で
あ
る
取
締
役
以
外
の
取
締
役
の
選
任
等
お
よ
び
報
酬
等
に
関
す
る
株
主
総
会
の
意
見
陳
述
に
係
る
意
見
の
決
定
を
定
め
る
。
要
綱

（
第
一
部
第
一
1
⑷
⑦
⑧
）
か
ら
の
変
更
点
で
あ
る
（
三
九
九
条
の
二
第
三
項
三
号
）。
解
任
権
付
与
で
は
な
い
も
の
の
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
へ
の
牽
制
と
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し
て
機
能
し
よ
う
。
独
任
制
と
し
て
の
意
見
表
明
で
は
な
く
、
委
員
会
と
し
て
行
動
す
る
こ
と
が
明
確
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

三
六
一
条
五
項
は
、
監
査
等
委
員
以
外
の
取
締
役
の
報
酬
等
に
つ
い
て
株
主
総
会
に
お
け
る
意
見
陳
述
権
を
定
め
る
。
旧
委
員
会
設
置

会
社
に
お
け
る
指
名
・
報
酬
委
員
会
に
準
じ
る
機
能
を
維
持
し
た
も
の
で
、
委
員
会
設
置
会
社
で
な
く
と
も
第
三
類
型
と
し
て
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
型
モ
デ
ル
を
指
向
す
る
も
の
と
い
え
る
。

三
九
九
条
の
五
で
は
株
主
総
会
に
対
す
る
報
告
義
務
を
定
め
、
監
査
役
に
関
す
る
三
八
四
条
を
準
用
す
る
。
こ
ち
ら
は
個
別
に
委
員
が

行
う
独
任
制
で
あ
り
、
監
査
役
に
従
っ
た
規
定
で
あ
る
が
、
独
立
性
が
十
分
で
な
い
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
書
類
の
チ
ェ
ッ
ク
機
能
が
働

か
な
い
こ
と
に
備
え
て
直
接
報
告
義
務
を
定
め
て
い
る
。
監
査
等
委
員
に
関
し
て
は
、
監
査
役
に
準
じ
た
独
任
制
と
委
員
会
と
し
て
の
性

格
が
併
存
す
る
こ
と
に
な
る
。

三
九
九
条
の
一
三
第
一
項
第
二
項
は
取
締
役
会
の
権
限
の
原
則
規
定
（
四
一
六
Ⅰ
Ⅱ
）
で
あ
り
、
同
条
三
項
は
代
表
取
締
役
の
選
定

（
三
六
二
Ⅲ
・
四
二
〇
Ⅰ
）、
同
条
四
項
は
取
締
役
会
権
限
の
委
任
可
能
な
範
囲
（
三
六
二
Ⅳ
）
を
定
め
る
。
取
締
役
の
権
限
は
旧
委
員
会
設

置
会
社
と
同
様
と
な
る
。
但
し
、
同
条
五
項
六
項
で
は
、
取
締
役
の
過
半
数
が
社
外
取
締
役
で
あ
る
場
合
お
よ
び
定
款
の
定
め
に
基
づ
き
、

四
一
六
条
四
項
と
同
様
の
権
限
を
取
締
役
に
委
任
で
き
る
。
代
表
取
締
役
へ
の
権
限
委
譲
を
広
く
認
め
る
と
き
は
四
一
六
条
四
項
と
同
様

と
し
、
委
員
会
設
置
会
社
の
形
態
こ
そ
取
ら
な
い
が
、
旧
委
員
会
設
置
会
社
の
執
行
役
へ
の
権
限
委
譲
範
囲
と
代
表
取
締
役
へ
の
委
譲
の

範
囲
が
同
じ
場
合
、
取
締
役
会
と
し
て
は
戦
略
、
役
員
の
解
任
・
選
任
に
専
念
す
る
こ
と
に
な
る
。
監
査
等
委
員
会
を
指
名
委
員
会
等
と

同
視
し
た
規
定
と
も
い
え
る
。
監
査
等
委
員
会
に
お
け
る
意
見
陳
述
権
の
存
在
、
監
査
等
委
員
以
外
の
取
締
役
は
一
年
と
短
い
こ
と
を

も
っ
て
、
公
正
な
機
能
の
発
揮
が
担
保
さ
れ
よ
う
。

私
見
で
あ
る
が
、
社
外
取
締
役
は
日
常
業
務
を
必
ず
し
も
熟
知
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
独
立
性
を
高
め
ん
と
す
れ
ば
個
別
業
界
の
専
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門
性
に
精
通
し
て
経
営
判
断
を
下
し
に
く
く
な
る
な
ど
、
独
立
性
と
多
様
性
な
ら
び
に
業
務
の
専
門
性
な
ど
の
面
で
種
々
の
相
克
・
ジ
レ

ン
マ
が
生
じ
う
る
こ
と
が
問
題
と
な
り
得
る
が
（
76
）

、
上
記
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
主
体
に
社
外
取
締
役
を
活
用
し
、
監
督
機
能
に
特
化
さ
せ

た
米
国
型
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
型
モ
デ
ル
を
採
用
す
る
場
合
は
、
一
定
の
機
能
の
調
和
は
図
り
得
る
こ
と
に
な
る
。
社
外
取
締
役
で
あ
っ
て
も

経
営
の
妥
当
性
の
判
断
は
と
も
か
く
、
違
法
性
の
指
摘
は
比
較
的
容
易
で
あ
ろ
う
。
ま
た
監
査
役
会
設
置
会
社
の
場
合
は
、
取
締
役
会
自

体
が
具
体
的
経
営
判
断
も
行
う
た
め
、
社
外
取
締
役
を
導
入
し
て
も
こ
う
し
た
機
能
設
計
に
は
限
度
が
あ
る
が
、
今
般
の
監
査
等
委
員
会

設
置
会
社
で
あ
れ
ば
、
社
外
・
社
内
の
二
分
で
な
く
、
社
内
取
締
役
と
も
協
働
し
て
非
執
行
業
務
取
締
役
を
構
成
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、

業
務
に
も
精
通
し
、
違
法
性
・
妥
当
性
の
監
査
を
併
せ
持
っ
た
実
効
的
な
業
務
監
査
が
期
待
で
き
よ
う
。
旧
委
員
会
設
置
会
社
で
は
な
い

も
の
の
、
む
し
ろ
最
低
限
二
名
の
社
外
取
締
役
を
各
委
員
に
兼
任
さ
せ
れ
ば
済
む
よ
う
な
委
員
会
設
置
会
社
を
中
途
半
端
に
形
式
の
み
導

入
し
、
不
徹
底
の
改
革
を
進
め
る
よ
り
も
、
は
る
か
に
米
国
の
本
来
の
独
立
性
・
監
督
機
能
を
追
求
し
た
新
た
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
型
モ
デ

ル
の
理
想
型
と
な
り
得
る
と
い
え
よ
う
か
。
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
が
、
社
外
取
締
役
導
入
を
進
め
ん
が
た
め
の
妥
協
案
と
し
て
の
導

入
で
な
く
、
む
し
ろ
積
極
的
に
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
機
能
を
追
求
し
た
実
効
的
設
計
が
可
能
と
な
ろ
う
。
独
立
性
と
専
門
性
な
ど
の
相
克
も
克

服
で
き
、
取
締
役
会
と
い
うone board

の
中
で
、
社
外
・
社
内
の
二
分
で
な
く
、
業
務
執
行
取
締
役
と
非
業
務
執
行
取
締
役
に
二
分
し

て
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
利
か
せ
る
英
国
型
モ
デ
ル
の
主
旨
を
取
り
入
れ
て
い
く
構
造
と
な
り
得
よ
う
。

六
． 

今
後
の
展
望
│
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
最
終
案
に
お
け
る
新
た
な
ジ
レ
ン
マ
と
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
域
外
適
用
、

ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
と
ソ
フ
ト
ロ
ー
な
ど
│

1
．
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
最
終
案
の
新
た
な
ジ
レ
ン
マ
な
ら
び
に
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
域
外
適
用

米
国
金
融
改
革
法
を
中
心
に
、
国
際
的
展
開
を
図
る
企
業
に
お
い
て
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
、
域
外
適
用
な
ら
び
に
こ
れ
ら
の
接
点
に
関
わ
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る
喫
緊
の
重
大
課
題
に
絞
っ
て
考
察
を
行
っ
た
。
直
近
の
動
向
を
み
れ
ば
、
米
国
金
融
改
革
規
制
強
化
の
柱
と
も
い
え
る
ボ
ル
カ
ー
・

ル
ー
ル
に
関
し
て
、
米
国
金
融
当
局
（
Ｆ
Ｒ
Ｂ
、
商
品
先
物
取
引
委
員
会
、
連
邦
預
金
保
険
機
構
、
通
貨
監
督
庁
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
）
は
二
〇
一
三
年

一
二
月
一
〇
日
最
終
規
則
案
を
公
表
し
た
（
77
）

。
基
本
理
念
と
し
て
は
、
金
融
シ
ス
テ
ム
の
安
定
確
保
、
信
用
秩
序
維
持
な
ら
び
に
破
綻
防
止

等
を
主
目
的
と
す
る
金
融
機
関
の
プ
ル
ー
デ
ン
ス
規
制(prudential policy)

と
し
て
、
金
融
機
関
の
行
き
過
ぎ
た
リ
ス
ク
テ
イ
ク
を
抑

え
、
本
業
に
回
帰
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
各
金
融
機
関
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
と
表
裏
一
体
と
な
っ
て
、
改
革
が

進
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

⑴
最
終
案
の
概
要
と
問
題
点
│
域
外
適
用
、
経
営
陣
の
規
制
遵
守
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
│

銀
行
規
制
で
あ
る
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
（
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
六
一
九
条
）
は
、
二
〇
一
〇
年
成
立
の
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
金
融
改
革
法

に
含
ま
れ
、
銀
行
に
対
し
自
己
勘
定
取
引
を
制
限
、
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
、
フ
ァ
ン
ド
、
商
品
先
物
取
引
も
規
制
し
て
、
銀
行
に
お
け
る
銀
行

勘
定
を
金
融
市
場
の
価
格
変
動
リ
ス
ク
に
晒
さ
な
い
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
二
〇
一
三
年
一
二
月
を
期
限
と
し
て
最
終
案
を
策
定
す
る
こ

と
と
な
っ
て
い
た
。
公
表
さ
れ
た
最
終
規
則
案
は
、
全
体
で
九
五
〇
ペ
ー
ジ
程
度
の
膨
大
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
グ
ラ
ス
・
ス
テ
ィ
ー

ガ
ル
法
と
目
的
を
同
じ
く
す
る
が
、
金
融
ビ
ジ
ネ
ス
の
現
実
と
妥
協
し
、
厳
格
な
銀
証
分
離
は
求
め
ず
に
ル
ー
ル
作
り
を
行
お
う
と
し
て

い
る
。
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
は
二
〇
一
四
年
四
月
一
日
施
行
の
予
定
で
あ
る
が
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
は
適
合
期
間
を
二
〇
一
五
年
七
月
二
一
日
に
延

長
し
、
銀
行
等
が
ル
ー
ル
対
応
の
対
策
を
行
う
時
間
的
な
余
裕
は
残
さ
れ
る
。
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
規
制
ル
ー
ル
に
お
け

る
言
葉
遣
い
の
違
い
に
よ
り
細
則
、
規
制
適
用
の
実
務
に
相
違
が
出
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
慎
重
な
検
討
が
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

最
終
案
で
は
、
一
般
的
に
銀
行
業
を
行
う
主
体
に
以
下
の
こ
と
を
禁
ず
る
。
①
短
期
的
な
自
己
勘
定
に
よ
る
証
券
、
派
生
商
品
、
商
品

先
物
お
よ
び
こ
れ
ら
の
オ
プ
シ
ョ
ン
の
取
引
。
②
カ
バ
ー
・
フ
ァ
ン
ド
と
し
て
、
ヘ
ッ
ジ
・
フ
ァ
ン
ド
ま
た
は
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
・
エ
ク
イ



米
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融
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九
九

テ
ィ
・
フ
ァ
ン
ド
（
Ｐ
Ｅ
フ
ァ
ン
ド
）
を
所
有
し
た
り
、
ス
ポ
ン
サ
ー
と
な
る
な
ど
、
何
ら
か
の
関
係
を
持
つ
こ
と
。
①
に
関
し
て
、
引

き
受
け
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
メ
ー
ク
、
リ
ス
ク
低
減
の
た
め
の
ヘ
ッ
ジ
、
米
国
債
お
よ
び
一
定
の
条
件
の
も
と
で
の
外
国
国
債
等
、
外
国
銀

行
に
よ
る
取
引
、
そ
の
他
一
定
条
件
の
も
と
で
の
顧
客
の
た
め
の
取
引
な
ど
に
つ
い
て
適
用
外
と
し
て
い
る
。
②
に
関
し
て
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ

登
録
投
資
会
社
や
事
業
開
発
会
社
に
加
え
、
完
全
子
会
社
、
ジ
ョ
イ
ン
ト
・
ベ
ン
チ
ャ
ー
、
買
収
手
段
を
適
用
外
と
す
る
。
一
定
の
適
切

な
条
件
の
も
と
で
、
フ
ァ
ン
ド
の
販
売
や
引
き
受
け
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
メ
ー
キ
ン
グ
、
リ
ス
ク
低
減
の
ヘ
ッ
ジ
、
す
べ
て
外
国
で
行
わ
れ

る
取
引
な
ど
に
関
連
し
て
、
フ
ァ
ン
ド
を
購
入
す
る
こ
と
は
許
容
さ
れ
る
。

最
終
案
は
、
銀
行
の
自
己
勘
定
取
引
や
利
益
追
求
を
目
的
と
す
る
投
機
的
取
引
を
総
じ
て
禁
じ
、
規
制
の
中
核
部
分
を
厳
格
化
す
る
。

個
別
に
内
容
を
み
る
と
、
①
自
己
勘
定
取
引
で
は
、
銀
行
が
証
券
、
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
（
金
融
派
生
商
品
）、
商
品
先
物
・
オ
プ
シ
ョ
ン
の
短

期
自
己
勘
定
取
引
を
行
う
こ
と
は
禁
止
さ
れ
る
。
以
下
の
例
外
項
目
が
設
け
ら
れ
る
。
ⅰ
引
受
業
務
：
銀
行
の
持
ち
分
が
目
先
の
妥
当
な

顧
客
需
要
見
通
し
を
越
え
な
い
限
り
、
公
募
ま
た
は
私
募
の
公
開
に
利
用
す
る
た
め
の
証
券
保
有
が
認
め
ら
れ
る
。
ⅱ
マ
ー
ケ
ッ
ト
メ
ー

キ
ン
グ
：
顧
客
の
た
め
に
定
期
的
売
買
を
行
う
用
意
が
で
き
て
い
る
証
券
保
有
が
認
め
ら
れ
る
。
銀
行
の
持
分
が
顧
客
の
需
要
に
沿
う
か

を
判
断
す
る
た
め
の
厳
格
要
件
が
導
入
さ
れ
る
。
ⅲ
ヘ
ッ
ジ
：
構
築
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
よ
り
、
特
定
か
つ
識
別
可
能
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
確
実

に
縮
小
も
し
く
は
大
幅
に
軽
減
さ
れ
る
こ
と
が
証
明
で
き
る
限
り
、
リ
ス
ク
・
ヘ
ッ
ジ
が
で
き
る
。
銀
行
は
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
監
視
・
調
整

す
る
必
要
が
あ
る
。
包
括
的
ヘ
ッ
ジ
で
あ
る
プ
ロ
キ
シ
ー
・
ヘ
ッ
ジ
、
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
・
ヘ
ッ
ジ
の
手
法
を
用
い
て
の
投
機
的
取
引
の

隠
蔽
は
で
き
な
く
な
る
。
②
国
債
で
は
、
適
用
除
外
範
囲
を
拡
大
し
、
外
国
国
債
は
米
国
債
よ
り
も
規
制
が
多
い
が
取
引
は
可
能
と
な
る
。

③
フ
ァ
ン
ド
で
は
、
銀
行
が
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
や
Ｐ
Ｅ
フ
ァ
ン
ド
の
総
資
産
の
三
％
以
上
の
出
資
を
行
う
こ
と
が
禁
止
さ
れ
、
投
資
総
額

が
フ
ァ
ン
ド
の
総
資
産
の
三
％
、
お
よ
び
銀
行
の
中
核
資
本
の
三
％
を
上
回
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
な
い
が
、
フ
ァ
ン
ド
の
定
義
は
緩
和
さ



一
〇
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れ
て
い
る
。
③
経
営
関
連
で
は
、
銀
行
の
経
営
陣
は
規
制
遵
守
の
た
め
に
適
切
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
社
内
で
実
施
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す

る
必
要
が
あ
る
。
自
行
が
規
制
を
遵
守
し
て
い
る
こ
と
を
自
ら
確
認
す
る
義
務
は
な
い
。
④
外
銀
関
連
で
は
、
外
国
銀
行
は
リ
ス
ク
の
所

在
が
米
国
外
で
あ
る
こ
と
を
条
件
に
自
己
勘
定
取
引
が
認
め
ら
れ
る
。
米
国
機
関
と
の
取
引
に
つ
い
て
は
特
定
状
況
に
限
り
認
め
、
安
全

性
強
化
を
図
る
。
⑤
遵
守
期
限
で
は
、
規
制
は
二
〇
一
四
年
四
月
一
日
施
行
さ
れ
、
期
限
は
二
〇
一
五
年
七
月
二
一
日
と
す
る
。
大
手
金

融
機
関
に
対
す
る
一
部
の
報
告
義
務
は
先
行
導
入
さ
れ
る
。

最
終
案
を
検
討
す
る
と
、
①
域
外
適
用
に
つ
い
て
、
通
常
の
金
融
規
制
は
母
国
監
督
主
義
に
依
り
、
金
融
機
関
は
本
店
所
在
国
の
規
制

に
従
う
が
、
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
は
米
国
外
で
活
動
す
る
米
銀
、
在
米
の
外
国
銀
行
に
も
適
用
す
る
と
し
、
母
国
規
制
と
米
国
規
制
の
両

方
を
遵
守
す
る
コ
ス
ト
が
増
加
し
、
矛
盾
す
る
規
制
を
受
容
す
る
懸
念
が
あ
っ
た
が
、
最
終
案
で
は
緩
和
さ
れ
て
い
る
。
②
国
債
の
扱
い

に
つ
い
て
は
、
金
融
庁
・
日
銀
な
ど
か
ら
日
本
国
債
の
取
引
を
規
制
す
れ
ば
取
引
コ
ス
ト
が
増
加
し
、
米
銀
日
本
法
人
の
撤
退
に
も
繋
が

り
か
ね
な
い
と
懸
念
が
出
さ
れ
、
そ
の
意
見
を
反
映
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
米
国
に
お
い
て
米
銀
が
日
本
国
債
を
取
引
す
る
こ
と

は
規
制
さ
れ
る
な
ど
の
影
響
は
残
る
。

⑵
新
た
な
ジ
レ
ン
マ
の
発
生
・
増
幅

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
は
、
当
初
は
規
制
の
抜
け
道
を
防
止
す
る
観
点
か
ら
、
原
則
の
み
規
定
し
た
プ
リ
ン
シ
プ
ル
・
ベ
ー
ス
規
制
と
し

て
議
論
さ
れ
た
が
、
現
行
規
制
は
ル
ー
ル
・
ベ
ー
ス
で
あ
り
、
想
定
さ
れ
る
事
象
を
網
羅
す
べ
く
ル
ー
ル
化
し
た
た
め
、
膨
大
且
つ
複
雑

な
規
制
内
容
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
今
後
の
問
題
点
と
し
て
は
、
①
規
制
の
及
ば
な
い
フ
ァ
ン
ド
な
ど
シ
ャ
ド
ー
バ
ン
キ
ン
グ
（
影
の

銀
行
）
へ
の
資
金
流
出
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
に
よ
り
シ
ャ
ド
ー
バ
ン
キ
ン
グ
に
対
す
る
銀
行

依
存
度
が
低
下
す
る
こ
と
、
別
の
枠
組
み
に
よ
り
シ
ャ
ド
ー
バ
ン
キ
ン
グ
へ
の
規
制
が
強
化
さ
れ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
②
金
融
機
関
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一
〇
一

の
リ
ス
ク
ヘ
ッ
ジ
手
段
が
限
定
さ
れ
、
逆
に
総
合
的
リ
ス
ク
を
増
大
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
銀
行
の
行
動
と
し
て
、
国
家
債
務
が

増
大
し
た
後
の
金
融
抑
圧
（fi nancial repression

）
の
結
果
、
安
全
資
産
と
し
て
の
国
債
へ
の
過
剰
な
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
（
資
産
構
成
）
シ

フ
ト
が
起
こ
り
か
ね
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
新
た
な
ジ
レ
ン
マ
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
創
出
と
い
え
よ
う
。
①
危
機
後
の
規
制
は
厳
格

化
し
が
ち
で
あ
り
、
規
制
の
内
容
は
長
期
的
視
野
で
決
定
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
金
融
危
機
が
一
段
落
し
た
後
も
規
制
が
残
り
、
規

制
コ
ス
ト
増
大
に
よ
る
金
融
機
関
経
営
の
呻
吟
が
発
生
し
か
ね
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
新
た
な
課
題
に
対
処
し
、
過
剰
規
制
の
経

済
に
与
え
る
副
作
用
な
ど
マ
ク
ロ
的
影
響
を
長
期
的
視
点
か
ら
監
視
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
（
78
）

。
③
に
関
し
て
は
、
銀
行
業
務
と
証
券
業

務
を
厳
密
に
分
離
し
、
競
争
阻
害
の
要
因
と
な
っ
た
と
批
判
さ
れ
る
グ
ラ
ス
・
ス
テ
ィ
ー
ガ
ル
法
も
一
九
二
九
年
大
恐
慌
後
に
制
定
さ
れ

た
（
一
九
九
九
年
廃
止
）。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
欧
米
で
導
入
が
提
案
さ
れ
て
い
る
銀
行
の
業
務
範
囲
規
制
に
つ
き
、
ボ
ル
カ
ー
・

ル
ー
ル
は
自
己
勘
定
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
を
禁
止
し
、
二
〇
一
二
年
一
〇
月
リ
ー
カ
ネ
ン
報
告
書
（
Ｅ
Ｕ
）
は
高
リ
ス
ク
取
引
は
法
的
に
分

離
さ
れ
た
別
会
社
で
行
わ
せ
ん
と
す
る
。
二
〇
一
一
年
九
月
ヴ
ィ
ッ
カ
ー
ズ
委
員
会
報
告
（
英
国
）
で
は
リ
テ
ー
ル
取
引
と
他
の
活
動
を

分
離
し
（
リ
テ
ー
ル
・
リ
ン
グ
フ
ェ
ン
ス
）、
リ
テ
ー
ル
業
務
に
厳
し
い
規
制
を
課
す
な
ど
異
な
る
提
案
を
行
っ
て
い
る
。
リ
ー
カ
ネ
ン
報
告

書
の
内
容
は
、
米
国
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
と
英
国
リ
テ
ー
ル
・
リ
ン
グ
フ
ェ
ン
ス
の
折
衷
的
規
制
と
も
い
え
よ
う
。
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ

ト
で
守
ら
れ
た
預
金
を
扱
う
本
来
の
銀
行
業
務
に
他
業
務
か
ら
の
損
失
が
及
ば
な
い
よ
う
に
業
務
分
離
を
図
る
と
い
う
共
通
認
識
に
立
っ

た
各
規
制
で
あ
る
が
、
こ
の
結
果
、
銀
行
業
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
が
国
ご
と
に
変
化
し
、
規
制
の
厳
格
な
米
国
に
お
い
て
は
銀
行
業
が
連

結
ベ
ー
ス
で
の
規
制
回
避
行
動
に
走
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
こ
と
、
銀
行
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
も
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
み
に
く
く
な
り
、

銀
行
マ
ー
ケ
ッ
ト
が
分
断
さ
れ
、
多
国
籍
企
業
と
し
て
の
メ
ガ
バ
ン
ク
の
国
境
を
超
え
た
破
綻
処
理
手
法
も
変
化
し
、
金
融
監
督
も
困
難

と
な
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
79
）

。



一
〇
二

⑶
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
最
終
案
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
域
外
適
用

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
関
し
て
は
、
米
国
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
関
連
で
検
討
し
た
が
、
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
に
つ
い
て
み
る
と
、

対
象
取
引
を
行
う
バ
ン
キ
ン
グ
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
許
容
さ
れ
る
活
動
で
あ
る
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
具
備
す
る
必
要
が
あ
る
。
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
対
象
と
な
る
活
動
を
一
切
行
わ
な
い
バ
ン
キ
ン
グ
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つ
い
て
は
、

そ
う
し
た
活
動
を
行
う
こ
と
を
予
防
す
る
方
針
と
手
続
き
を
具
備
す
れ
ば
足
り
る
。

自
己
勘
定
取
引
の
禁
止
に
つ
い
て
規
則
原
案
は
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
メ
イ
キ
ン
グ
、
ヘ
ッ
ジ
取
引
な
ど
が
許
容
さ
れ
る
要
件
を
定
め
、
遵

守
を
担
保
す
る
詳
細
な
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
具
備
、
各
種
指
標
の
計
測
・
レ
ポ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
求
め
て
い
る
。
ヘ
ッ
ジ

フ
ァ
ン
ド
、
Ｐ
Ｅ
フ
ァ
ン
ド
の
出
資
等
の
禁
止
に
お
い
て
も
、
フ
ァ
ン
ド
へ
の
投
資
顧
問
サ
ー
ビ
ス
提
供
、
ロ
ー
ン
証
券
化
な
ど
が
許
容

さ
れ
る
要
件
を
定
め
る
一
方
、
同
様
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
具
備
を
求
め
て
い
る
。

今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
①
連
邦
預
金
保
険
公
社
（
Ｆ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
）
が
Ｃ
Ｅ
Ｏ
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
認
証
の
導
入
を
求
め
た
の
に
対
し

て
通
貨
監
督
庁
（
Ｏ
Ｃ
Ｃ
）
が
反
対
し
た
こ
と
、
ド
ッ
ト
・
フ
ラ
ン
ク
法
で
は
共
同
で
規
則
策
定
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
商
品
先
物

取
引
委
員
会
（
Ｃ
Ｆ
Ｔ
Ｃ
）
が
コ
ス
ト
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
分
析
の
不
十
分
さ
、
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
規
制
の
作
業
な
ど
を
理
由
に
規
則
案
に
連

名
し
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
合
意
形
成
に
至
ら
な
か
っ
た
部
分
が
三
九
四
も
の
設
問
と
し
て
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
②
Ｆ
Ｒ
Ｂ
監
督
の
ノ
ン

バ
ン
ク
金
融
会
社
の
扱
い
に
つ
い
て
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
で
は
自
己
勘
定
取
引
、
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
、
Ｐ
Ｅ
フ
ァ
ン
ド
へ
の
出
資
等

を
行
う
場
合
、
追
加
的
自
己
資
本
規
制
お
よ
び
定
量
的
規
制
に
服
す
る
と
し
て
い
る
が
、
規
則
案
で
は
Ｆ
Ｒ
Ｂ
監
督
ノ
ン
バ
ン
ク
金
融
会

社
の
扱
い
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
③
域
外
適
用
に
つ
い
て
、
規
則
案
で
は
外
国
銀
行
の
実
務
面
の
適
用
が
明
確
で
な
い
部
分

が
あ
る
。
対
象
フ
ァ
ン
ド
に
お
け
る
外
国
銀
行
に
関
す
る
適
用
除
外
の
要
件
と
し
て
当
該
フ
ァ
ン
ド
が
米
国
居
住
者
に
販
売
さ
れ
て
い
な



米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
を
中
心
と
す
る
国
際
金
融
法
制
の
展
開
と
影
響
に
関
わ
る
考
察
（
藤
川
）

一
〇
三

い
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
詳
細
は
規
則
案
で
は
明
確
で
な
い
。
④
規
則
案
前
文
で
は
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
段

階
的
導
入
（
グ
ラ
ン
ド
・
ギ
ャ
ザ
リ
ン
グ
）
の
是
非
に
つ
い
て
設
問
が
さ
れ
て
い
る
（
80
）

。
こ
う
し
た
問
題
点
が
最
終
規
則
案
に
お
い
て
ど
の
程

度
明
確
に
な
っ
た
か
、
金
融
機
関
側
と
し
て
も
早
急
な
検
討
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

2
．
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
と
ソ
フ
ト
ロ
ー
な
ら
び
に
企
業
実
務
の
俯
瞰

ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
に
関
し
て
我
が
国
に
お
い
て
は
、
二
〇
一
四
年
一
二
月
に
示
さ
れ
た
会
社
法
改
正
案
に
よ
り
、
監
査
役
（
会
）
設
置

会
社
、
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
（
委
員
会
設
置
会
社
）
に
加
え
て
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
制
度
を
新
た
に
導
入
す
る
方
向
に
あ
る
。
米

国
の
取
締
役
会
は
監
督
機
能
中
心
で
、
株
主
の
利
益
代
弁
者
と
し
て
の
社
外
独
立
取
締
役
が
そ
の
主
役
と
な
る
が
、
我
が
国
の
監
査
役
会

（
会
）
設
置
会
社
で
は
業
務
執
行
機
能
も
併
有
す
る
た
め
、
独
立
性
の
追
求
の
み
で
は
取
締
役
会
な
ど
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
は
最
終
的
な
解

決
に
は
至
ら
な
い
。
社
外
役
員
の
み
で
な
く
、
業
務
面
の
経
験
に
長
け
た
非
執
行
取
締
役
を
中
心
と
し
た
監
督
体
制
を
築
き
、
取
締
役
を

業
務
執
行
取
締
役
と
非
執
行
取
締
役
に
二
分
す
る
英
国
型
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
構
築
を
目
指
す
こ
と
も
今
後
の
現
実
的
な
選
択
肢
と
な
る
こ
と

を
述
べ
た
。

直
近
の
動
向
と
し
て
、
不
祥
事
に
揺
れ
る
み
ず
ほ
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
グ
ル
ー
プ
は
、
二
〇
一
四
年
一
月
一
七
日
委
員
会
設
置
会
社
へ

の
移
行
を
骨
子
と
す
る
業
務
改
善
計
画
を
金
融
庁
に
提
出
し
た
。
持
株
会
社
の
取
締
役
会
議
長
を
社
外
取
締
役
と
し
、
指
名
・
報
酬
委
員

会
は
全
員
社
外
取
締
役
と
す
る
（
81
）

。

私
見
で
あ
る
が
、
直
接
業
務
を
行
わ
な
い
持
株
会
社
を
米
国
型
組
織
と
し
て
、
社
外
者
に
も
比
較
的
明
確
に
判
別
可
能
な
コ
ン
プ
ラ
イ

ア
ン
ス
中
心
に
社
外
取
締
役
中
心
に
監
視
・
監
督
し
、
他
方
で
完
全
子
会
社
の
み
ず
ほ
銀
行
に
つ
い
て
は
監
査
役
会
設
置
会
社
の
ま
ま
存

置
す
る
こ
と
で
業
務
執
行
の
ス
ピ
ー
ド
・
円
滑
化
は
残
す
と
い
う
バ
ラ
ン
ス
を
取
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
会
社
法
改
正
と
並
行
し
て
、



一
〇
四

金
融
庁
は
同
年
一
月
二
一
日
、
銀
行
お
よ
び
銀
行
持
株
会
社
に
対
し
、
社
外
取
締
役
の
採
用
を
求
め
る
方
針
を
固
め
、
監
督
指
針
を
改
定

し
明
記
す
る
予
定
で
あ
る
（
82
）

。
ま
た
東
証
が
改
正
し
て
二
月
施
行
す
る
上
場
規
則
は
、
独
立
性
の
高
い
社
外
取
締
役
の
確
保
を
企
業
に
求
め

て
い
る
。
罰
則
規
定
は
な
い
が
、
こ
れ
ら
は
ソ
フ
ト
ロ
ー
に
よ
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
強
化
を
図
る
も
の
と
い
え
、
世
界
的
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
コ

ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
（
収
斂
）・
融
合
化
の
動
き
に
即
応
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
（
83
）

。
大
枠
と
し
て
、
変
容
し
つ
つ
あ
る
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法

に
お
け
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
な
ど
の
取
り
込
み
と
並
行
し
、
あ
る
い
は
相
関
し
て
、
個
別
に
は
各
国
毎
の
法
制
度
に
基
づ
い
た
ガ
バ
ナ
ン

ス
改
革
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
我
が
国
企
業
と
し
て
も
注
意
深
く
、
実
効
的
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
構
築
を
目
指
す
こ
と
に
な
る
。

企
業
実
務
の
実
際
と
し
て
、
長
期
的
企
業
価
値
経
営
の
視
点
か
ら
、
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
制
度
は
非
執
行
取
締
役
の
配
置
先
と
し

て
想
定
さ
れ
よ
う
。
株
主
に
つ
い
て
は
、
社
外
取
締
役
が
短
視
眼
的
な
株
主
の
利
益
代
表
と
な
り
か
ね
な
い
懸
念
が
あ
る
が
、
長
期
的
観

点
に
立
つ
機
関
投
資
家
が
監
査
・
監
督
委
員
を
通
じ
て
企
業
価
値
向
上
を
図
り
、
他
方
で
社
内
取
締
役
で
は
あ
る
が
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
等
と
は
距

離
を
置
く
非
執
行
取
締
役
が
監
査
・
監
督
委
員
に
加
わ
り
、
多
様
性
と
法
律
・
会
計
面
の
専
門
性
を
有
す
る
独
立
社
外
取
締
役
と
協
働
す

る
案
も
考
え
ら
れ
る
。
委
員
会
設
置
会
社
で
あ
れ
ば
、
株
主
の
忠
実
義
務
違
反
あ
る
い
は
少
数
株
主
な
ど
と
の
株
主
間
差
別
化
の
問
題
が

生
じ
得
る
が
、
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
制
度
で
は
こ
う
し
た
懸
念
は
生
じ
に
く
く
な
ろ
う
か
。
今
後
は
更
に
監
査
等
委
員
に
対
す
る

Ｃ
Ｅ
Ｏ
の
解
任
権
賦
与
な
ど
の
有
効
な
ス
キ
ー
ム
も
想
定
さ
れ
る
が
、
実
業
界
か
ら
の
反
発
も
予
想
さ
れ
、
ま
た
我
が
国
独
自
の
展
開
を

進
め
る
場
合
の
規
制
コ
ス
ト
の
問
題
な
ど
、
乗
り
越
え
る
べ
き
課
題
も
多
い
。
引
き
続
き
、
今
後
の
研
究
課
題
と
し
て
い
き
た
い
。

（
65
） 

近
時
の
域
外
適
用
に
関
し
て
、
拙
稿
・
前
掲
「
国
際
取
引
に
お
け
る
域
外
適
用
ル
ー
ル
統
一
化
な
ら
び
に
秩
序
形
成
に
向
け
て
」、
同
「
域
外

適
用
と
銀
証
分
離
の
交
錯
│
グ
ロ
ー
バ
ル
金
融
法
制
の
新
潮
流
│
」、
同
『
国
際
取
引
法
│
理
論
と
実
務
』
尚
学
社
（
二
〇
一
三
年
一
一
月
）
参
照
。



米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
を
中
心
と
す
る
国
際
金
融
法
制
の
展
開
と
影
響
に
関
わ
る
考
察
（
藤
川
）

一
〇
五

独
禁
法
、
証
券
法
の
域
外
適
用
全
般
に
つ
い
て
、
松
下
満
雄
・
渡
邉
泰
秀
編
『
ア
メ
リ
カ
独
占
禁
止
法
﹇
第
二
版
﹈』
東
京
大
学
出
版
会

（
二
〇
一
二
年
三
月
）、
小
原
喜
雄
『
国
際
的
事
業
活
動
と
国
家
管
轄
権
』
神
戸
法
学
双
書
（
一
九
九
三
年
一
二
月
）、
清
水
章
雄
「
米
国
の
証
券
取

引
規
制
と
国
際
法
│
一
九
三
四
年
証
券
取
引
所
法
一
〇
条
⒝
お
よ
び
証
券
取
引
委
員
会
規
則
一
〇
ｂ
│
五
の
域
外
適
用
│
」
早
稲
田
法
学
会

（
一
九
八
〇
年
三
月
）、
同
「
米
国
連
邦
証
券
取
引
法
の
域
外
適
用
の
拡
張
と
国
際
法
に
お
け
る
管
轄
権
の
原
則
」
商
学
討
究
三
二
巻
四
号

（
一
九
八
二
年
）、
野
木
村
忠
邦
「
日
本
の
独
占
禁
止
法
に
お
け
る
域
外
適
用
問
題
」
日
本
大
学
法
学
紀
要
四
四
号
（
二
〇
〇
二
年
）、
上
杉
秋
則

『
独
禁
法
国
際
実
務
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
│
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
下
の
基
礎
知
識
』
商
事
法
務
（
二
〇
一
二
年
）、
石
黒
一
憲
『
国
際
私
法
』
新
世
社

（
二
〇
〇
七
年
）
参
照
。

（
66
） 

リ
ス
ク
管
理
・
内
部
統
制
に
関
す
る
研
究
会
（
経
済
産
業
省
）『
リ
ス
ク
新
時
代
の
内
部
統
制
〜
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
一
体
と
な
っ
て
機

能
す
る
内
部
統
制
の
指
針
』（
二
〇
〇
三
年
六
月
）。
眞
崎
達
二
郎
・
小
澤
徹
夫
ほ
か
「
新
た
な
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
流
れ
│
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・

ガ
バ
ナ
ン
ス
、
内
部
統
制
と
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
Ｅ
Ｒ
Ｍ
、
と
の
関
係
の
整
理
│
」
日
本
ナ
レ
ッ
ジ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
学
会
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
研
究
部
会
（
二
〇
〇
七
年
六
月
二
〇
日
）
参
照
。

（
67
） 

二
〇
〇
二
年
英
国
の
三
大
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
機
関
（IR

M
 T
he Institute of R

isk M
anagem

ent, A
IR
M
IC
 T
he A

ssociation of 

Insurance and R
isk M

anagers, A
L
A
R
M
 T
he N

ational F
orum

 for R
isk M

anagem
ent in the P

ublic S
ector

）
がA

 N
ew
 R
isk 

M
anagem

ent S
tandard

を
発
表
。
米
国
Ｅ
Ｒ
Ｍ
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
68
） 

一
九
九
八
年
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
委
員
会
：
統
合
規
範
（C

om
m
ittee on C

orporate G
overnance; T

he C
om
bined C

ode

）」

（
好
ま
し
い
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
原
則
お
よ
び
最
善
慣
行
規
範
）。

（
69
） 

一
九
九
九
年
「
内
部
統
制；

統
合
規
範
に
関
す
る
取
締
役
の
た
め
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
」（
内
部
統
制
作
業
部
会
（Internal C

ontrol W
orking 

P
arty

）
のInternal C

ontrol; G
uidance for D

irectors on T
he C

om
bined C

ode

）（
タ
ー
ン
バ
ル
委
員
会
報
告
書
）。

（
70
） 

国
廣
正
「「
外
国
公
務
員
贈
収
賄
」
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
〜
新
興
国
ビ
ジ
ネ
ス
の
重
大
リ
ス
ク
に
対
す
る
実
践
的
ア
プ
ロ
ー
チ
〜
」
商
事

法
務
研
究
会
（
二
〇
一
三
年
一
〇
月
七
日
）。

（
71
） 

従
来
の
流
れ
は
、
①
取
締
役
の
経
営
判
断
の
過
失
、
損
害
請
求
、
②
株
主
の
訴
え
に
よ
りR

ed F
lag

提
示
、
③
裁
判
所
は
こ
れ
を
認
め
な



一
〇
六

か
っ
た
。
今
後
は
、
①
取
締
役
の
経
営
判
断
の
過
失
、
損
害
請
求
、
②
株
主
の
訴
え
に
よ
り
消
極
的
戦
略
面
で
は
無
過
失
責
任
で
もR

ed F
lag

で

責
任
追
及
、
③
損
害
賠
償
請
求
・
取
締
役
解
任
、
④
裁
判
所
容
認
、
⑤
プ
ロ
ク
シ
・
ア
ク
セ
ス
に
よ
り
新
取
締
役
決
定
、
⑥
取
締
役
会
の
報
酬
決
定
、

⑦
セ
イ
オ
ン
ペ
イ
の
事
後
評
価
と
な
ろ
う
。

（
72
） 
拙
稿
・
前
掲
「
米
国
金
融
規
制
改
革
法
な
ど
国
際
金
融
法
制
に
お
け
る
新
た
な
リ
ス
ク
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
│
規
制
強
化
と
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
な

ら
び
に
忠
実
義
務
な
ど
を
通
じ
た
株
主
間
差
別
化
に
向
け
て
│
」
参
照
。

（
73
） 

「
米
シ
テ
ィ
、
Ｍ
Ｂ
Ｓ
販
売
め
ぐ
り
フ
ァ
ニ
ー
メ
イ
に
約
九
・
七
億
ド
ル
支
払
い
へ
」（
二
〇
一
三
年
七
月
二
日
）、「
米
Ｓ
＆
Ｐ
が
敗
訴
、
判
断

誤
ら
せ
た
と
認
定
│
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
裁
」（
二
〇
一
二
年
一
一
月
五
日
）。

http://jp.reuters.com
/article/businessN

ew
s/idJP

T
JE
96001S

20130701

http://w
w
w
.bloom

berg.co.jp/new
s/123-M

C
Z
N
W
96K
510101.htm

l

（
74
） 

岩
原
紳
作
「
会
社
法
改
正
法
案
の
解
説
」
商
事
法
務
研
究
会
・
経
営
法
友
会
（
二
〇
一
三
年
一
二
月
一
九
日
）、「
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案
の
国
会
提
出
と
概
要
」
商
事
法
務
二
〇
一
七
号
（
二
〇
一
三
年
一
二
月
一
日
）
四
│
一
〇
頁
参
照
。

（
75
） 

奥
島
孝
康
名
誉
教
授
に
よ
り
、
監
査
役
会
型
の
場
合
は
代
表
取
締
役
の
解
任
権
付
与
な
ど
が
有
効
な
モ
デ
ル
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
委
員

会
等
設
置
会
社
制
度
の
導
入
に
よ
り
、
制
度
間
競
争
が
開
始
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
い
づ
れ
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
方
式
を
採
る
に
し
て
も
、
内
部
統

制
シ
ス
テ
ム
の
構
築
が
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
こ
れ
が
十
分
で
な
い
と
い
づ
れ
の
方
式
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
も
十
分
機
能
し
な
い
と
い
う
前
提
の
も
と
で

ガ
バ
ナ
ン
ス
の
問
題
は
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
ら
れ
、
米
国
型
経
営
モ
デ
ル
の
限
界
性
、
委
員
会
設
置
会
社
方
式
の
問
題
性
、
監
査

役
設
置
会
社
の
可
能
性
等
の
緊
要
の
課
題
に
企
業
風
土
と
経
営
モ
デ
ル
の
観
点
か
ら
論
及
さ
れ
る
。
ま
た
Ｃ
Ｓ
Ｒ
（
企
業
の
社
会
的
責
任
）
に
つ
い

て
も
今
後
の
俯
瞰
を
示
さ
れ
る
。
奥
島
孝
康
「
ア
メ
リ
カ
型
経
営
モ
デ
ル
と
日
本
の
独
自
性
│
最
近
の
商
法
改
正
に
伴
う
経
営
（
執
行
・
監
査
）
体

制
を
も
と
に
│
」
税
経
通
信
（
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
）
二
二
頁
、
同
「
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
会
社
法
序
説
│
Ｃ
Ｇ
と
Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
交
錯
と
共
働
│
」
奥

島
孝
康
監
修
『
企
業
の
統
治
と
社
会
的
責
任
』
金
融
財
政
事
情
研
究
会(
二
〇
〇
七
年
六
月
）
四
│
三
九
頁
参
照
。

（
76
） 

神
作
裕
之
「
取
締
役
会
の
独
立
性
と
会
社
法
」「
株
式
保
有
構
造
と
経
営
機
構
│
日
本
企
業
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
」
日
本
私
法
学

会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
二
〇
一
三
年
一
〇
月
一
三
日
）
商
事
法
務
二
〇
〇
七
号
四
八
│
五
八
頁
。



米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
を
中
心
と
す
る
国
際
金
融
法
制
の
展
開
と
影
響
に
関
わ
る
考
察
（
藤
川
）

一
〇
七

（
77
） T

ed P
aradise, D

A
V
IS
 P
O
L
K
 T
O
K
Y
O
 S
E
M
IN
A
R
 S
E
R
IE
S
 V
olcker R

ule - P
roprietary T

rading, January 14, 2014, D
avis 

P
olk &

 W
ardw

ell L
L
P
.

佐
々
木
百
合
「
金
融
規
制
の
論
点
（
下
）
経
済
へ
の
副
作
用
注
視
を
」、
翁
百
合
「
金
融
規
制
の
論
点
（
上
）
市
場
不

安
定
化
の
可
能
性
も
」
日
本
経
済
新
聞
経
済
教
室
二
〇
一
四
年
一
月
一
五
・
一
六
日
、
神
山
哲
也
・
関
雄
太
「
発
表
さ
れ
た
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
規

則
案
」
野
村
資
本
市
場
ク
ォ
ー
タ
ー
二
〇
一
二
年W

inter

号
一
一
八
│
一
三
一
頁
、
岡
野
進
「
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
は
ど
う
働
く
か
？
マ
ク
ロ
・

プ
ル
ー
デ
ン
ス
政
策
の
重
要
性
は
変
わ
ら
ず
」
大
和
総
研
グ
ル
ー
プ
（
二
〇
一
三
年
一
二
月
二
〇
日
）、
水
野
裕
二
「
米
国
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
導

入
の
最
終
案
に
つ
い
て
」
ム
ー
デ
ィ
ー
ズ･

ア
ナ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
（
二
〇
一
三
年
一
二
月
一
一
日
）
参
照
。「
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
最
終
案
の
概
要
」、

「
米
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
最
終
版
、
邦
銀
へ
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
影
響
は
限
定
的
＝
全
銀
協
」R

E
U
T
E
R

（
各
二
〇
一
三
年
一
二
月
一
一
日
）。

（
78
） 

前
掲
・
佐
々
木
百
合
参
照
。
佐
々
木
百
合
は
②
に
つ
い
て
、
金
融
抑
圧
に
よ
り
、
国
債
償
還
が
容
易
と
な
る
。
典
型
例
は
金
利
の
上
限
規
制
な

ど
で
あ
る
が
、
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
も
米
国
債
の
み
を
対
象
外
と
す
る
な
ど
の
恣
意
性
か
ら
、
国
債
の
需
要
を
支
え
る
政
府
の
金
融
抑
圧
に
な
り
得

る
（
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
カ
ー
メ
ン
・
ラ
イ
ン
ハ
ー
ト
教
授
）。
も
っ
と
も
佐
々
木
百
合
は
こ
の
点
に
関
し
て
、
バ
ー
ゼ
ル
規
制
、
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー

ル
と
も
に
銀
行
の
健
全
性
確
保
を
目
的
と
し
、
安
全
資
産
の
国
債
へ
の
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
シ
フ
ト
は
当
然
の
結
果
で
あ
り
、
金
融
抑
圧
と
称
す
る
こ

と
は
オ
ー
バ
ー
・
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
、
恣
意
的
な
選
択
は
せ
ず
、
現
実
の
リ
ス
ク
に
対
し
て
過
剰
な
国
債
保
有
を
避
け
る
べ
く
、
国
債

リ
ス
ク
評
価
を
細
か
く
見
直
す
必
要
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。

（
79
） 

前
掲
・
翁
百
合
参
照
。
翁
百
合
は
、
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
細
則
の
影
響
は
複
雑
で
不
透
明
で
あ
る
こ
と
、
逆
に
安
定
を
阻
害
し
て
金
利
上
昇
の

感
度
が
上
が
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
私
見
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
た
新
た
な
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
・
ジ
レ
ン
マ
と
い
え
よ
う
か
。

H
igh-level E

xpert G
roup on R

eform
ing the S

tructure of the E
U
 B
anking S

ector “F
inal R

eport,” B
russels, 2 O

ctober 2012

（http://ec.europa.eu/internal_m
arket/bank/docs/high-level_expert_group/report_en.pdf

）,

T
he Independent C

om
m
ission on B

anking released its F
inal R

eport on 12 S
eptem

ber 2011

（http://bankingcom
m
ission.s3.am

azonaw
s.com

/w
p-content/uploads/2010/07/IC

B
-F
inal-R

eport.P
df

）

萬
場
大
輔
「
英
国
銀
行
改
革
の
動
向
〜
銀
行
改
革
法
案
と
欧
州
各
国
の
状
況
〜
」
国
際
協
力
銀
行
（
二
〇
一
三
年
二
月
八
日
）
一
│
一
六
頁
、
小

立
敬
「
銀
行
の
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
勘
定
分
離
を
求
め
る
Ｅ
Ｕ
の
検
討
│
リ
ー
カ
ネ
ン
報
告
書
の
役
割
│
」
野
村
資
本
市
場
ク
ォ
ー
タ
ー
二
〇
一
二
年



一
〇
八

A
utum

n

号
一
│
一
六
頁
、
三
谷
明
彦
「
英
国
の
銀
行
制
度
改
革
〜
ヴ
ィ
ッ
カ
ー
ズ
委
員
会
報
告
と
リ
テ
ー
ル
・
リ
ン
グ
フ
ェ
ン
ス
」
み
ず
ほ
総
合

研
究
所
（
二
〇
一
二
年
八
月
）。

（
80
） 

“Japan and C
anada w

arn on V
olcker ru1e im

pact”, F
inancial T

im
es, January 11, 2012, “R

egulators D
efend `V

olckerR
ule`”, 

W
all S

treet Journal, January 19, 2012, “V
olcker R

ule D
ivides R

egulators” T
he N

ew
 Y
ork T

im
es D

ealB
ook, O

ctober 16, 2011. 

前
掲
神
山
哲
也
・
関
雄
太
一
三
〇
│
一
三
一
頁
。

（
81
） 

二
〇
一
四
年
一
月
一
八
日
読
売
新
聞
。

（
82
） 

「
銀
行
に
社
外
取
締
役
要
請
＝
監
督
指
針
に
明
記
へ
│
金
融
庁
」
二
〇
一
四
年
一
月
二
一
日
時
事
通
信
。
東
証
上
場
の
銀
行
・
銀
行
持
株
会
社

八
七
社
の
う
ち
、
独
立
社
外
取
締
役
が
不
在
な
銀
行
は
三
二
社
で
、
地
方
銀
行
ま
た
は
第
二
地
方
銀
行
で
あ
る
。
金
融
庁
は
東
証
規
則
に
基
づ
き
、

銀
行
の
主
要
取
引
先
、
大
株
主
な
ど
以
外
か
ら
登
用
を
求
め
て
い
く
と
す
る
。

（
83
） 

任
意
法
規
化
お
よ
び
開
示
・
説
明
責
任
と
制
度
間
競
争
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
の
融
合
化
議
論
な
ど
に
つ
い
て
、
拙
稿
『
コ
ー
ポ
レ
ー

ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
理
論
と
実
務
│
商
法
改
正
と
そ
の
対
応
│
』
信
山
社
（
二
〇
〇
四
年
八
月
）
七
五
七
│
七
九
四
、
九
〇
九
│
九
三
六
頁
、
同

「
米
国
金
融
規
制
改
革
法
な
ど
国
際
金
融
法
制
に
お
け
る
新
た
な
リ
ス
ク
ガ
バ
ナ
ン
ス
│
規
制
強
化
と
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
な
ら
び
に
忠
実
義
務
な

ど
を
通
じ
た
株
主
間
差
別
化
に
向
け
て
│
」
政
経
研
究
第
四
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）
五
九
一
│
六
二
二
頁
。

﹇
本
稿
は
、
財
団
法
人
民
事
紛
争
処
理
基
金
の
研
究
助
成
金
を
利
用
し
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
﹈


